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東温市の『と』をデザイン化。躍動する
人をイメージしています。赤い丸は夢を
育む情熱のまち、二重に重なる構成は二
町合併を意味します。未来に躍進する東
温市を象徴しています。

日本を代表する花として広く愛され、市
内には、桜三里、源太桜、玉糸桜、塩ヶ
森公園、桜づつみ公園、重信川の公園な
ど、数々の名所があり、多くの市民に親
しまれています。

春から夏にかけて樹冠いっぱいに咲く花
や美しい秋の実と紅葉など、一年を通じ
て楽しめ、育てやすく新鮮さと親しみの
ある木です。明治の終わりに日本からワ
シントンに贈った「さくら」の返礼とし
て贈られた木として有名です。

市章

市の花 さくら

市の木 はなみずき

愛媛県東温市



本市では、市民が力を合わせ、将来を担う子どもたちが東温市に誇りを持ち続けること
ができるまちづくりを進めるため、平成28年度からの10年間を計画期間とする「第2次東
温市総合計画基本構想」を策定し、総合的、計画的に各種施策を推進してまいりました。
このたび、総合計画の策定から5年目の節目を迎え、同時に取組を開始した「前期基本
計画」が令和2年度末に満了することから、これまでの施策の成果や課題、社会情勢の変
化を踏まえるとともに、平成27年9月の国連サミットにおいて採択された「SDGs（持続
可能な開発目標）」の理念との関係性をまとめた「後期基本計画」を策定いたしました。
今、これからの未来を背負う子どもたちは、このSDGsをテーマとする授業などを通し
て自分たちの未来を真剣に見つめ、より良い社会を目指すために、自分たちにできること
は何かを学び始めています。
子どもたちの未来を豊かなものとし、未来の本市を牽引する多くの若手リーダーを育ん
でいくことは、我々大人の責務であり、私自身も、これまで同様、市民の皆さま一人ひと
りの声を大切にするとともに、しっかりと連携しながら、中長期を見通した持続可能なま
ちづくりに取り組んでまいります。
本市では、現在、人口減少・少子高齢化、地域経済、環境、産業、雇用、防災など様々
な政策的課題が山積する中、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりにより、早急に
対応しなければならない諸課題が一層顕在化するなど、これまで体験したことのない大変
厳しい状況が続いています。
これら目まぐるしく変化する先の見えない時代の潮流を、迅速・的確・柔軟に切り抜け
ていくためには、市民の皆さまと議員と市職員が一体となり、それぞれが果たすべき役割
を自覚しながら、相互理解と協働によるまちづくりが不可欠となりますので、今後とも皆
さまの変わらぬご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
最後に、「後期基本計画」の策定にあたり、ご提言をいただきました総合計画審議会委
員をはじめ、市民アンケートやワークショップ、パブリックコメント等へのご参画により
ご意見、ご協力をいただきました多くの市民の皆さまに、心より感謝を申し上げます。

令和3年3月

東温市長　加藤　章

住みよい、暮らしやすい東温市を
受け継ぎ、守り、育て、
さらに良くして次の世代へ
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１	 後期基本計画策定の趣旨

東温市総合計画は、長期的な展望に基づいて、まちづくりの将来目標を示すとともに、市政を総合的、
計画的に運営するために、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにした市政運営の最も基本
となる計画です。
本市では、平成 28年 3月に、平成 28年度から 10年間のまちづくりの方向性と将来像を示した基
本構想と、平成 28年度から 5年間の各政策分野における具体的な施策を示した前期基本計画で構成
される「第 2次東温市総合計画」を策定し、各種施策を推進してきました。
計画を策定してからこれまでの間に、全国的には、新型コロナウイルス感染症をはじめ、大規模な
自然災害、人口減少や少子高齢化、さらには社会情勢の先行き不安が懸念されている中、本市におい
ても様々な変化や影響が生じています。
「第 2次東温市総合計画前期基本計画」の計画期間が令和 2年度に終了することから、これらの様々
な社会情勢の変化に対応するとともに、これまでの施策の進捗や取組の成果、今後の課題などを整理・
分析し、将来像の実現に向けた取組をさらに進めていくため、令和 3年度から 5年間の施策の方向性
を示す「第 2次東温市総合計画後期基本計画」を策定しました。
「第 2次東温市総合計画後期基本計画」では、大規模自然災害等に備えて、市民の生命・財産を守り、
被害が最小限に抑えられるとともに、迅速な復旧復興を図ることができる強靱なまちづくりを進めて
いくため、令和 2年 8月に強靱化の指針として策定した「東温市国土強靱化地域計画」との整合を図
り、一体的に施策を推進していくこととします。

第第11章章 はじめに
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２	 総合計画の構成と期間

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成します。
「基本構想※」は、将来像とまちづくりの方向性を示すもので、計画期間を平成 28年度から令和 7
年度までの 10年間とします。
※�基本構想…150 ページ参照

「基本計画」は、基本構想を実現するための施策内容を体系的に示すもので、社会経済情勢の変化
に対応できるよう、計画期間を前期５年間、後期５年間とします。
また、基本計画では、「SDGs（持続可能な開発目標）※」の本市での達成に向けて、各政策と

SDGs の関係をまとめています。
※�SDGs（持続可能な開発目標）…24ページ参照

「実施計画」は、基本計画で定めた施策を推進するための具体的な事業を示すもので、計画期間を
3年間とし、毎年ローリング（計画の定期的見直しと部分的修正）により見直します。

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

基本構想

基本計画

実施計画

実施計画　3年間
（ローリング方式による毎年度見直し）

前期基本計画 後期基本計画

基本構想　10年間

5 年間 5 年間

３	 総合計画の進捗確認

まちづくりの基本指針である総合計画の着実な進行と成果を管理するため、進捗確認を行います。
進捗確認を行う対象は基本計画及び実施計画とし、基本構想に掲げる将来像及び施策の大綱の目的
が達成されるために適正な手段（事業）を講じているか、計画に掲げた目標に対してどこまで進んだ
かを確認します。
また、各種法律や制度の変更、社会・経済情勢の変化に応じて計画自体を見直すとともに、市役所
内部において各課横断的に情報共有を図ることとします。

ACTION
計画の見直し

DO 計画の実施

分野の課題

分野ごとに
課題をあげる

目　標 指　標

PLAN 計画の策定

CHECK 進捗の確認

計画に目標を
あげる

計画にあわせて
目標数値を設定する

施　策

目標数値の達成に
向けて取り組む



44 Toon City 

４	 将来像

市民が力を合わせ、将来を担う子どもたちが東温市に誇りを持ち続けることができるまちづくりを
進めるため、本市の令和 7年度の将来像を以下のように設定し、活力あるまちづくりを推進します。

将来像「小さくてもキラリと光る�住んでみたい�住んでよかった�東温市」とは、本格的な人口減少
社会が到来する中、人口３万５千人弱の小さなまちである本市が、十分な存在感を示して “住んでみ
たい ”“ 住んでよかった ”と言われるまちの実現を目指して、東温市に誇りを持ち、よりよい環境で
住み続けられるまちづくりを今まで以上に推進していく意気込みを将来像に込めました。

TO the future ON the town
~未来へ歩もう　このまちで〜

小さくてもキラリと光る
住んでみたい　住んでよかった　東温市

将 来 像



5

資
料
編

5

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

第 1 編　総論　第 1 章　はじめに

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

５		 施策の大綱

将来像「小さくてもキラリと光る�住んでみたい�住んでよかった�東温市」を実現するために以下の
ような施策の大綱を設定しています。

政策目標 政策項目

1　みんなが元気になる健康福祉のまち

1　生涯健康づくりの推進

2　地域福祉体制づくりの推進

3　高齢者施策の充実

4　障がい者施策の充実

5　子育て支援の充実

6　社会保障の充実

2　安全で快適な社会基盤のまち

1　安全・安心な都市基盤の整備

2　良好な住環境づくりの推進

3　環境施策の総合的推進

4　上下水道等の整備

5　消防体制と防災・減災対策の充実

6　防犯・消費生活・交通安全対策の充実

3　創造性と活力に満ちた元気産業のまち

1　農林業の振興

2　商工業の振興

3　観光・物産の振興

4　雇用・勤労者福祉の充実

4　心豊かに学びあう文化創造のまち

1　学校教育の充実

2　青少年の健全育成

3　生涯学習社会の推進

4　文化・スポーツの推進

5　みんなでつくる協働・自立のまち

1　人権尊重のまちづくりの推進

2　男女共同参画社会の形成

3　地域コミュニティの育成

4　市民と行政との協働のまちづくりの推進

5　自立した自治体経営の推進

青文字の用語は、資料編の用語集に説明あり。以下同様。
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１		 位置・地勢

本市は、面積 211.30k㎡、愛媛県のほぼ中央部、松山平野の東部に位置し、県都松山市に隣接する
都市近郊型の田園都市です。水と緑の豊かな自然に恵まれ、古くから交通の要衝として開け、現在では、
基幹的な総合病院などの立地をはじめ、高速道路インターチェンジや大型店舗、観光施設の進出など、
地域を超えた交流の拠点ともなっています。
本市の東部には石鎚山脈、南部には皿ヶ嶺連峰、北部には高縄山塊を臨み、三方の山間部と西部の
松山平野に向かって広がる扇状地などから形成されています。
中央部を流れる重信川をはじめ、これに合流する表川や東部の山間部を流れる滑川など、多くの河
川が流れるほか、緑豊かな山々には多くの滝もあり、自然に恵まれた地勢を有しています。

２		 自然

本市の平均気温は 16.9℃、年間降水量は 1,522.4㎜と、四季が明瞭で比較的温暖な地域です。
自然に恵まれた本市は、一級河川である重信川とその支流において豊富な水をたたえています。こ
の河川の恵みによって風光明媚な景勝地がつくられ、市民のみならず、観光客にも親しまれています。
また、天然温泉や桜の名所、豊かな農作物など、都市的な住宅地を囲むように豊かな自然が残るま
ちです。

第第２２章章 東温市の概況

ヶ

東温市の位置
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３	 人口

平成 18年から令和２年の住民基本台帳人口を見ると、本市の人口は、平成 21年まで増加傾向で
推移していましたが、それ以降緩やかな減少傾向で推移しています。平成 27年ころまでは減少幅が
緩やかになっていたものの、平成 28年以降減少幅が拡大しています。
一世帯当たり人員は、過去一貫して減少傾向で推移しており、令和２年には 2.21 人となっています。
高齢化率は、平成 18年の 22.1％から令和２年には 30.5％へ増加しており、高齢化が進んでいます。

人口と一世帯当たりの人員の推移

年代別人口割合の推移

資料：住基年報
（平成 18 年～平成 25 年：各年 3 月 31 日現在）
（平成 26 年～令和 2 年：各年 1 月 1 日現在）

資料：住基年報
（平成 18 年～平成 25 年：各年 3 月 31 日現在）
（平成 26 年～令和 2 年：各年 1 月 1 日現在）
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出生・死亡数の推移（自然動態）

転入・転出数の推移（社会動態）
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資料：住基年報
（平成 18 年～平成 24 年：4 月 1 日～ 3 月 31 日）
（平成 25 年～令和 2 年：1 月 1 日～ 12 月 31 日）

資料：住基年報
（平成 18 年～平成 24 年：4 月 1 日～ 3 月 31 日）
（平成 25 年～令和 2 年：1 月 1 日～ 12 月 31 日）
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４	 	産業構造・観光・交通

本市の産業別就業者数（平成 27年国勢調査結果）を見ると、第 1次産業就業者数は 1,347 人、第
２次産業就業者数は 2,882 人、第３次産業就業者数は 11,561 人となっており、平成７年と比べると、
第１次産業、第２次産業では大幅に減少し、第３次産業では大幅に増加しています。
本市の産業は、豊かな自然環境を生かした水稲作や麦作、野菜栽培などの農業が盛んで、特に愛媛
県の食文化に欠かせない麦味噌の材料となる裸麦の県内主要産地になっています。
また、製造業は、大規模工場も立地するほか、特色のある中小零細企業が数多くあり、また、志津
川地区にある愛媛大学医学部との連携による、医療・健康関連産業の活性化も期待されるところです。
近年、観光 PR、物産販売にも力を入れており、どてかぼちゃカーニバル、観月祭などのイベントや、
観光物産センターでの多彩な取組を行っているほか、温泉資源として「ふるさと交流館（さくらの湯）」
と「見奈良天然温泉利楽」があり、毎年 50万人を超える利用客があります。また、西日本初の地域
文化発信を行う常設ミュージカル劇場である「坊っちゃん劇場」もあります。
本市の公共交通は、鉄道とバス路線によるネットワークが形成されており、幹線交通では、松山市
中心部と本市を結ぶ伊予鉄道高浜横河原線と路線バス川内線、支線交通では、横河原駅や川内バスター
ミナルと山間部を結ぶ路線バスが運行されています。

産業別就業者数の推移
資料：各年国勢調査
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第第33章章 社会情勢の変化

１	 人口減少・高齢社会の到来と経済社会に与える影響

国立社会保障・人口問題研究所では、今後、長く人口減少傾向が続き、平成 27 年の総人口 1億
2,709 万人（国勢調査）が、令和 22 年には 1億 1,092 万人、令和 35 年には１億人を割って 9,924
万人となると推計しています。また、高齢化も進行し、平成 27年の高齢化率 26.6％が、令和 22年
に 35.3％、令和 42年には 38.1％となり、2.6 人に１人が 65歳以上の高齢者となる見通しです。
人口減少・高齢化は、地域経済の縮小をもたらすとともに、地域の空き家の増加、集落等の過疎化、
地域コミュニティの希薄化を招き、地域社会を毀損する可能性があります。
本市においては、結婚やその後の妊娠を希望する人への支援、子育て家庭のニーズの把握とその対
策、高齢者の住みやすい環境づくり、平野部における転入者の増加、山間部での集落維持などを今ま
で以上に、より具体的かつ効果的に講じていくことが必要となっています。

２	 大規模な自然災害等の発現率の高まり

平成 23年３月 11 日、東日本大震災の発生により我が国は未曽有の被害を受けました。内閣府の
地震調査研究推進本部では、平成 25年５月の南海トラフの地震活動の長期評価において、地震（Ｍ
８～９クラス）の 30年発生確率を 70％～ 80％としており、東日本大震災に匹敵する規模の地震が
起きる可能性が高まっていることを示唆しています。
また、近年、台風、竜巻、突風、ゲリラ豪雨などによる浸水被害、土砂災害等の局地的な自然災害
も頻発しています。
防災・減災への対策として、内閣府では「国土強靭化推進本部」を設置し、社会資本の整備とともに、
防災教育や防災訓練などのソフト面での対策も重要視していくこととしています。
本市においても、老朽化している社会資本の対策を図るとともに、市民や企業、各種団体の連携・
協力体制を構築していきながら、耐震化の促進や防災教育、防災訓練のさらなる推進を図る必要があ
ります。

３	 地球温暖化等の環境問題

近年、日本列島は猛暑や豪雨などの異常気象に襲われ、地球温暖化等に起因すると考えられる事象
が頻発しています。
そのような中で、世界各国は、パリ協定に基づき、今世紀後半に世界全体の温室効果ガス排出量を
実質的にゼロにする「脱炭素化」に取り組んでおり、日本においても、令和 2年 10 月の首相所信表
明演説で、2050 年までに脱炭素社会の実現を目指すことが宣言されました。
我が国は、島国として固有の生態系を有し、自然を愛し、敬う風習が強い国です。本市においても、
緑豊かな自然を後世に引き継ぐため、環境問題に対して真摯に取り組んでいくことが求められています。



11

資
料
編

11

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

第 1 編　総論　第 3 章　社会情勢の変化
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４	 産業構造の変化、社会経済のグローバル化の進展

本県の産業構造は、全国と比較して、第１次産業および第２次産業の割合が高い一方で、第３次産
業の割合は低くなっています。製造業は基礎素材型産業（化学、非鉄金属、石油・石炭、パルプ・紙
など）のウェイトが高く、海外との取引が２割弱を占めています。
そのような中で、経済のグローバル化（国や地域を超えた地球規模での拡大）が進展しており、地
域経済にも大きな影響を与えています。堅調に増加する訪日外国人によるインバウンド（外国人の訪
日旅行）消費が拡大するとともに、増大する海外需要を背景とした輸出の拡大や海外進出などにより、
経済活動の収益基盤拡大が図られています。一方で、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足を補うた
め、外国人労働者の急増も見られる状況となっています。
本市においても、今後、変化が予想される制度・規制などの情報に常にアンテナを張り、変化をう
まく活用する柔軟な対応が必要になっています。

５	 価値観やライフスタイルの多様化

我が国では、戦後の経済成長を通じて、多くの人々が物の豊かさを実感できる社会を実現してきま
したが、その後の社会の成熟や国際化、情報化の進展に伴い、人々の価値観やライフスタイル（生活
様式）が多様化してきています。ゆったりした生活を送るスローライフや田舎暮らしなどによる自然
や地域とのふれあいを大切にする生き方が求められるなど、経済的、物質的な豊かさを重視する考え
方から、癒し、健康、ゆとり、家族の絆といった心の豊かさを重視する方向に変化してきています。
また、働き方や暮らし方においても、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を重視する
考え方、男女共同参画、ノーマライゼーション（すべての人が等しく生きる社会を目指すこと）、多
文化共生など多様な価値観が高まっています。
本市においても、市民一人ひとりの多様な価値観や生き方が尊重される地域生活を実現するように、
市民意識の啓発や制度づくりを進めることが必要です。

６	 新技術の進展

近年、モノのインターネット化（IoT（様々なもののインターネット接続））、ビッグデータ（デジ
タル機器等により得られる膨大なデータ）、AI（人工知能）、RPA（定型的なパソコン操作のソフトウェ
アによる自動化）などの新しい技術革新が急速に進展し、これまでにない新たな商品やサービスが開
発され、経済社会の大きな変化をもたらしつつあります。こうした技術革新の導入により、人口減少、
少子高齢化が進行する中でも人手不足を克服し、生産性を向上させることで、豊かな生活の実現を目
指す「第４次産業革命」「Society5.0」と呼ばれる未来像が提唱されています。
本市においても、人口減少や少子高齢化などに伴う労働力不足や生活環境悪化、厳しい財政状況下
での多様なニーズに応える市政運営が課題となっており、新技術への対応が期待されます。

７	 持続可能なまちづくりに向けた取組

国連は、平成 27年９月に、令和 12年を期限とする国際社会全体の持続可能な開発目標（SDGs）
を採択しました。我が国でも、関係行政機関相互の緊密な連携のもと、SDGs 達成に向けて総合的な
取組を推進しており、各自治体では、自治体 SDGs の推進により、中長期を見通した持続可能なまち
づくりに取り組み、地方創生の実現が求められています。
本市においても、行政だけでなく、市民や事業者、地域の活動団体等が、SDGs の問題意識を共有し、
持続可能な地域社会を維持する取組を進めることが求められています。
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第第４４章章 前期基本計画の評価

前期基本計画について、市民アンケートを実施し、政策ごとの満足度と重要度を聞きました。

アンケートの実施概要

名　　　 称名　　　 称 まちづくり　市民アンケート調査

実 施 年 月実 施 年 月 令和元年 7月

実 施 方 法実 施 方 法 郵送による配布・回収

調 査 対 象調 査 対 象 16�歳以上の市民　3,000 人（住民基本台帳による無作為抽出）

有 効 回 収 数有 効 回 収 数 1,097（36.6％）
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第 1 編　総論　第 4 章　前期基本計画の評価
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まず、満足度についてみると、政策目標 1の「（１）生涯健康づくりの推進」が特に高くなっています。
また、政策目標 2の各政策では全般的に高くなっている一方で、政策目標３、５の各政策では相対的
に低くなっています。

政策別満足度（市民アンケート）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

（１）生涯健康づくりの推進

（２）地域福祉体制づくりの推進

（３）高齢者施策の充実

（４）障がい者施策の充実

（５）子育て支援の充実

（６）社会保障の充実

（１）安全・安心な都市基盤の整備

（２）良好な住環境づくりの推進

（３）環境施策の総合的推進

（４）上下水道等の整備

（５）消防体制と防災・減災対策の充実

（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実

（１）農林業の振興

（２）商工業の振興

（３）観光・物産の振興

（４）雇用・勤労者福祉の充実

（１）学校教育の充実

（２）青少年の健全育成

（３）生涯学習社会の推進

（４）文化・スポーツの推進

（１）人権尊重のまちづくりの推進

（２）男女共同参画社会の形成

（３）地域コミュニティの育成

（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進

（５）自立した自治体経営の推進

満足 ある程度満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

政
策
目
標
３

政
策
目
標
５

政
策
目
標
４

（%）

政
策
目
標
１

政
策
目
標
２

政策別満足度（市民アンケート）
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（%）

政策別重要度（市民アンケート）

（１）生涯健康づくりの推進

（２）地域福祉体制づくりの推進

（３）高齢者施策の充実

（４）障がい者施策の充実

（５）子育て支援の充実

（６）社会保障の充実

（１）安全・安心な都市基盤の整備

（２）良好な住環境づくりの推進

（３）環境施策の総合的推進

（４）上下水道等の整備

（５）消防体制と防災・減災対策の充実

（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実

（１）農林業の振興

（２）商工業の振興

（３）観光・物産の振興

（４）雇用・勤労者福祉の充実

（１）学校教育の充実

（２）青少年の健全育成

（３）生涯学習社会の推進

（４）文化・スポーツの推進

（１）人権尊重のまちづくりの推進

（２）男女共同参画社会の形成

（３）地域コミュニティの育成

（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進

（５）自立した自治体経営の推進

■重要 ■やや重要 ■どちらともいえない ■あまり重要ではない ■重要ではない ■無回答

政
策
目
標
１

政
策
目
標
２

政
策
目
標
５

政
策
目
標
３

政
策
目
標
４

政策別重要度（市民アンケート）

次に、重要度についてみると、政策目標 1の「（１）生涯健康づくりの推進」、「（５）子育て支援の
充実」、政策目標 4の「（１）学校教育の充実」、「（２）青少年の健全育成」が高くなっています。また、
政策目標１、２、４の各政策で全般的に高くなっている一方で、政策目標３、５の各政策では相対的
に低くなっています。
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また、満足度と重要度の関係を図化しています。縦軸に重要度、横軸に満足度を設定し、市民が各
政策をどのような評価しているかをまとめています。

前期基本計画の政策の評価方法

�

Ａ　重点化・見直し領域（重要度 高、満足度 低）

今後のまちづくりにおける重要度が高いが、満足度が相対的に低く、施策の重点化や抜本的な見
直しなども含め、満足度を高める必要のある領域

Ｂ　現状維持領域（重要度 高、満足度 高）

今後のまちづくりにおける重要度も満足度も高く、現時点での満足度の水準を維持していくこと
が必要な領域

Ｃ　現状維持・見直し領域（重要度 低、満足度 高）

今後のまちづくりにおける重要度は低いものの満足度が高く、満足度の水準を維持していくか、
あるいは施策のあり方を含めて、見直すべき必要のある領域

Ｄ　改善・見直し領域（重要度 低、満足度 低）

今後のまちづくりにおける重要度も満足度も低く、施策の目的やニーズを再確認するとともに、
施策のあり方や進め方そのものを、改めて見直す必要のある領域

前期基本計画の政策の評価方法

高い

高い
満足度平均値

Ａ Ｂ
重要度平均値

Ｄ Ｃ
低い

低い 満足度

重
要
度



1616 Toon City 

評価においては、政策目標 1の「（６）社会保障の充実」、政策目標 2の「（２）良好な住環境づく
りの推進」、政策目標 4の「（２）青少年の健全育成」は、重要度が高いものの満足度が相対的に低くなっ
ており、施策の重点化や抜本的な見直しなども含め、満足度を高めるための改善が求められています。
また、政策目標 3の「（１）農林業の振興」、「（２）商工業の振興」、「（３）観光・物産の振興」、「（４）
雇用・勤労者福祉の充実」、政策目標 5の「（１）人権尊重のまちづくりの推進」、「（２）男女共同参
画社会の形成」、「（３）地域コミュニティの育成」、「（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進」、
「（５）自立した自治体経営の推進」では、重要度も満足度も低くなっており、施策の目的やニーズを
再確認し、施策のあり方・進め方を改めて見直す必要があります。

生涯健康づくりの推進
3.45
6.26

 

地域福祉体制づくりの推進
1.51
4.73

 

高齢者施策の充実
1.30
5.61

 

 

障がい者施策の充実
1.32
5.18

 

子育て支援の充実
1.08
5.73

 

社会保障の充実
0.65
5.39

 

安全・安心な都市基盤の整備
1.14
5.42

 

 

良好な住環境づくりの推進
0.37
4.90

 

環境施策の総合的推進
1.34
5.50

 

上下水道等の整備
2.71
5.80

 

消防体制と防災・
減災対策の充実

2.40
5.65

 

防犯・消費生活・
交通安全対策の充実

1.35
5.48

 

農林業の振興
-0.17
4.30

商工業の振興
-0.03
3.88

 
 

 
 

 

学校教育の充実
1.44
5.91

 
青少年の健全育成

0.44
6.14
 

生涯学習社会の推進
1.50
4.19

 

文化・スポーツの推進
1.32
3.91

 

人権尊重のまちづくりの推進
0.91
3.63 

男女共同参画社会の形成
0.52
3.93

 

地域コミュニティの育成
0.51
3.61

市民と行政との協働のまちづくりの推進
0.99
3.60

 

自立した自治体経営の推進
0.32
3.82

 

Ａ 重点化・見直し領域 現状維持領域Ｂ

Ｄ 改善・見直し領域 現状維持・見直し領域Ｃ

←
→

低い

※数値上段が満足度・下段が重要度

← 満足度 → 高い

観光・物産の振興
0.33
3.94

雇用・勤労者福祉の充実
0.05
4.79

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

4.03.02.01.00.0-1.0-2.0

高
い

低
い

重
要
度
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【Ａ 重点化・見直し領域】
満足度 重要度

政策目標 1（６）社会保障の充実 0.65 5.39

政策目標 2（２）良好な住環境づくりの推進 0.37 4.90

政策目標 4（２）青少年の健全育成 0.44 6.14

【Ｂ 現状維持領域】
満足度 重要度

政策目標 1（１）生涯健康づくりの推進 3.45 6.26

政策目標 1（３）高齢者施策の充実 1.30 5.61

政策目標 1（４）障がい者施策の充実 1.32 5.18

政策目標 1（５）子育て支援の充実 1.08 5.73

政策目標 2（１）安全・安心な都市基盤の整備 1.14 5.42

政策目標 2（３）環境施策の総合的推進 1.34 5.50

政策目標 2（４）上下水道等の整備 2.71 5.80

政策目標 2（５）消防体制と防災・減災対策の充実 2.40 5.65

政策目標 2（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実 1.35 5.48

政策目標 4（１）学校教育の充実 1.44 5.91

【Ｃ 現状維持・見直し領域】
満足度 重要度

政策目標 1（２）地域福祉体制づくりの推進 1.51 4.73

政策目標 4（３）生涯学習社会の推進 1.50 4.19

政策目標 4（４）文化・スポーツの推進 1.32 3.91

【Ｄ 改善・見直し領域】
満足度 重要度

政策目標 3（１）農林業の振興 -0.17 4.30

政策目標 3（２）商工業の振興 -0.03 3.88

政策目標 3（３）観光・物産の振興 0.33 3.94

政策目標 3（４）雇用・勤労者福祉の充実 0.05 4.79

政策目標 5（１）人権尊重のまちづくりの推進 0.91 3.63

政策目標 5（２）男女共同参画社会の形成 0.52 3.93

政策目標 5（３）地域コミュニティの育成 0.51 3.61

政策目標 5（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進 0.99 3.60

政策目標 5（５）自立した自治体経営の推進 0.32 3.82
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さらに、各政策の満足度を前期基本計画策定時の結果と比較すると、前回と比較して、政策目標 2
の「（１）安全・安心な都市基盤の整備」、「（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実」、政策目標
5の「（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進」では、満足度が向上しています。しかしながら、
各政策全般的には、満足度が低下しています。（ただし、政策項目、政策内容が異なるものもあります）

3.67
1.85
1.72

1.53
1.57

0.90 

0.39 
2.21

0.57 
0.63 
0.65 

 2.74 

3.70 
3.09 

2.96 

1.01 
0.66 

0.47 
-0.14 

-0.42 
0.25 

0.19 
-0.33 

2.36 
1.28 

 

1.35 
1.19 

0.99 
0.69 
0.82 
1.09

0.36 
0.32 

0.35

3.45
1.51 

1.30 
1.32 
1.08

1.14

0.37  

 

2.71 

2.40 

1.35 

-0.17 

-0.03 

0.33 

0.05 
1.44 

0.44 
1.50 

1.32 

0.91
0.52
0.51 

0.99

0.34 

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

（１）生涯健康づくりの推進  
（２）地域福祉体制づくりの推進  

（３）高齢者施策の充実  
（４）障がい者施策の充実  
（５）子育て支援の充実  
（６）社会保障の充実  

（１）安全・安心な都市基盤の整備  
○調和のとれた土地利用の推進  
○公園・緑地・水辺の整備  
○道路・交通網の整備

（２）良好な住環境づくりの推進
  ○魅力ある市街地の整備
  ○景観の形成

  ○住宅・宅地の整備
（３）環境施策の総合的推進  

○ごみ処理等環境衛生対策の充実
（４）上下水道等の整備

  ○上水道等の整備
  ○下水道等の整備

（５）消防体制と防災・減災対策の充実

  ○消防・防災体制の充実
（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実

  ○交通安全・防犯体制の充実

  ○消費者対策の充実  
（１）農林業の振興  

○農業の振興  
  ○林業の振興  

（２）商工業の振興  
  ○商業の振興  
  ○工業の振興  

（３）観光・物産の振興  
○観光・レクリエーションの振興  
（４）雇用・勤労者福祉の充実  

（１）学校教育の充実  
（２）青少年の健全育成  

（３）生涯学習社会の推進  
（４）文化・スポーツの推進  

  ○生涯スポーツの振興  
  ○芸術・文化の振興  

（１）人権尊重のまちづくりの推進  
（２）男女共同参画社会の形成  
（３）地域コミュニティの育成  

 
○国際化への対応と多様な交流活動の促進  

（５）自立した自治体経営の推進  
  ○情報化の推進   

（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進

0.65 

0.45

政
策
目
標
５ 

政
策
目
標
４

政
策
目
標
３ 

政
策
目
標
２

政
策
目
標
１

2.45

前期基本計画策定時（Ｈ26）の調査 後期基本計画策定時（Ｒ1）の調査

（単位：評価点）

2.211.34

政策別満足度の前回調査との比較（市民アンケート） 

※「◯」は「第 2次東温市総合計画」の策定に伴い統廃合された項目
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3.24
 

 

 

 
 

3.85
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

（１）生涯健康づくりの推進
（２）地域福祉体制づくりの推進

（３）高齢者施策の充実
（４）障がい者施策の充実
（５）子育て支援の充実
（６）社会保障の充実

（１）安全・安心な都市基盤の整備
○調和のとれた土地利用の推進
○公園・緑地・水辺の整備
○道路・交通網の整備

（２）良好な住環境づくりの推進
○魅力ある市街地の整備

○景観の形成
○住宅・宅地の整備

（３）環境施策の総合的推進
○ごみ処理等環境衛生対策の充実

（４）上下水道等の整備
○上水道等の整備
○下水道等の整備

（５）消防体制と防災・減災対策の充実
○消防・防災体制の充実

（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実
○交通安全・防犯体制の充実

○消費者対策の充実

（１）農林業の振興
  ○農業の振興
  ○林業の振興

（２）商工業の振興
  ○商業の振興

○工業の振興
（３）観光・物産の振興

○観光・レクリエーションの振興
（４）雇用・勤労者福祉の充実

（１）学校教育の充実
（２）青少年の健全育成
（３）生涯学習社会の推進
（４）文化・スポーツの推進

○生涯スポーツの振興
○芸術・文化の振興

（１）人権尊重のまちづくりの推進
（２）男女共同参画社会の形成
（３）地域コミュニティの育成

（４）市民と行政との協働のまちづくりの推進
○国際化への対応と多様な交流活動の促進

（５）自立した自治体経営の推進
○情報化の推進

政
策
目
標
１

政
策
目
標
２

政
策
目
標
５

政
策
目
標
３

政
策
目
標
４

 

 

5.94

5.03
6.10

5.18
6.03

5.43

3.58 
4.93

5.40

4.71
3.57
3.41

5.77
6.62

6.35
6.17

6.56

6.39
3.46

5.07
3.79

4.22
4.27

3.55
5.64
5.96

4.87
3.93

2.94
3.52

3.88
3.38
3.34

2.42
 

3.34

6.26
4.73

5.61
5.18

5.73
5.39
5.42

4.90

5.50

5.80

5.65

5.48

4.30

3.88

3.94

4.79
5.91
6.14

4.19
3.91

3.63

3.93
3.61

3.60

3.82

前期基本計画策定時（Ｈ26）の調査 後期基本計画策定時（Ｒ1）の調査

（単位：評価点）

政策別重要度の前回調査との比較（市民アンケート）

次に、各政策の重要度を前期基本計画策定時の結果と比較すると、政策目標 2の「（２）良好な住
環境づくりの推進」、「（６）防犯・消費生活・交通安全対策の充実」、政策目標 4の「（２）青少年の
健全育成」、「（４）文化・スポーツの推進」、政策目標 5の「（４）市民と行政との協働のまちづくり
の推進」などでは向上しています。

※「◯」は「第 2次東温市総合計画」の策定に伴い統廃合された項目



2020 Toon City 

 

 

前期基本計画策定時（Ｈ26）の調査 後期基本計画策定時（Ｒ1）の調査

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
（％）

今後望むまちづくりの前回調査との比較（市民アンケート）

市民が今後望むまちづくりについて、前期基本計画策定時の結果と比較すると、大きな傾向での変
化はないものの、「美しい自然環境や景観が誇れるまち」「農業や農村環境を大切に守り育てるまち」
が低下する一方で、「保健・医療・福祉の充実したまち」「商業の振興や企業立地を推進するまち」が
若干増加しており、市の都市化を望む声が読み取れます。

※「-」は今回調査で追加された選択肢
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第第１１章章 後期基本計画の 
構成と特徴

❶ 計画の構成
後期基本計画は、令和 2年 3月に策定した「第 2期東温市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の
各施策からなる「重点施策」と、基本構想で掲げた政策目標と政策項目ごとの「施策別の展開」によ
り構成されています。
「施策別の展開」は、政策目標と政策項目ごとに「現状と課題」、「取組の方向性」、「SDGs の目標
との対応」、「施策別の取組」「関連する個別計画」の項目により構成されており、各項目には下記内
容を記載しています。

1 �現状と課題 政策分野の現状と後期基本計画で解決すべき課題です。

2 ��取組の方向性 課題を解決するための取組の方向性です。「目標」と「政策の目標値」、
「施策体系」を記載しています。

3 ��SDGs の目標との対応 政策・施策を推進することにより達成される SDGs の 17 の目標と
169 のターゲットの対応について記載しています。

4 �施策別の取組 政策目標を実現するための施策等です。
「具体的な事業」「施策の目標値」を記載しています。

5 �関連する個別計画 各政策と関連する個別計画です。

32 3332 33
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取組の方向性

市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、生涯健やかに暮らすことのできるまち
を目指します。

令和２年に開設した東温市総合保健福祉センターを拠点として、健康寿命の延伸と健康格差の縮小
を最上位目標に掲げた健康増進計画を推進します。その際、ビッグデータや KDB システムを活用し
て健康課題を明確化し、生活習慣病の発症予防と重症化予防に取り組みます。ICT（情報通信技術）
やナッジ理論（人々の行動をそっと後押しする仕掛け）を活用した健康無関心層も含めた受診勧奨、
受診しやすい環境整備、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の活用を通じたライフステージごと
の健康づくり等を総合的に支援する体制整備に努めます。

また、多様な医療ニーズや各種医療制度改革、さらには大規模災害時や新感染症発生時等の医療救
護体制の確保など地域医療体制づくりが求められており、救急医療体制の安定確保や、災害時等医療
救護活動体制の整備を推進します。

政策の目標値政策の目標値

① 地域保健・地域医療体制の充実

② 母子保健の推進

③ 成人保健の推進

④ 精神保健の推進

⑤ 難病・感染症対策の推進

SDGs の目標との対応

指標 基準値（平成 26年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

自分が健康だと 
思う人の割合

20 ～ 64 歳　87.1％
65 歳以上　60.0％

（平成 23 年度）

20 ～ 64 歳　84.0％
65 歳以上　73.7％

（平成 29 年度）

20 ～ 64 歳　85.0％
65 歳以上　75.0％

SDGs の目標３では、「３－１妊産婦の死亡率を削減する」、「３－２新生児・
５歳未満児の予防可能な死亡を根絶する」、「３－３重篤な伝染病を根絶し、その
他の感染症に対処する」、「３－８UHC を達成する（すべての人が保健医療サー
ビスを受けられるようにする）」、「３－ｂワクチンと医薬品の研究開発を支援し、
安価な必須医療品及びワクチンへのアクセスを提供する」、「３－ｄ健康危険因子
の早期警告、緩和・管理能力を強化する」をターゲットとして設定しています。
本市は、これを踏まえ、母子の健康、感染症対策、予防に注目した取組を進めます。

施策体系

第第33章章 施策別の展開

現状と課題

国では社会保障制度の安定を目指して、医療制度改革や健康寿命の延伸を目的とした健やかな生活
習慣形成や疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイル（加齢に伴う虚弱化）対策・認知症予防を軸
とした政策を展開しています。

本市では、各種健康診査、がん検診の受診しやすい体制の整備や健診結果に基づいた専門職による
保健指導、各種健康講座の開催、東温市オリジナル体操「TOON サーキットトレーニング」の普及・
啓発活動、健康づくりに関する自主組織活動への支援等を行っています。

しかし、生活習慣病による死亡者数が死亡者総数の半数を超える状況で、発症予防に重点をおいた
保健事業の充実とともに重症化予防に関する対策の重要性が高まっています。そのため、医療機関等
と連携した取組を進める必要があります。

また、すべての子どもが健やかに育つための母子保健の充実や、社会の複雑化に伴う精神保健に関
するニーズの高まりへの対応などが求められています。

このため、「東温市健康増進計画」及び「東温市食育推進計画」に基づき、きめ細かな保健サービ
スの提供に努める必要があります。

医療については、県下に類をみない恵まれた環境にありますが、幅広いサービスが求められるため、
市内外の関係機関との連携・協力体制の一層の強化を図る必要があります。

今後発生が危惧される新感染症についても、「東温市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、
危機管理に努める必要があります。

生涯健康づくりの推進政策１

政策目標１　みんなが元気になる健康福祉のまち
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心疾患
脳血管疾患
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不慮の事故
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341 329 342
373

355 350
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434

主要死因別死亡者数の推移
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後期基本計画では、本市の望ましい将来像の実現度を測る指標として、新たに政策と施策ごとに、
目標値を設定しています。
この目標値は、行政だけでなく、市民や事業者、地域の活動団体などが目標を共有するための指標
として活用していくことが期待されます。
基準値は前期基本計画策定時の値、現状値は後期基本計画策定時の値、目標値は今回新たに設定す
る後期基本計画終了時に目標とする値です。
原則として、基準値は平成 26年度、現状値は令和元年度、目標値は令和 7年度の数値を記載して
いますが、それ以外の年度を基準年度とする場合は、括弧書きでその年度を記載しています。
後期基本計画策定時の目標値の設定にあたって、各政策や施策の成果・達成度が市民等にとって、
より分かりやすくなるよう、前期基本計画に掲げた指標の見直しを行っているため、後期基本計画で
は、掲載されていない項目もあります。

＜参考例＞

指標 基準値（平成 26年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

自分が健康だと�
思う人の割合

20～ 64歳　87.1％
65 歳以上　60.0％
（平成 23年度）

20～ 64歳　84.0％
65 歳以上　73.7％
（平成 29年度）

20～ 64歳　85.0％
65 歳以上　75.0％

政策の目標値政策の目標値

36 3736 37

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

施策別の取組

施策１ 地域保健・地域医療体制の充実

① 　本市の健康づくりの拠点となる東温市総合保健福祉センターを適切に運営するとともに、既存施
設である川内健康センターは保健・福祉関連事業を実施するために活用します。

② 　「東温市健康増進計画　健康とうおん～いきいきプラン～（第２次）」及び「第３次東温市食育推
進計画」に基づく施策を総合的、計画的に推進します。

③ 　保健所・愛媛大学医学部・東温市医師会・東温市歯科医師会他の関係機関が参加する健康づくり
推進協議会・母子保健推進部会・老成人保健推進部会で地域の健康課題を検討し、保健事業を展開
していきます。

④ 　市民の健康づくりの意識向上を図るために、広報・啓発活動の推進や教室・講座・イベントを東
温市医師会・東温市歯科医師会・愛媛大学・保健所等と連携して企画・開催します。また、健康づ
くりに関する自主組織などの活動を支援し、地域ぐるみの自主的な活動を推進します。

⑤ 　医療ニーズの高度化、多様化に対応するため、病診連携（病院と診療所の連携）を推進します。また、
救急・休日・夜間の医療ニーズに対応するため、中予管内での広域連携を強化するとともに、東温
市医師会と協力して救急医療体制の安定を図り、市民に対して医療の適正利用について啓発します。

施策 2 母子保健の推進

① 　令和２年に設置された子育て世代包括支援センターを中心として、乳幼児が心身ともに健やかに
成長し、保護者が安心して子育てできるよう切れ目ない子育て支援を行うとともに、安心・安全に
妊娠・出産ができる環境づくりを推進します。

② 　育てにくさを感じている親子に対応し、関係各部門との連携を図り、総合的な相談・支援体制の
充実を図ります。

施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

健康づくり推進協議会の開催回数 ６回 ５回 ６回

施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

後期高齢者健康診査受診率 17.1％ 19.5% 20.0%

施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ゲートキーパー養成講座実施回数 １回 ３回 ４回

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

● 救急医療対策事業

● 健康教育等事業　● 各種健康診査事業

● 各種予防接種事業 

● 精神保健福祉事業　● ゲートキーパー養成講座（人材養成事業）　
● こころの健康相談（対面相談事業）　● こころの健康講座（普及啓発事業）

● 母子各種健康診査事業

施策の目標値 

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

幼児健康診査の受診率 1.6 歳児　93.5％
3 歳児　88.4％

1.6 歳児　96.2％
3 歳児　95.8％

1.6 歳児　100.0％
3 歳児　100.0％

施策３  成人保健の推進

① 　関連部門、関係機関・団体相互の連携強化及び役割分担のもと、市民自らが積極的に健康づく
りに取り組むことができるよう社会全体で支えあう環境づくりに努めます。

② 　「東温市健康増進計画　健康とうおん～いきいきプラン～（第２次）」に基づき、保健・医療・
福祉の連携を強化するとともに、生活習慣病の発症予防や重症化予防のため、健康相談や家庭訪
問を実施し、健康づくりのための正しい知識の普及啓発を推進します。特に、高齢者については、
保健事業と介護予防を一体的に実施し、心身の多様な課題に対するきめ細やかな支援に努めます。

施策 4 精神保健の推進

① 　精神保健福祉についての正しい知識の普及に努めるとともに、関連部門が連携して受診や社会
復帰、自立のための支援に努めます。 
　また、自殺対策として、相談、人材育成、普及啓発等に取り組みます。

施策５ 難病・感染症対策の推進

① 　保健所や市内の医療機関との連携のもと、結核や、肝炎・エイズなどの感染症や新感染症・難
病等に関する正しい知識の普及に努めます。

② 　平成 21 年４月に発生した新型インフルエンザや、今後発生が危惧される強毒性新型インフル
エンザ等の対策について、平成 27 年 3 月に作成した「東温市新型インフルエンザ等対策行動計画」
に基づき、日頃から市民に対して感染症の予防や発生時の対応の周知に努めます。

③ 　令和元年 12 月に発生した新型コロナウイルス感染症の対策について、国や県の方針に沿って、
感染症の予防や発生時の対応の周知に努めます。

④ 　国、県の方針に沿って、新たな予防接種の実施にむけて、接種体制を構築し、迅速な対応に努
めます。

関連する個別計画

■�東温市障がい者基本計画（令和３年３月）
■�第６期東温市障がい者福祉計画・第２期東温市障がい児福祉計画（令和３年３月）
■�第 7期東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成 30年３月）
■�第２期東温市子ども・子育て支援事業計画（令和２年３月）
■�東温市地域福祉計画（平成 30年３月）
■�東温市再犯防止推進計画（令和 3年３月）

4　 5
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SDGs について

国連は、2015 年に、2030 年を期限とする国際社会全体の持続可能な開発目標（SDGs）を定め、
我が国でも、関係行政機関相互の緊密な連携のもと、SDGs 達成に向けて総合的な取組を推進してい
ます。SDGs には、以下の 17の大きな目標と、それらを達成するための 169 のターゲットで構成さ
れています。

【目標 1】
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

【目標 2】
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

【目標 3】
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

【目標 4】
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を
促進する

【目標 5】
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

【目標 6】
すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

【目標 7】
手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

❸ SDGs との関係
国の持続可能な開発目標（SDGs）推進本部が決定した「SDGs 実施指針」（平成 28年 12月 22 日）
では、我が国での SDGs 推進において、地方自治体には、体制づくりとして、部局を横断する推進組
織の設置、執行体制の整備を推進すること、各種計画への反映として、様々な計画に SDGs の要素を
反映すること、進捗を管理するガバナンス（経営管理）手法を確立すること、情報発信と成果の共有
として、SDGs の取組を的確に測定すること、さらに、国内外を問わないステークホルダー（利害関
係者）との連携を推進すること、ローカル指標（地域別指標）の設定等を行うことが期待されています。
これを踏まえ、後期基本計画では、SDGs を踏まえた計画策定を行っています。

Toon City 
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【目標 8】
すべての人々のための包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用お
よび働きがいのある人間らしい仕事を推進する

【目標 9】
強靭なインフラを整備し、持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新
の拡大を図る

【目標 10】
国内および国家間の不平等を是正する

【目標 11】
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

【目標 12】
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

【目標 13】
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

【目標 14】
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

【目標 15】
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、なら
びに生物多様性損失の阻止を図る

【目標 16】
公正、平和かつ包摂的な社会を推進する

【目標 17】
持続可能な開発に向けてグローバル・パートナーシップを活性化する
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第第22章章 重点施策

１	 重点施策の位置付け

現在、日本全体が人口減少社会に突入し、本市においても同様に、少子高齢化・人口減少の影響が
懸念されています。
こうした全国的な人口減少と、それに伴う地方の衰退に歯止めをかけるため、国においては、人口
減少対策と地方創生を推進するための基本方針を決定し、平成 26年 11 月に「まち・ひと・しごと
創生法」が制定されました。
本市においても、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら、平成 27年 10月に「第
1期東温市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、令和 2年 3月に「第 2期東温市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を策定し、今後の人口減少に耐え得る持続可能な地域社会の構築に取り組んでいます。
総合戦略に掲げる各施策については、後期基本計画の重点施策に位置付け、より積極的に推進します。

２	 重点施策・主要施策

基本目標１
誰もが安心して働ける、 
多様で魅力的なしごとの場をつくる

１　働く場所をつくる
２　市内企業を応援する
３　新たな価値をつくる

基本目標 2
住みよさを全国に広くアピールし、 
新しい人の流れをつくる

１　移住・定住を応援する
２　地域資源で人を呼ぶ

基本目標 3
出会い、子どもを産み、育てていく
希望がかなうまちをつくる

１　出会いを応援する
２　妊娠・出産を応援する
３　子育てを応援する

基本目標 4
安心して生涯暮らせる、 
夢の持てる地域社会をつくる

１　時代に合った地域をつくる
２　地域同士で支えあう

Toon City 
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基本目標１　
誰もが安心して働ける、多様で魅力的なしごとの場をつくる
本市の恵まれた立地・交通条件を生かし、企業が進出しやすい環境を整えます。また、多様で付加
価値の高い、働き手にとって夢の持てる産業を育成することにより、社会経済情勢の変化に対応する、
足腰の強い産業構造の構築と就業機会の拡大を目指します。

１　働く場所をつくる

1-1　企業立地・留置の推進

�● 工業団地の造成

�● スマートインターチェンジの整備

�● 企業誘致（立地）の推進

1-2　起業への支援 �● 起業やキャリアアップの支援

1-3　農林業の振興
�● 人・農地プランの実質化と次世代農業への支援

�● 森林の適正管理と林業の新たな担い手の育成

２　市内企業を応援する

2-1　中小零細企業の支援

�● �中小零細企業の現状把握を基にした行動指針の
策定と周知啓発

�● 中小零細企業の販路拡大支援

�● 市内事業所による交流イベントの開催

2-2　大学と市内企業との連携 �● ものづくり・ヘルスケア産業の創生

３　新たな価値をつくる

3-1　「SAKURA select」の発展

�● �東温らしさをコンセプトとした「SAKURA�
select」の商品開発

�● �東温市さくらの湯観光物産センターを核とした
東温市観光物産協会の機能強化

3-2　多様な働き方の追求と生産性の向上 �● ワーク・ライフ・バランス、働き方の見直し支援

施策の目標値

指標 実績値（平成 30 年度） 目標値（令和６年度）

市内のしごとの場の創出数 189 人 300 人

※企業立地による雇用数、起業者数、新規就農者数、Uターン就農者数等のこと。
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基本目標２　
住みよさを全国に広くアピールし、	
新しい人の流れをつくる
地域資源を磨き上げ、PRすることによって、市のイメージアップを図るとともに、移住・交流を
促進する施策に官民一体となって取り組むことで、交流人口や定住人口の増加を目指します。

１　移住・定住を応援する

1-1　移住・定住の促進

�● �移住定住支援や関係人口創出に向けた総合
窓口の設置

�●「お試し移住」の推進

1-2　優良な住環境・起業環境の提供

�● 定住・起業に向けた住宅等の取得支援

�● �ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の普及
促進

1-3　地域情報の発信 �● シティプロモーションの推進

1-4　 AI・IoT を活用した行政サービスの向上・
効率化

�● AI・IoT�の研究と計画的な導入

２　地域資源で人を呼ぶ

2-1　 東温アートヴィレッジセンターを核とす
る文化・観光振興

�● アートヴィレッジとうおん構想の推進

2-2　観光資源の魅力強化

�● �とうおんツーリズムによる「まちづくり型
観光」の推進

�● 自然観光資源の多面的活用

施策の目標値

指標 実績値 
（平成 26 年～平成 30 年累計）

目標値 
（平成 31 年～令和 5 年累計）

社会動態（転入 - 転出） 353 人 350 人

※�社会動態とは、一定期間における転入・転出に伴う人の動きのこと。実績値と目標値は、転入者数から転出者数を減
じた数値。

Toon City 
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基本目標３　
出会い、子どもを産み、育てていく
希望がかなうまちをつくる
既に実施している子育て支援策を安定的に継続するとともに、子育て世代への包括的な支援や、地
域で子どもを育てる環境づくりによって、安心して子どもを産み育てることができる地域社会の実現
を目指します。

１　出会いを応援する

1-1　婚活への支援 �● 縁結びサポーターの育成

２　妊娠・出産を応援する

2-1　妊娠・出産への支援 �● 産後ケアの充実

３　子育てを応援する

3-1　子育て世代への包括支援 �● 子育て世代包括支援センターの運営

3-2　子育てしやすい環境づくり

�● 園児・児童預かりサービス、児童館の内容充実

�● 子ども用品のリサイクル促進

�● 保育人材の確保

3-3　地域で子どもを育てる環境づくり �● 多様な人材と触れあえる教育機会の充実

施策の目標値

指標 実績値（平成 30 年度） 目標値（令和６年度）

出生者数 211 人／年 250 人／年
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基本目標４　
安心して生涯暮らせる、夢の持てる地域社会をつくる
市民・事業者の力を市政に生かすとともに、他市町と連携して広域的な視点で社会、経済構造の転
換を図ることにより、誰もが夢と生きがいを持って、いきいきと生涯暮らせる生産性の高いまちの実
現を目指します。

１　時代に合った地域をつくる

1-1　 市民・事業者と連携した 
まちづくりの強化

�● タウンミーティングの開催

�● 市民提案事業への助成

�● 多世代交流の推進

�● マイナンバーカードを活用した市民参画の推進

1-2　地域の維持・活性化

�● 地域人材・外部人材活用による地域活性化

�● 中山間地域における住民主体の取組支援

�● 横河原商店街活性化の支援

1-3　次世代を担う人材の育成
�● 環境、防災教育の充実

�● 地方創生推進人材の育成

1-4　防災・減災対策の強化

�● 防災情報伝達手段の強化

�● 市内土木事業者等との連携強化

�● 災害対策本部機能の強化

1-5　都市政策と農村政策の連携性の強化
�● �都市計画マスタープランと農業振興地域整備計画の
一体的な見直し

1-6　地域包括ケアシステムの推進 �● 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定

２　地域同士で支えあう

2-1　広域連携による地域の活性化 �● 松山圏域連携中枢都市圏の推進

施策の目標値

指標 実績値（平成 30 年度） 目標値（令和６年度）

市民と行政が一体となってまちづくりを
進めるべきだと思う市民の割合 70.0％ 75.0％

Toon City 
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第第33章章 施策別の展開

現状と課題

国では社会保障制度の安定を目指して、医療制度改革や健康寿命の延伸を目的とした健やかな生活
習慣形成や疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイル（加齢に伴う虚弱化）対策・認知症予防を軸
とした政策を展開しています。
本市では、各種健康診査、がん検診の受診しやすい体制の整備や健診結果に基づいた専門職による
保健指導、各種健康講座の開催、東温市オリジナル体操「TOONサーキットトレーニング」の普及・
啓発活動、健康づくりに関する自主組織活動への支援等を行っています。
しかし、生活習慣病による死亡者数が死亡者総数の半数を超える状況で、発症予防に重点をおいた
保健事業の充実とともに重症化予防に関する対策の重要性が高まっています。そのため、医療機関等
と連携した取組を進める必要があります。
また、すべての子どもが健やかに育つための母子保健の充実や、社会の複雑化に伴う精神保健に関
するニーズの高まりへの対応などが求められています。
このため、「東温市健康増進計画」及び「東温市食育推進計画」に基づき、きめ細かな保健サービ
スの提供に努める必要があります。
医療については、県下に類をみない恵まれた環境にありますが、幅広いサービスが求められるため、
市内外の関係機関との連携・協力体制の一層の強化を図る必要があります。
今後発生が危惧される新感染症についても、「東温市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、
危機管理に努める必要があります。

生涯健康づくりの推進政策１

政策目標１　みんなが元気になる健康福祉のまち
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死亡者総数（人）死因別死亡者数（人）

悪性新生物（がん）
心疾患
脳血管疾患
肺炎
老衰
不慮の事故
腎不全
糖尿病
自殺
その他
死亡者総数

341 329 342
373

355 350
397 378

434

主要死因別死亡者数の推移

Toon City 
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取組の方向性

市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、生涯健やかに暮らすことのできるまち
を目指します。

令和２年に開設した東温市総合保健福祉センターを拠点として、健康寿命の延伸と健康格差の縮小
を最上位目標に掲げた健康増進計画を推進します。その際、ビッグデータやKDBシステムを活用し
て健康課題を明確化し、生活習慣病の発症予防と重症化予防に取り組みます。ICT（情報通信技術）
やナッジ理論（人々の行動をそっと後押しする仕掛け）を活用した健康無関心層も含めた受診勧奨、
受診しやすい環境整備、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の活用を通じたライフステージごと
の健康づくり等を総合的に支援する体制整備に努めます。
また、多様な医療ニーズや各種医療制度改革、さらには大規模災害時や新感染症発生時等の医療救
護体制の確保など地域医療体制づくりが求められており、救急医療体制の安定確保や、災害時等医療
救護活動体制の整備を推進します。

政策の目標値政策の目標値

①�地域保健・地域医療体制の充実

②�母子保健の推進

③�成人保健の推進

④�精神保健の推進

⑤�難病・感染症対策の推進

SDGs の目標との対応

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

自分が健康だと�
思う人の割合

20～ 64歳　87.1％
65 歳以上　60.0％
（平成 23年度）

20～ 64歳　84.0％
65 歳以上　73.7％
（平成 29年度）

20～ 64歳　85.0％
65 歳以上　75.0％

SDGs の目標３では、「３－１妊産婦の死亡率を削減する」、「３－２新生児・
５歳未満児の予防可能な死亡を根絶する」、「３－３重篤な伝染病を根絶し、その
他の感染症に対処する」、「３－８UHC�を達成する（すべての人が保健医療サー
ビスを受けられるようにする）」、「３－ｂワクチンと医薬品の研究開発を支援し、
安価な必須医療品及びワクチンへのアクセスを提供する」、「３－ｄ健康危険因子
の早期警告、緩和・管理能力を強化する」をターゲットとして設定しています。
本市は、これを踏まえ、母子の健康、感染症対策、予防に注目した取組を進めます。

施策体系



3434

施策別の取組

施策１ 地域保健・地域医療体制の充実

①�　本市の健康づくりの拠点となる東温市総合保健福祉センターを適切に運営するとともに、既存
施設である川内健康センターは保健・福祉関連事業を実施するために活用します。

②�　「東温市健康増進計画　健康とうおん～いきいきプラン～（第２次）」及び「第３次東温市食育
推進計画」に基づく施策を総合的、計画的に推進します。

③�　保健所・愛媛大学医学部・東温市医師会・東温市歯科医師会他の関係機関が参加する健康づく
り推進協議会・母子保健推進部会・老成人保健推進部会で地域の健康課題を検討し、保健事業を
展開していきます。

④�　市民の健康づくりの意識向上を図るために、広報・啓発活動の推進や教室・講座・イベントを
東温市医師会・東温市歯科医師会・愛媛大学・保健所等と連携して企画・開催します。また、健
康づくりに関する自主組織などの活動を支援し、地域ぐるみの自主的な活動を推進します。

⑤�　医療ニーズの高度化、多様化に対応するため、病診連携（病院と診療所の連携）を推進します。
また、救急・休日・夜間の医療ニーズに対応するため、中予管内での広域連携を強化するとともに、
東温市医師会と協力して救急医療体制の安定を図り、市民に対して医療の適正利用について啓発
します。

施策 2 母子保健の推進

①�　令和２年に設置された子育て世代包括支援センターを中心として、乳幼児が心身ともに健やか
に成長し、保護者が安心して子育てできるよう切れ目ない子育て支援を行うとともに、安心・安
全に妊娠・出産ができる環境づくりを推進します。

②�　育てにくさを感じている親子に対応し、関係各部門との連携を図り、総合的な相談・支援体制
の充実を図ります。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

健康づくり推進協議会の開催回数 ６回 ５回 ６回

具体的な事業

具体的な事業

●�救急医療対策事業

●�母子各種健康診査事業

施策の目標値施策の目標値�

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

幼児健康診査の受診率 1歳 6ヶ月児　93.5％
3歳児　88.4％

1歳 6ヶ月児　96.2％
3歳児　95.8％

1歳 6ヶ月児　100.0％
3歳児　100.0％

Toon City 
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

後期高齢者健康診査受診率 17.1％ 19.5% 20.0%

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ゲートキーパー養成講座実施回数 １回 ３回 ４回

具体的な事業

具体的な事業

●�健康教育等事業　●�各種健康診査事業

●�精神保健福祉事業　●�ゲートキーパー養成講座（人材養成事業）　
●�こころの健康相談（対面相談事業）　●�こころの健康講座（普及啓発事業）

施策３  成人保健の推進

①�　関連部門、関係機関・団体相互の連携強化及び役割分担のもと、市民自らが積極的に健康づく
りに取り組むことができるよう、社会全体で支えあう環境づくりに努めます。

②�　「東温市健康増進計画　健康とうおん～いきいきプラン～（第２次）」に基づき、保健・医療・
福祉の連携を強化するとともに、生活習慣病の発症予防や重症化予防のため、健康相談や家庭訪
問を実施し、健康づくりのための正しい知識の普及啓発を推進します。特に、高齢者については、
保健事業と介護予防を一体的に実施し、心身の多様な課題に対するきめ細やかな支援に努めます。

施策 4 精神保健の推進

①�　精神保健福祉についての正しい知識の普及に努めるとともに、関連部門が連携して受診や社会
復帰、自立のための支援に努めます。また、自殺対策として、相談、人材育成、普及啓発等に取
り組みます。
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■�東温市地域福祉計画（平成 30年３月）
■�東温市健康増進計画「健康とうおん～いきいきプラン～（第２次）」（平成 26年３月）
■�第３次東温市食育推進計画（平成 31年３月）
■�東温市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 27年３月）
■�東温市自殺対策計画（平成 31年３月）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

麻しん及び風しんの予防接種の�
接種率（第１期・第２期）

第１期�98.4%
第２期�96.1%

第１期�87.0%
第２期�97.5%

第１期 100.0%
第２期 100.0%

関連する個別計画

具体的な事業 ●�各種予防接種事業�

施策５ 難病・感染症対策の推進

①�　保健所や市内の医療機関との連携のもと、結核や、肝炎・エイズなどの感染症や新感染症・難
病等に関する正しい知識の普及に努めます。

②�　平成 21年４月に発生した新型インフルエンザや、今後発生が危惧される強毒性新型インフル
エンザ等の対策について、平成27年 3月に作成した「東温市新型インフルエンザ等対策行動計画」
に基づき、日頃から市民に対して感染症の予防や発生時の対応の周知に努めます。

③�　令和元年 12月に発生した新型コロナウイルス感染症の対策について、国や県の方針に沿って、
感染症の予防や発生時の対応の周知に努めます。

④�　国、県の方針に沿って、新たな予防接種の実施に向けて、接種体制を構築し、迅速な対応に努
めます。

Toon City 
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健康診査
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（人）

社会福祉協議会会員数の推移

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

8,901
8,8488,814

8,9188,880
8,939

9,005

9,137

9,029

9,300

社会福祉協議会会員数の推移

地域福祉体制づくりの推進政策２

現状と課題

近年の地域福祉を取り巻く環境では、少子高齢化の加速により地域や家庭での支えあい機能が低下
することや、犯罪や非行をした者等をはじめとする様々な事情により地域社会で孤立している人々が
支援を受けられないことなどの問題が生じており、地域の絆やコミュニティの重要性が見直されてい
ます。そのような中で、複雑・多様化する福祉ニーズに対応し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮
らせる社会づくりを進めるためには、住民一人ひとりが福祉活動の担い手として各種の活動に自主的
に参画する地域福祉の推進が不可欠です。
本市では、これまで、社会福祉協議会が、市から受託した高齢者・障がい者・子どもなどに対する
各種福祉サービスを行っているほか、ボランティア活動を促進しながら、地域に密着した様々な活動
を展開しており、地域福祉活動の中核的な役割を担ってきました。
また、本市には、地域福祉の担い手である民生児童委員が設置されており、地域の相談窓口として
機能しているほか、社会福祉事業の普及に努めています。
しかし、今後、少子高齢化の急速な進行に伴う地域社会の希薄化により、支援・援助を必要とする
高齢者や障がい者のほか、生きづらさを抱えて地域で孤立する人が増加するなど、地域における福祉
ニーズはますます増大・多様化することが予想されます。
そのため、お互いに支えあう地域社会の実現を目標に、新たな地域福祉の担い手の確保に向けて、
幅広い年代の人々の福祉活動への参画を促進し、市民総参画の地域福祉体制を推進していく必要があ
ります。

Toon City 
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取組の方向性

誰もが住み慣れた地域で、ともに支えあいながら、生き生きと暮らせるまちを目
指します。

少子高齢化などの社会環境の変化が進み、核家族や独居高齢世帯が多くなっていくことが懸念され
る中、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域で支えあう体制を構築していくことが重要で
す。
今後とも、社会福祉協議会、民生児童委員、各種関係団体との連携、協力のもと、多種・多様化、
また複雑化する市民のニーズに応じた適切な福祉サービスの提供が図られるよう一層の体制づくりを
進めます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

社会福祉協議会会員数 8,939 人 8,901 人 9,000 人

①�地域福祉活動推進体制の整備

②�社会福祉協議会、関係団体等の活動支援
施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標３では、「３－８UHC�を達成する（すべての人が保健医療サービ
スを受けられるようにする）」をターゲットとして設定しています。本市は、こ
れを踏まえ、すべての人が保健医療サービスを受けられるような体制づくりに注
目した取組を進めます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ボランティア（福祉）登録者数 1,050 人 1,077 人 1,200 人

施策２ 社会福祉協議会、関係団体等の活動支援

①�　社会福祉協議会をはじめ、民生児童委員、各種関係団体の活動支援に努め、地域に密着した各
種福祉活動の活発化を促進します。広報・啓発活動や福祉教育の推進、福祉イベントの開催、高
齢者や障がい者などを含む地域住民相互の交流事業の展開などを図り、市民の福祉意識の高揚に
努めます。
②�　地域福祉の担い手として活動する福祉ボランティアやＮＰＯ法人の育成、身近な地域を単位と
した福祉ネットワークの形成を促進します。
③�　保護司や人権擁護機関など関係機関との連携のもと、犯罪や非行をした者が地域社会で孤立し
ないような「息の長い」再犯防止、更生保護の支援に努めます。

具体的な事業 ●�社会福祉協議会支援事業　●�社会を明るくする運動等事業

関連する個別計画

■�東温市障がい者基本計画（令和３年３月）
■�第６期東温市障がい者福祉計画・第２期東温市障がい児福祉計画（令和３年３月）
■�第８期東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和 3年３月）
■�第２期東温市子ども・子育て支援事業計画（令和２年３月）
■�東温市地域福祉計画（平成 30年３月）
■�東温市再犯防止推進計画（令和 3年３月）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

民生児童委員充足率（年度末時点） 100.0％ 98.5％ 100.0%

施策別の取組

施策１ 地域福祉活動推進体制の整備

①�　高齢者、障がい者、子どもなど、同じ地域で生活する住民がお互いを支えあう共助による地域
福祉を実現するため、地域の福祉ニーズを的確に把握・共有し、効果的な活動が行えるよう、庁
内関連部門と関係機関・団体相互の連携や協力体制を強化し、各種サービスや活動についての周
知に努め、総合的な情報提供・相談体制の整備を図ります。

具体的な事業 ●�民生児童委員協議会支援事業

Toon City 
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社会福祉大会

仲間づくり事業（社会福祉協議会）

社会を明るくする運動「東温市大会」
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現状と課題

我が国では、団塊の世代がすべて後期高齢者（75歳以上）となる令和７年に向けてますます高齢
化が進み、本格的な超高齢社会を迎えることとなります。また、認知症高齢者も、令和７年には約
700 万人前後になり、高齢者に対する割合は現状の約７人に１人から約５人に１人に上昇する見込み
です。
本市の高齢化率（令和 2年４月１日現在住民基本台帳）は 30.7%で、約 3人に１人が高齢者となっ
ています。今後も、高齢化は更に進行し、これに伴い寝たきりや認知症などにより介護・支援を必要
とする高齢者の増加、要介護度の重度化・介護の長期化、独居高齢者の増加、核家族化等による家族
介護力の低下などが一層進むことが予想され、高齢者施策の充実は極めて大きな課題となっています。
本市においては、介護保険制度の持続可能性を高め、地域包括ケアシステムの拡充・強化を図るため、

「第８期東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を令和 2年度に策定しました。
今後も、この計画に基づく施策や事業を総合的・計画的に推進し、すべての高齢者の尊厳が守られ、
住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう、医療や介護、生活支援、住まいを包括的に提供できる
地域包括ケアシステムの構築を更に推進していく必要があります。

181  187  243  246  235  223  247  271  272  228  

306  362  359  393  394  385  390  362  346  354  

314  304  310  356  376  388  409  421  443  425  
312  320  328  

333  360  329  328  359  367  385  229  230  240  
284  288  279  254  257  275  283  

218  221  
255  

262  218  229  224  224  260  257  
244  239  

246  
259  286 

2,157

 272  257  248  222  218  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H22年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度  H27年度 H28年度  H29年度  H30年度  R1年度 

（人）

■ 要支援1 ■ 要支援2 ■ 要介護1 ■ 要介護2 ■ 要介護3 ■ 要介護4 ■ 要介護5

1,863
1,981

2,133 2,105 2,109 2,142 2,185 2,150

1,804

介護度別要介護者の推移

高齢者施策の充実政策３

Toon City 
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取組の方向性

地域全体で支えあい、生きがいを持って元気に暮らせるまちを目指します。

団塊の世代がすべて後期高齢者となる令和７年に向けて、医療費や介護の需要がさらに増加するこ
とが予想されるため、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること
ができるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進します。
また、介護予防・日常生活支援総合事業や介護給付費適正化事業等の推進により、地域の実情に応
じた持続可能な介護保険事業運営に努めるとともに、高齢者の心身の多様な課題に対応したきめ細や
かな支援を行うために、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に取り組むことで、高齢者が安心して、
生き生きと暮らせるまちづくりに取り組みます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

自立高齢者の割合 76.5％ 79.5％ 82.5％

①�介護予防と地域支援事業の推進

②�福祉サービスの提供と生きがいづくり

③�充実した介護サービスと適正な運用

④�地域で支えあう安心なまち

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標２では、「２－ 2栄養不良を解消し、高齢者の栄養ニーズへの対
処を行う」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、配食サー
ビスの活用による栄養摂取へ注目した取組を進めます。

目標 10では、「10－ 2すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治へのか
かわりを促進する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
高齢者の持つ豊かな経験や知識、技能を生かし、生きがいを持って暮らせる施策
に注目した取組を進めます。

脳トレ大学 老人クラブ運動会
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

地域介護予防活動の育成支援を行
う住民主体の自主運動グループ数 ― 16団体 20団体

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

シルバー人材センター会員数 225 人 182 人 200 人

施策２ 福祉サービスの提供と生きがいづくり

①�　住み慣れた自宅や地域において快適で豊かな暮らしを続けられるよう、日常生活の充実を図り、
個々の能力に応じた生活が送れる福祉サービスの提供に努めます。
②�　高齢者の持つ豊かな経験や知識、技能を生かし、働くことや学ぶことを継続しながら、生きが
いを持って暮らすことができる施策を推進します。

具体的な事業
●�はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業
●�シルバー人材センター運営補助事業　●�長寿祝金支給事業
●�緊急通報体制整備事業

施策 1 介護予防と地域支援事業の推進

①��　介護保険事業を安定して継続させるためには、すべての高齢者が介護予防を日常生活に取り入
れ、継続して行うことができるように、内容の充実や体制整備を図ります。
②��　介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業について、地域のニーズなどを
踏まえた上で推進するとともに、高齢者の多様な課題に対応したきめ細やかな支援を行うために、
後期高齢者医療の保健事業と一体的な取組を推進します。

施策別の取組

具体的な事業 ●�介護予防・日常生活支援総合事業　●�任意事業�� ●�包括的支援事業
●�地域介護予防活動支援拠点等の整備

Toon City 
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

介護事業所への実地指導件数 10件 18件 20 件

施策４ 地域で支えあう安心なまち

①�　地域における見守りや生活支援などを通じて、孤立化のおそれのある高齢者世帯を支える体制
を構築していくとともに、災害時などにおいて要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児等）への支
援を推進します。
②�　虐待や振り込め詐欺などを防止するため、地域包括支援センターと連携し、地域住民への普及・
啓発などに努めます。
③�　認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、
生活支援が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化に努めます。そのために
は、認知症の早期対応及び認知症の病期に応じた支援体制の整備、ボランティアポイント制度な
どの社会活動を通じた介護予防の取組、介護予防のための地域ケア会議の充実などを推進します。
④�　認知症ケアパス（認知症の進行にあわせて受けられるサービスのガイドブック）の活用をはじ
め、認知症サポーター養成講座の開催など、認知症に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。
⑤�　積極的に活躍するアクティブシニアを広く発掘・発信し、生きがいを持って活躍できる環境づ
くりを進めます。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

総合相談支援件数 2,786 件 3,306 件 3,500 件

具体的な事業 ●�地域包括支援センター活動支援事業　●�認知症地域支援・ケア向上事業

関連する個別計画

■�東温市地域福祉計画（平成 30年３月）
■�第８期東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和３年３月）

施策３ 充実した介護サービスと適正な運用

①�　介護を必要とする高齢者が安心して住み慣れた地域で生活を送るためには、必要なサービスを
必要なときに利用できる環境整備が重要です。そのため、介護保険サービス事業所と連携を図り
ながら、地域の実情に応じた適切な介護保険サービスの提供に努めます。

具体的な事業 ●�介護認定審査会及び介護認定調査等事業�　●�介護給付適正化事業
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現状と課題

近年、障がい者を取り巻く状況は大きく変化し、障がい者の増加、高齢化をはじめ、障がいの重度化・
重複化や介護者の高齢化が進んでおり、障がい者施策の一層の充実が求められています。
本市では、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し、自立して社会に参加し、
支えあう共生社会の実現を目指して、各種障がい者施策を推進しています。
令和２年４月 1日現在、本市の身体障害者手帳所持者は 1,544 人、療育手帳所持者は 394 人、精
神障害者保健福祉手帳所持者は 259 人となっており、障がい者数は増加傾向にあります。
関係機関と連携しながら、手帳の交付をはじめ、各種手当の支給や医療費の助成などの経済的支援、
介護給付、就労支援、相談支援、日常生活用具や補装具の給付など、各種障害福祉サービスの提供を
実施しているほか、独自の事業として、タクシー利用に対する助成も行っています。
また、県立の特別支援学校、民間法人などによる障がい者支援施設等が設置されており、これらと
連携しながら障がい者施策の推進に努めています。
今後は、「障害者総合支援法」による制度改革を踏まえ、「東温市障がい者基本計画」に基づいた施
策を総合的、計画的に推進し、障がい者が地域で安心して暮らせる自立と共生の社会の実現を目指す
必要があります。

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 R2年 

1,642 1,677 1,699 1,690 1,671 1,652 1,595 1,590 1,565 1,544 

271 302 315 321 337 342 358 376 387 394 

128 134 144 164 176 195 199 225 210 259 
2,041 2,113 2,158 2,175 2,184 2,189 2,152 2,191 2,162 2,197 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人） 

各種手帳所持者数の推移（各年 4 月 1 日現在）

障がい者施策の充実政策４

Toon City 
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取組の方向性

障がいのある人が地域で安心して自立した生活ができるまちを目指します。

これまで、「自立と共生のまちづくりをめざして」を基本理念として、障がいの有無によって分け
隔てられることなく、安心して自立した生活ができるまちづくりを目指してきました。
今後もこの理念のもと、障がい者基本計画等に基づき、数値目標を踏まえたサービス等の提供体制
を確保し、各種事業の推進を図ります。
また、子育て支援施策との連携を図り、障がい児支援の体制整備を推進します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

地域で生活している�
障がい者の割合 97.4％ 97.2％ 98.0％

※（1- 入所者数／手帳所持者数）×100

①�障がいへの理解促進

②�地域における生活支援

③�健康づくりへの支援

④�自立と社会参加の促進

⑤�療育・保育・教育の充実

⑥�誰もが暮らしやすいまちづくりの推進

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標４では、「４－５教育におけるジェンダー格差をなくし、脆弱層
が教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする」をターゲットとして設定
しています。本市は、これを踏まえ、障がいのある人の教育、就労支援に注目し
た取組を進めます。

目標 10では、「10－ 2すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治へのか
かわりを促進する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
障がいのある人とない人が交流する機会の創出や、交流事業の積極的な支援に注
目した取組を進めます。

目標 11では、障がい者等のニーズに特に配慮し、「11－２交通の安全性改善
により、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する」をターゲットとして
設定しています。本市は、これを踏まえ、バリアフリーに注目した取組を進めます。
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施策別の取組

施策１  障がいへの理解促進

①�　障がいに対する正しい理解と認識を市民全体に広め、障がいがある人もない人もそれぞれの個
性と人格を尊重し認めあい、偏見や差別のないまちづくりを推進します。
②�　障がいのある人の自立と社会参加を、多様な施策を通して総合的に支援し、一人ひとりに適し
た教育の場と学習の機会が提供されるよう、学びの場の充実を図ります。

施策２  地域における生活支援

①�　障がいのある人が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、相談や情
報提供などによる日常生活支援を推進します。
②�　障がいの特性やニーズに応じた、多様できめ細やかな福祉サービス等の提供やサービスの質の
向上に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●�人権教育の推進　●�職員に対する研修の実施
●�権利擁護の推進（差別解消・虐待防止）

●地域生活支援事業（基幹相談支援センター運営事業）
●地域自立支援協議会における活動
●自立支援給付事業（障害福祉サービス給付事業）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

成年後見制度利用支援事業件数 ― １件 ３件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

地域生活支援拠点の整備数 ― 0箇所 １箇所

Toon City 
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施策３  健康づくりへの支援

①�　障がいのある人もない人も、その人らしく生き生きと過ごせるよう、ライフステージに応じた
保健・福祉・医療等の連携による支援体制の充実を図るとともに、障がいのある人やその家族へ
の経済的な支援を行います。

具体的な事業 ●自立支援医療給付事業　●重度心身障害者医療費助成事業

施策４ 自立と社会参加の促進

①�　障がいのある人の就労を促進するため、関連機関との連携を図り、総合的な就労支援体制づく
りを進めます。
②�　障がいのある人が主体性を持って、積極的にスポーツや文化芸術活動に参加できる機会の確保
や交流への支援を図ります。

具体的な事業
●�自立支援給付事業（障がい者就労継続サービス等）
●�障がい者雇用促進　●�障害者優先調達法の推進

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

就労移行支援サービス利用者数 7人 5人 8人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

重度心身障害者医療費�
助成受給者数 961 人 930 人 930 人
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関連する個別計画

■�東温市障がい者基本計画（令和３年３月）
■�第６期東温市障がい者福祉計画・第２期東温市障がい児福祉計画（令和３年３月）
■�東温市地域福祉計画（平成 30年 3月）

具体的な事業
●防災意識の啓発　●地域生活支援事業（手話奉仕員養成研修事業）
●要配慮者支援制度の推進

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

手話奉仕員養成研修修了者数�
（累計） ― 48人 90人

施策 6 誰もが暮らしやすいまちづくりの推進

①�　障がいがあっても地域で安心・安全に暮らすことができるよう、道路、建物、公共交通機関等
のバリアフリー（多様な人が社会に参加する上での障壁を取り除くこと）の推進や住民参加によ
る身近な地域での福祉活動の促進、緊急時における障がいのある人を支援する体制の強化等を図
ります。

施策５ 療育・保育・教育の充実

①　発達の遅れや障がいの早期発見・治療の推進を図り、早期療育につなげます。
②�　障がいのある子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるよう、保健・医療・
福祉・教育等関係機関の円滑な連携による、総合的な支援を推進します。

具体的な事業
●�育児相談教室　●�乳幼児健康診査
●�自立支援給付事業（障害児通所給付事業）　●�地域生活支援事業（タイムケア事業）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

医療的ケア児等に関する�
コーディネーター配置人数 ― 2人 4人

Toon City 



5151

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

入院しなくてはならなく

なったが、障がいのある子

どもが一人になるので心

配。 

ササーービビスス調調整整  判断能力が不十分で 
日常生活に困っている、 
金銭管理ができない

等・・・ 

権権利利擁擁護護・・虐虐待待防防止止  

仕事に就きたいが、どのような

手続きをしたらよいか分からな

い。 

就就労労支支援援  
病院から退院して地域で生活が

したいと思うけど、どんな支援

が受けられるの？ 

地地域域移移行行・・地地域域定定着着  

東東温温市市社社会会福福祉祉協協議議会会  内内  

障障ががいい者者のの総総合合的的なな相相談談ワワンンスストトッッププ窓窓口口  
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政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

保育所入所待機児童数 0人 0人 0人

取組の方向性

結婚や子育てに夢を持ち、地域全体で支援する、子育てをしたいと思えるまちを
目指します。

令和元年度に策定した「第２期東温市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、各種子育て支援施
策に取り組みます。
また、結婚・出産・子育てがしやすい環境を整備するとともに、ひとり親家庭の支援を推進し、少
子化対策に努めます。

子育て支援の充実政策５

現状と課題

　近年の都市化の進行と核家族化、女性の社会進出などを背景とした家族機能の変化などにより、家
庭や地域における子育て機能が低下し、子育てについての不安・悩みや親の孤立感を増大させていま
す。
本市では、平成 26年度に「東温市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、市民、地域、行政の
協働による子育て環境の整備に取り組んできました。
しかし、本市においても、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化しており、子どもや子育て
をめぐる環境の現実は厳しく、子育てに不安や孤立感を感じている家庭は少なくないというのが現実
です。また、共働き家庭やひとり親家庭・非正規雇用割合の増加などにより、仕事と子育ての両立が
困難な状況が発生するなど、様々な問題が生じています。
これらのことを踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備
していく必要があります。

①�子育て環境の充実

②�就学前教育・保育の充実

③�ひとり親家庭の自立支援の推進

④�婚活への支援

⑤�妊娠・出産への支援

施策体系

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標１では、「１－２�2030�年までに、各国定義によるあらゆる次元
の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、子どもの貧困対策、ひと
り親への支援に注目した取組を進めます。

目標３では、「３－１妊産婦の死亡率を削減する」をターゲットとして設定し
ています。本市は、これを踏まえ、妊娠・出産に注目した取組を進めます。

目標４では、「４－２乳幼児の発達・ケアと就学前教育にアクセスできるよう
にする」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、乳幼児の
保育・教育に注目した取組を進めます。

目標５では、「５－４無報酬の育児・介護・家事労働を認識・評価する」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、両親が働きやすい環境づ
くりに注目した取組を進めます。

目標 10では、「10－ 2すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治へのか
かわりを促進する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
ひとり親家庭に対する自立・就業支援や経済的支援の充実を図る支援に注目した
取組を進めます。

ファミリー・サポート・センターとうおん 
「ファミサポ広場」

婚活事業の様子
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施策２ 就学前教育・保育の充実

①�　幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等を支援しながら、「幼稚園教育要領」、「保
育所保育指針」等に基づいて、乳幼児期にふさわしい遊びや生活を充実させ、それぞれがその役
割を十分に果たしていくために必要となる環境整備に努めます。特に、小規模保育については、
0歳から 2歳児の保育需要を踏まえて、保育関連事業者の参入促進を図るなど、既存施設の認定
こども園への移行検討とあわせて、一体的な子どもの受入体制の充実を図ります。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ファミリー・サポート・センター
とうおん運営事業数 614 件／年 1,146 件／年 1,193 件／年�

（令和６年度）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市立幼稚園一時預かり保育での�
年間預かり保育延べ利用人数 ０人 15,124 人 17,654 人�

（令和６年度）

※目標値は「第 2期�東温市子ども・子育て支援事業計画」に掲げる令和 6年度の目標値

具体的な事業
●幼稚園・保育所運営事業　●幼稚園・保育所施設改修事業
●多子世帯保育料軽減事業　●病児病後児保育事業

※目標値は「第 2期�東温市子ども・子育て支援事業計画」に掲げる令和 6年度の目標値

施策別の取組

施策 1 子育て環境の充実

①�　子育て世代の親を孤立させないよう、民生児童委員、家庭児童相談員等の子育て支援関係者に
よるネットワークを形成し、情報提供や相談体制の充実を図るなど、きめ細かな支援を行います。
②�　放課後子ども教室、放課後児童クラブなど、学校、家庭、地域が連携し、地域全体で子どもの
放課後の安全で健やかな居場所づくりを進めます。

具体的な事業

●未熟児養育医療事業　●放課後児童クラブ等運営事業
●赤ちゃん訪問事業　●要保護児童対策事業
●子ども用品リサイクル促進事業　●児童福祉施設等人材バンク活用事業
●多子世帯住宅支援事業　●子育て世代包括支援センター運営事業
●児童手当支給業務　●地域子育て支援センター運営事業
●児童館管理運営事業　●子ども医療費助成事業
●子育て応援パスポート発行事業　●ファミリー・サポート・センター運営事業
●紙おむつ購入券配付事業

Toon City 
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施策３ ひとり親家庭の自立支援の推進

①�　年々増加する母子・父子家庭などのひとり親家庭に対する自立・就業支援や経済的支援の充実
を図るなど、援助を必要とする子どもと家庭に対するきめ細かな取組を推進します。

施策４ 婚活への支援

①�　結婚に関する意識啓発や、出会いの場を創出し、未婚化、晩婚化の解消に向けた取組を推進します。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

母子父子自立支援事業受給者数 2人 1人 2人

具体的な事業

具体的な事業

●母子父子自立支援事業�

●婚活支援事業　●縁結びサポーター育成事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

相談会、イベント参加者数 ０人 55人 80人

関連する個別計画

■�東温市地域福祉計画（平成 30年３月）
■�第２期東温市子ども・子育て支援事業計画（令和２年３月）
■�東温市保育所改修基本計画（令和２年３月）
■�東温市学校等施設長寿命化個別計画（平成 31年３月）
■�東温市教育大綱（令和３年２月）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

特定不妊治療費助成事業助成件数 19件 11件 20 件

施策５ 妊娠・出産への支援

�①�　妊娠や出産に関し、様々な悩みを持つ方を対象に、精神的、経済的負担の軽減が図られるよう、
支援体制の整備・強化に努めます。

具体的な事業
●不妊に関する相談業務　●子育て世代包括支援センター運営事業�
●特定不妊治療費助成事業
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現状と課題

少子高齢化の進行や家族形態の変化などを背景に、全国的に生活保護受給世帯は増加傾向にありま
す。
本市においても、生活保護受給世帯は年々増加し、令和元年度末は 221 世帯となっています。
計画的かつ組織的な対応のもと、保護の適正実施に努めるとともに、実態に即した総合的な支援施
策を展開していく必要があります。
また、国民健康保険制度は、疾病や負傷などの際に安心して医療を受けられるよう、被保険者が支
えあう医療保険の柱として、人々の健康を守る上で重要な役割を果たしています。
本市の令和元年度末の加入状況は、世帯数 4,382 世帯、被保険者数 6,750 人となっています。近年、
高齢化や医療の高度化などによる医療費の増大、厳しい経済情勢等に伴い財政状況は極めて厳しい状
況です。そこで、平成 30年度から県が財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割を担っ
ているため、制度の安定化が期待されているところです。
国民年金制度は、高齢者の生活の支えであるとともに、若い世代にとっても、不安のない生活を保
障するものとして、必要不可欠なものです。本市の令和元年度末の被保険者数は 5,655 人となってい
ますが、今後、少子高齢化が進む中、年金制度のさらなる充実が必要です。

社会保障の充実政策6

Toon City 
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取組の方向性

誰もが安心して、自分らしく生き生きと暮らせるまちを目指します。

社会保障の各種制度は、そのほとんどが法令等で定められているため、市町村の独自の取組は困難
な状況にありますが、急速な少子高齢化の進展によって、市民生活における医療、年金などの社会保
障制度に対する期待と不安はとても大きくなっていることから、市民が健康で安心して暮らせるよう
に、社会保障制度の適正な運用に努めます。
生活保護受給者及び生活困窮者に対し、ハローワークをはじめとする関係機関との連携を図り、総
合的な生活支援の実施に努めます。
また、国民健康保険制度は、制度改正により、県が財政運営の責任主体となりましたが、今後も健
全な財政運営による安定した制度の確立を目指します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

被保護者就労支援事業の�
支援同意者数

1人�
（平成 28年度） 3人 8人

①�生活困窮者への適切な対応

②�医療保険制度の適正な運用

③�国民年金制度の啓発

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標１では、「１－２�2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元
の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる」、
「１－３各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、
2030�年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する」、「１－４基礎的
サービスへのアクセス、財産の所有・管理の権利、金融サービスや経済的資源の
平等な権利を確保する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏
まえ、生活困窮者支援に注目した取組を進めます。

目標３では、「３－８UHC�を達成する（すべての人が保健医療サービスを受け
られるようにする）」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
すべての人が保健医療サービスを受けられるような社会保障制度の運営に注目し
た取組を進めます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

生活困窮者自立相談支援事業の�
プラン作成件数

14件�
（平成 28年度） 18件 50件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

特定健康診査受診率 31.1％ 34.9％ 43.0％

施策別の取組

施策１ 生活困窮者への適切な対応

①　各種法律、制度の活用や関係機関との連携などにより自立支援の充実を図ります。
②�　保護の相談時における助言指導や収入状況などの調査の徹底、就労支援を推進し、保護の適正
実施に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●生活保護事業　●生活困窮者自立支援事業

●特定健康診査・特定保健指導事業　●国民健康保険保健事業�
●高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

施策２ 医療保険制度の適正な運用

①�　国民健康保険については、特定健診や保健指導などの保健事業を充実強化し、被保険者の自主
的な健康づくり活動を促進するとともに、レセプト（診療報酬明細書）点検やジェネリック医薬
品（後発医薬品）の利用促進などによる、医療費の低減を図ります。
②�　口座振替の促進、滞納者に対する納税相談・指導等を積極的に行い、保険税収納率の向上を図
ります。
③�　後期高齢者医療制度については、愛媛県後期高齢者医療広域連合と連携を図り、制度の周知や
被保険者証の交付、各種申請書の受付業務及び保険料の徴収を適切に行うことにより制度の適正
な運用に努めます。また、高齢者の保健事業について、介護保険の地域支援事業や国民健康保険
の保健事業と一体的な実施に努めます。

Toon City 



5959

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

具体的な事業 ●国民年金事業

施策３ 国民年金制度の啓発

①�　広報誌などを活用した広報・啓発活動の推進や、年金相談窓口の充実などを図り、国民年金制
度への市民の理解と関心を高めます。
②�　関係機関と連携し、未加入者の解消及び保険料納付や納付困難者への免除・猶予手続きの奨励
を図ります。

関連する個別計画

■�東温市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画（平成 30年３月）
■�東温市国民健康保険第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）（平成 30年３月）
■�東温市税徴収計画（毎年）
■�東温市地域福祉計画（平成 30年 3月）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

現年度国民年金保険料納付率 63.1％ 69.3％ 74.0％

医療相談



6060

安全・安心な都市基盤の整備政策１

政策目標２　安全で快適な社会基盤のまち

現状と課題

住宅地や公園・緑地、道路網等により整備された良好な市街地は、安全・安心で快適な住環境と産業・
文化の集積を促すものであり、人々の定住と交流を図る重要な基盤です。
本市は、恵まれた立地条件にあることから多様な都市機能の集積が進みつつありますが、今後は、
都市的魅力を生み出す拠点の形成、工業・商業の産業立地の適正な誘導、車に依存する社会からの変
革等、人口減少・高齢化社会に対応したまちづくりが必要です。
このため、計画的な市街地整備の継続、住民生活や地域の経済活動を支え地域間の交流を促進する
市内道路網の安全性、利便性の一層の向上を図るとともに、市民ニーズに即した公共交通機関の維持・
確保、利便性の向上等を進めていく必要があります。
また、南海トラフ地震の発生が予想される中、本市の住宅耐震化率は 64.2％（平成 28年）と全国
平均約 82％（平成 25年）を下回っており、熊本地震発生直後には耐震化への関心が高まったものの、
時間の経過とともにその意識が低下していることから、住宅・建築物の耐震化を促進する必要があり
ます。
公園・緑地は、環境・景観の保全機能や防災機能を持つ施設であり、また、市民の憩いの場である
ことから、老朽化した施設の対応とともに、市民ニーズに沿った地域のコミュニティ空間として公園
施設の充実を図っていく必要があります。

牛渕団地前 牛渕 田窪 見奈良 医学部南口 横河原

（人）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 
0

1,000,000

500,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

341,205
67,312
278,994

277,209

461,968

442,829

1,869,517

339,728
70,982
275,645

272,039

483,664

442,265

1,884,323

341,825
77,958
284,915

269,263

479,211

450,770

1,903,942

344,962
83,805
288,658

245,194

470,751

474,632

1,908,002

319,775
86,555
290,905

235,524

480,260

488,400

1,901,419

伊予鉄道横河原線各駅　年間利用者数の推移

Toon City 
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取組の方向性

適正な土地利用を推進し、安全・安心な住みやすいまちを目指します。

計画的土地利用の推進による良好な市街地形成と産業立地の適切な誘導を図り、住宅・建築物の耐
震化に対する市民意識の向上に努め、安心して暮らせる市街地の形成に取り組みます。
また、関係機関と連携しながら道路網の整備を計画的に進め、市内道路網の安全性、利便性の向上
を図るとともに、まちづくりと連携した公共交通網の形成と景観に配慮したうるおいのある公園緑地
の整備に努めます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

土地区画整理事業の実施面積及び
地区計画制度の導入面積（累計） 93ha 133ha 140ha

①�適正な土地利用の推進

②�安心して暮らせる市街地の整備

③�市内道路網の整備促進

④�まちづくりと連携した公共交通網の形成

⑤�公園緑地の環境整備の促進

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標９では、「９－１経済発展と福祉を支える持続可能で強靭なイン
フラを整備する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
安心して暮らせる市街地の総合的な整備に注目した取組を進めます。

目標 11では、「11－２交通の安全性改善により、持続可能な輸送システムへ
のアクセスを提供する」、「11－７緑地や公共スペースへのアクセスを提供する」、
「11－ａ都市部、都市周辺部、農村部間の良好なつながりを支援する」をターゲッ
トとして設定しています。本市は、これを踏まえ、適正な土地利用、公共交通、
公園・緑地の整備に注目した取組を進めます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

都市計画マスタープランの見直し ― ― 有

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市内の耐震診断実施戸数（累計） 38戸 126 戸 250 戸

施策別の取組

施策１ 適正な土地利用の推進

①�　土地利用に関する部内調整及び地籍調査成果の有効活用など、庁内体制の充実に努め、都市計
画区域内の土地利用構想を示す「東温市都市計画マスタープラン」や総合的に農業の振興を図る
ことが必要である地域等を示す「農業振興地域整備計画」、森林整備の基本的考え方を踏まえた
ゾーニング等を示す「東温市森林整備計画」などの土地利用関連計画の総合調整を図り、GIS（地
図情報システム）等の都市データを効果的に活用しながら、適正な土地利用を推進します。
②�　広報・啓発活動の推進などを通じ、土地利用関連計画や関連法、条例等についての周知に努め
るとともに、一体的な運用による適正な規制・誘導に努め、無秩序な開発行為の未然防止や土地
利用区分に応じた土地利用への誘導を図ります。
③　工業系地域においては、住工混在の防止及び解消に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●都市計画マスタープラン改定業務　●地籍管理事業

●狭あい道路整備等促進事業　●木造住宅耐震診断・耐震改修事業

施策２ 安心して暮らせる市街地の整備

①�　市街地整備にあたっては、人と環境にやさしく、歩いて暮らせるまちの実現に向け、安全で歩
きやすい歩行空間の創造、公共交通網の形成、環境・景観の保全と創造、防災機能の向上などに
留意した整備を総合的に推進します。
②�　人口減少・少子高齢化に備え、生活に必要な施設の維持や公共交通による移動の両面から暮ら
しやすいまちを形成するため、都市機能や居住地域を適切に誘導する立地適正化計画の策定を検
討します。
③�　住宅の耐震化では、各種補助制度を活用した住宅・建築物の耐震化を推進するため、県や関係
機関と連携し、普及啓発活動の強化を図ります。

Toon City 
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施策３ 市内道路網の整備促進

①�　市全体の発展拡大に向け、国・県道の整備促進を積極的に要請し、市道の整備・管理にあたっ
ては、防災への備えはもとより、バリアフリー化などに配慮した人と環境にやさしい道路空間づ
くりを進めるとともに、市民による道路管理を促進します。

具体的な事業
●道路橋梁新設改良事業　●公共用財産管理事業　
●道路橋梁維持管理事業　●スマートインターチェンジ整備事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市道改良率 54.3％ 55.8％ 60.0％

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市内の年間鉄道駅利用者数 1,842 千人 1,901 千人 1,970 千人

施策４ まちづくりと連携した公共交通網の形成

①�　東西の鉄道・バス路線を軸とした公共交通ネットワークを基本とし、伊予鉄道高浜横河原線、
伊予鉄バス川内線の利便性・快適性の向上及び市民ニーズに対応した公共交通体系の構築に努め
ます。
②�　公共交通の専門家や地域公共交通活性化協議会の意見を踏まえながら、多様な移動手段の活用
や IoTの技術の進展の動向も注視し、地域と一体となって取組を進めます。

具体的な事業 ●生活交通バス路線等運行補助事業　●地域公共交通活性化事業
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改築された伊予鉄道横河原駅舎 総合公園幼児広場複合遊具

関連する個別計画

■�東温市都市計画マスタープラン（平成 18年６月）
■�東温市緑の基本計画（平成 19年３月）
■�東温市橋梁の長寿命化修繕計画（令和２年３月）
■�東温市地域公共交通網形成計画（平成 28年３月）
■�農業振興地域整備計画（随時改訂）
■�東温市森林整備計画（平成 28年 3月）
■�重信川かわまちづくり計画（平成 31年 3月）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市内公園トイレの洋式化率 ― 69.8% 85.7%

施策５ 公園緑地の環境整備の促進

①　子どもをはじめ、高齢者や障がいのある人も利用しやすい公園を目指し、施設の充実を図ります。
②�　老朽化した遊具など公園施設の適切な維持管理により、安全性の確保や施設の長寿命化による
ライフサイクルコスト（建設費、保守、修繕・改修等の建物を維持するための総費用）の低減を
図ります。
③　重信川の河川空間を活用した緑地整備を進めます。

具体的な事業 ●公園管理業務　●公園整備事業

Toon City 
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スマートインターチェンジ（イメージ）
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良好な住環境づくりの推進政策２

現状と課題

人口減少や少子・高齢化の進展により、本市においても空き家が増加しつつあります。適正な管理
がなされず長期間放置されている空き家は、防災・防犯・衛生・景観など多岐にわたる問題が生じ、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。平成 28年の調査では、市内に 854 戸の空き家が存在し、空
き家問題が今後の課題として危惧されています。本市では、総合的・計画的な空き家対策に取り組む
ため、平成 30年に「東温市空家等対策計画」を策定し、今後は、計画に沿って市民が安心して暮ら
すことのできる住環境の保全に取り組んでいく必要があります。
志津川土地区画整理事業地区においては、平成 27年に「景観法」に基づく「東温市景観まちづく
り計画」を策定し、まちづくりと合わせた景観形成の取組を行っています。良好な景観は、うるおい
のある豊かな生活環境を創造し、活力のある地域社会を実現するものであり、今後も良好な景観形成
を維持していくため、計画の適正な運用が必要です。
また、平成 30年の住宅・土地統計調査では、本市は公営借家が満室状態であるのに対し、民間借
家は 1,000 戸を上回る空き家が存在しています。このため、市営住宅においては老朽化した住戸の改
善に努めるとともに、民間住宅の活用を検討していく必要があります。

景観まちづくり計画による街並み

Toon City 
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取組の方向性

良好な住環境づくりを推進し、住みたい・住み続けたいと選ばれるまちを目指し
ます。

空き家の放置は、地域の防犯や生活環境に悪影響を及ぼし、様々な問題が発生する要因となります。
空き家の発生を予防するためには、空き家所有者の空き家に対する意識改革が必要であり、空き家問
題に関するリーフレットの配布やセミナー・相談会等を開催し、市民一人ひとりが自身の問題として
考えていく取組を実施していきます。また、老朽危険空家除却事業の実施のほか、高齢者や障がい者、
子育て世帯の居住の安定確保を図るため、居住支援協議会と連携し、空き家の有効活用に取り組み、
空き家対策を総合的・計画的に実施していきます。
志津川土地区画整理事業地区においては、「東温市景観まちづくり計画」により、美しい街並みの
形成が実証されつつあります。この取組が継続するよう、適切な運用を行います。
市営住宅においては、住宅の改修・住戸改善を計画的に実施し、入居者が安全・安心に生活できる
市営住宅ストックの管理・運営を図り、さらには、民間住宅の活用を検討します。
さらに、空き家情報の発信を含めたシティプロモーション（地域活性化のために地方自治体が行う
宣伝・広報・営業活動）やお試し移住の促進、移住定住総合窓口の運営など、きめ細かな移住・定住
施策に取り組みます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

空き家バンク登録数（累計） 22件�
（平成 27年度） 69件 100 件

①�良好な住環境の形成

②�住宅の整備

③�移住・定住の促進

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標 11では、「11－１住宅や基本的サービスへのアクセスを確保
し、スラムを改善する」、「11－ 3参加型・包摂的・持続可能な人間居住計画・
管理能力を強化する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを
踏まえ、住宅供給に注目した取組を進めます。
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下沖団地

施策別の取組

施策１ 良好な住環境の形成

①�　市民の良好な住環境を保全するため、「東温市空家等対策計画」に沿って、空き家対策を総合的・
計画的に推進していきます。
②�　志津川土地区画整理事業地区においては、まちづくりと連携した良好な景観形成を維持するた
め、「東温市景観まちづくり計画」の適切な運用に努めます。
③　「都市計画法」や「建築基準法」の適正な運用により、快適な住環境の整備に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●空き家再生等推進事業　

●第四次地域住宅計画事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

老朽危険空家除却�
事業補助戸数（累計） ― 7戸 35戸

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市営住宅長寿命化計画に�
基づく外壁等の改修率 52.0% 78.0％ 100.0%

施策２ 住宅の整備

①�　高齢者や子育て世帯等をはじめ、誰もが安全で安心して暮らせる住環境の整備や、老朽化に伴
う市営住宅の修繕・改善に努めます。
②�　耐用年数を超過する市営住宅については、用途廃止や新設・統合及び民間住宅の活用等を検討
していきます。�

Toon City 
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具体的な事業
●移住コーディネイト事業　●お試し移住促進事業�
●空き家等有効活用定住支援事業　●移住地とうおんブランド創生事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

移住相談窓口を通じた移住者数 ― 20人 60人

施策３ 移住・定住の促進

①�　シティプロモーションやお試し移住施設の整備、体験ツアーの提供などにより本市の住みやす
さを広くアピールし、新たな人の流れを移住・定住につなげます。

関連する個別計画

■�東温市都市計画マスタープラン（平成 18年６月）
■�東温市緑の基本計画（平成 19年 3月）
■�東温市耐震改修促進計画（平成 31年４月　一部改正）
■�東温市全域地域住宅計画（令和元年 12月）
■�東温市市営住宅長寿命化計画（令和 3年 3月改定予定）
■�東温市景観まちづくり計画（志津川土地区画整理事業地区）（平成 27年３月）
■�東温市移住定住促進マスタープラン（平成 29年 3月）
■�東温市空家等対策計画（平成 30年 3月）

東温市移住・定住支援ポータルサイト
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政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「環境施策の総合的推進」
に満足している割合 43.9％ 33.5％ 45.0％

※市民アンケートでの「環境施策の総合的推進」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�「環境先進地・東温」づくりの総合的推進

②�自然環境の保全

③�ごみ減量・リサイクルシステムの構築

④�し尿収集・処理体制の充実

⑤�墓地・火葬場の適正管理

施策体系

環境施策の総合的推進政策3

現状と課題

深刻化する地球温暖化をはじめとした地球規模の環境問題は、気候の変動や生態系の破壊だけでは
なく、異常気象による風水害を発生させ、私たち個人の生活にも大きな影響を及ぼしており、環境だ
けでなく個人の生命を守る観点からも、地球規模での環境保全の重要性が叫ばれています。
我が国では、これまでの大量生産・大量消費の経済や社会、ライフスタイルのあり方そのものを見
直し、真に持続可能な、世界のモデルとなる「環境の国づくり」を進めていくことが強く求められて
います。
このような中、本市では、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を目指し、環境を重視し
た新しいまちづくりに、市一体となって先進的に取り組み、あらゆる分野で環境保全の視点を取り込
んだ施策を推進し、確実にその成果を上げてきました。
今後とも、これまでの取組を継承・発展させながら、水と緑輝く豊かな自然環境の保全をはじめ、
総合的なエネルギー・環境関連施策を市民及び事業者との協働のもとに推進し、循環型社会の形成を
進めていく必要があります。

取組の方向性

豊かな自然環境を守り、未来へ受け継ぐ、環境にやさしいまちを目指します。

市内の豊かな自然環境を守ることが、地球温暖化対策や生物多様性の保全等の国際的な環境問題の
解決にもつながることから、市民との協働のもと、森林、河川等の保全に努めます。
分別収集のさらなる普及・啓発や燃やすごみの水切り、コンポスト等の活用、食料の計画的購入な
どにより、ごみの減量化に取り組みます。

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標６では、「６－６水に関わる生態系を保護・回復する」をターゲッ
トとして設定しています。本市は、これを踏まえ、生物多様性に注目した取組を
進めます。

目標７では、「７－１エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する」、「７
－２再生可能エネルギーの割合を増やす」、「７－３エネルギー効率の改善率を増
やす」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、自然エネル
ギーに注目した取組を進めます。

目標９では、「９－４資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した
技術・産業プロセスの導入拡大により持続可能性を向上させる」をターゲットと
して設定しています。本市は、これを踏まえ、持続可能なリサイクル・クリーン
システムに注目した取組を進めます。

目標11では、「11－６大気や廃棄物を管理し、都市の環境への悪影響を減らす」
をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、ごみ減量・リサイ
クル化に注目した取組を進めます。

目標 12では、「12－５廃棄物の発生を減らす」をターゲットとして設定して
います。本市は、これを踏まえ、ごみ減量・リサイクル化に注目した取組を進め
ます。

目標 13では、「13－２気候変動対策を政策、戦略及び計画に盛り込む」、「13
－３気候変動対策に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、地球温暖化対策に注目し
た取組を進めます。
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施策別の取組

施策１ 「環境先進地・東温」づくりの総合的推進

①�　持続可能な循環型のまちづくりを推進するため、現在まで実施してきた各種新エネルギー・省
エネルギー推進施策を拡大・充実します。
②�　環境関連の行動計画や配慮指針に基づき、各種分野における行政システムのグリーン化（環境
保全の内在化）を推進します。
③�　市施設の省エネルギー改修や国が推進する一般住宅への革新的省エネ技術導入を支援し、地域
全体でエネルギーを効率的に利用し、二酸化炭素排出量の削減を推進します。また、環境保全に
取り組む事業者と連携し、先進的かつ特色ある施策を推進します。
④�　豊かな自然環境を未来へ受け継ぐため、乳幼児期からの環境教育や大学、企業、NPO等と連
携した多様な環境教育プログラムを発展させ、環境意識の高い子どもを育成します。
⑤�　地域における環境美化運動はもとより、景観保全・環境保護活動、水質浄化運動や省資源・省
エネルギー運動、廃食用油回収、緑のカーテン設置、アイドリングストップ運動、グリーン購入
（環境にやさしい製品購入）、地産地消運動など、市民の自主的な環境保全活動を促進し、環境に
やさしいライフスタイルの定着に努めます。
⑥�　市民ボランティア団体の活動やクリーン運動の実施により、環境美化・保全の促進を図ります。

具体的な事業

具体的な事業

●エコ・キッズ支援事業　●CO2 排出権活用事業
●ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助事業

●美しいまちづくり推進事業　●環境検査・測定その他事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

CO2 排出権活用件数 ６件 7件 8件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

河川の水質検査場所 32ヶ所 32ヶ所 32ヶ所

施策 2 自然環境の保全

①�　自然環境の保全のため、公共工事にあたっては、自然との共生や景観の維持に配慮した資材・
工法の導入、資源の節約や再資源化などに努めます。また、自然環境の保全に留意した適正な土
地利用を誘導します。
②�　市民との協働のもと、市内に生息する動植物などの調査、外来生物への対策を進め、自然生態
系の保全に努めます。
③�　大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの公害問題に対し、関係機関と連携しながら監視・
指導を行い、未然防止及び適切な対応に努めます。

Toon City 
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施策 3 ごみ減量・リサイクルシステムの構築

①　市民意識の向上や事業者の協力などにより、ごみの排出抑制を図ります。
②�　分別の徹底や 4Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の推進を図り、ごみの
減量化に努めます。
③�　効率的・計画的な収集処分体制により、ごみの適正処理を行います。また、不法投棄防止や市
民ボランティア清掃などにより、環境美化を推進します。
④�　今後、耐用年数を迎えるクリーンセンターについて、操炉終了後のごみ処理体制の整備を進め
ます。

施策 4 し尿収集・処理体制の充実

①　収集したし尿及び浄化槽汚泥の適正な処理に努めます。
②　広域的連携のもと、処理施設の適正な維持管理を行います。

施策 5 墓地・火葬場の適正管理

①　市営墓地については、老朽化する共用設備を維持・管理し、引き続き適正な運用に努めます。
②　市民の墓地需要に対する適切な対応に努めます。
③�　火葬場については、定期的な保守点検を実施し、適宜修繕を行うなど、適切な施設の維持・管
理に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

●ごみ処理事業　●不法投棄対策事業

●し尿収集許可業者指導管理業務�

●墓地・火葬場管理運営事務�

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民一人当たり年間ごみ排出量 218㎏ 209㎏ 205㎏

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

性質上、指標設定に馴染まない ― ― ―

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

性質上、指標設定に馴染まない ― ― ―
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関連する個別計画

■�第 2次東温市環境基本計画（平成 29年３月）
■�第９期東温市分別収集計画（令和元年６月）
■�とうおんスマートエコタウン計画（平成 29年 3月）
■�東温市一般廃棄物処理基本計画（令和 3年３月）
■�東温市一般廃棄物処理実施計画（毎年）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 

2.7 
3.6 

4.6 
5.4 5.9 

7.3 7.8 8.3 8.7 9.1 

2.9 
3.8 

4.9 
6.0 6.5 

7.6 8.1 8.6 
9.4 9.9 

5.8 
7.1 

9.1 
9.9 

10.8 11.5 
12.2 

13.0 13.2 14.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

全国平均 県平均 東温市 

（％）

住宅用太陽光発電システム普及率の推移
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Toon City 
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とうおん子ども科学＆環境会議

とことこクラブ
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上下水道等の整備政策4

現状と課題

上水道は、市民生活や社会経済活動に不可欠なライフラインで、水の供給は一日も欠くことのでき
ないものです。
本市では、これまで施設の老朽化対策及び水の安定供給のため、順次、水道施設の更新及び耐震化
を進めているところです。
今後は水源を取り巻く環境の変化や水質の安定・向上への対応はもとより、大規模地震などの自然
災害や水質汚染事故などの非常時にも安定した給水が可能な水道システムを構築することが求められ
ます。これらの課題に対応できる組織体制の整備を行い、安全で安心な水道水を安定的に供給し、環
境に配慮した事業運営を継続的に行っていく必要があります。
下水道は、快適で住みよい居住環境づくりと河川などの公共用水域の水質保全を図るため、重要な
役割を担っています。
本市では、「愛媛県全県域生活排水処理構想」に基づき、市街化区域を中心に公共下水道事業、そ
の他の地区は農業集落排水事業と合併処理浄化槽設置補助事業を実施しています。
人口減少など社会情勢の変化や厳しい財政状況に対応するため、国が示す「持続的な汚水処理シス
テム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」に基づき、令和 8年度を目標に、汚水処理全般の整
備完了を目指すことが求められています。
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取組の方向性

おいしい水の安定供給と公共用水域の水質保全に努め、衛生的で快適なまちを目
指します。

水道料金は、定期的な見直しを行い、さらなる水道事業の健全経営に努めるとともに、収納事務の
強化を図ります。また、施設の運営については、広域連携及び官民連携を含めて検討を行います。
下水道事業は多額の費用と長い年月を要するため、今後も整備区域や整備手法の再検討及び使用料
の定期的な見直しを行い、効果的かつ効率的に事業を推進します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

上水道の普及率 96.9％ 97.2％ 98.8％

下水道の普及率 67.3％ 75.1％ 81.0％

①�水道施設の整備

②�水質管理体制の強化

③�水道事業の健全運営

④�公共下水道事業の推進

⑤�農業集落排水施設の適正管理

⑥�下水道事業の健全運営

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標６では、「６－１安全・安価な飲料水の普遍的・衡平なアクセス
を達成する」、「６－２下水・衛生施設へのアクセスにより、野外での排せつをな
くす」、「６－３様々な手段により水質を改善する」をターゲットとして設定して
います。本市は、これを踏まえ、安全な上下水道に注目した取組を進めます。

目標９では、「９－１経済発展と福祉を支える持続可能で強靭なインフラを整
備する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、災害に強
く強靭な上下水道施設の整備に注目した取組を進めます。

目標 14では、「14－１海洋汚染を防止・削減する」をターゲットとして設定
しています。本市は、これを踏まえ、下水道の管理に注目した取組を進めます。
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施策別の取組

施策１ 水道施設の整備

①�　施設及び管路の老朽化や耐震化への対応をはじめ、災害に強く強靭な水道施設の整備を進め、
コスト縮減などを総合的に勘案しながら、水道施設の適切な運転と維持管理を行うことにより、
安全な水道水の安定供給を図ります。　　

施策２ 水質管理体制の強化

①�　関係機関との連携のもと、水質検査の実施・公表や浄水処理の充実などを進め、水質管理体制
の一層の強化を図ります。

施策３ 水道事業の健全運営

①�　施設の管理体制の充実や維持管理経費の節減、水道料金の適正化を図り、水道事業の健全運営
に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

●水道施設アセットマネジメント事業

●水質管理事業

●水道施設維持管理事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

基幹管路の耐震適合率 ― 75.8％ 80.0％

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

水質検査基準遵守率 100.0% 100.0% 100.0%

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

経常収支比率 (企業会計 ) 83.9％ 86.8％ 87.5％

※耐震管及び耐震適合性のある管の延長／管の総延長

※経常収益／経常費用

Toon City 
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施策５ 農業集落排水施設の適正管理

①　農業集落排水事業実施済の地区において、施設の適正な維持管理に努めます。

施策６ 下水道事業の健全運営

①　施設の適正な維持管理、下水道使用料の適正化を図り、健全運営に努めます。
②　集合処理に適さない地区などにおいて、合併処理浄化槽の設置を促進します。

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業 ●公共下水道整備事業�

●集排施設維持管理事業　●集排施設更新事業

●下水道施設維持管理事業　●合併処理浄化槽設置補助事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

下水道事業面積整備率 63.7％ 69.8％ 72.8％

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

上林、拝志地区浄化センターBOD ４mg/L ４mg/L 10mg/L 以下

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

収益的収支比率（特別会計）※ 1 87.7％ 96.8％ ―

経常収支比率（企業会計）※２ ― ― 100.0％

関連する個別計画

■�東温市水道事業ビジョン（令和3年3月）
■�東温市水道事業経営戦略（令和3年3月）
■�東温市都市計画マスタープラン（平成18年６月）

■�東温市公共下水道事業全体計画（平成28年３月）
■�東温市下水道事業経営戦略（平成28年11月）
■�東温市農業集落排水事業経営戦略（平成28年11月）

※供用開始区域面積／全体計画区域面積

※計画放流水質基準 20㎎／ L以下

※令和２年４月１日以降、特別会計から企業会計に移行　※１�総収益／（総費用 +地方債償還金）　※２�経常収益／経常費用

施策 4 公共下水道事業の推進

①�　厳しい財政状況などを勘案し、コスト縮減、整備区域、整備手法をはじめ、整備計画全般につ
いて全市的な視点から逐次再検討しながら、事業を計画的、効率的に推進します。
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消防体制と防災・減災対策の充実政策５

現状と課題

東日本大震災を契機として市民の防災意識が急速に高まっており、消防・防災体制の充実強化が大
きな課題となっています。
本市の消防体制は、常備消防として、消防本部・消防署を設置しているほか、非常備消防として、
６分団、約 600 人で構成される消防団（水防団）が組織され、互いに連携して管内の防火・防災に
努めていますが、少子高齢化の進行などを背景に、救急ニーズが増加傾向にあるほか、消防団（水防団）
においては、団員確保や日中の消防団機能の低下などの問題がみられ、早急な対応が求められていま
す。
さらに、地域の防災体制の確立も重要であり、市民一人ひとりが「自分たちの地域は自分たちで守
る」という意識を持ち、地域ぐるみの防災活動を行うことが必要不可欠であることから、防災リーダー
を育成し、地域の自主防災組織などの活動を充実させることが必要となっています。
また、南海トラフ地震の発生が予想される中、大地震による災害への備えをはじめ、あらゆる災害
に強いまちづくりが急務となっているほか、世界各地で発生している同時多発テロや有事などの緊急
事態への対応も求められており、時代に即した消防・防災体制の確立が求められています。
このため、本市の地理的、社会的特性を十分に踏まえた「東温市地域防災計画」、「東温市国民保護
計画」の見直し策定、総合的な危機管理体制の整備を図るとともに、消防・救急体制の一層の充実、
治山・治水対策等に努めるなど、「東温市国土強靱化地域計画」に基づく強靱なまちづくりを進めて
いく必要があります。

取組の方向性

防災・減災対策を充実・強化し、災害に強く安全で安心なまちを目指します。
近い将来に発生が予想される南海トラフ地震等に備え、自主防災組織や消防、警察、自衛隊等の防
災関係機関、医療・福祉関係機関等と連携した総合防災訓練を継続して実施し、組織体制の強化に取
り組み、地域防災力の向上を図ります。
また、災害発生時に、迅速かつ正確に市民に災害情報等を伝達するため、情報通信システムの強化
に取り組みます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

火災発生件数 12件 13件 ０件

①�総合的な防災・減災対策の充実

②�消防・救急体制の充実

③�防火・防災意識の高揚と自主防災組織等の育成

④�治山・治水対策、市街地浸水対策の推進

施策体系

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標 11 では、「11 －５災害による死者数、被害者数、直接的経済損
失を減らす」、「11－ｂ総合的な災害リスク管理を策定し、実施する」を設定し
ています。本市は、これを踏まえ、防災、減災対策に注目した取組を進めます。

総合防災訓練

高規格救急車



8282

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

消防団員数 600 人 602 人 638 人

施策別の取組

施策１ 総合的な防災・減災対策の充実

①�　「東温市地域防災計画」などの指針を実情に即して適宜見直すとともに、これに基づき、本市
及び防災関係機関、市民が一体となった総合的な防災体制の確立を進めます。
②�　災害時応援協定の見直しや締結、防災施設の整備充実、避難路・避難場所の周知徹底など、災
害対策を推進します。

具体的な事業

具体的な事業

●災害対策事業　●水防訓練　●総合防災訓練　　

●消防団員育成事業　●消防団資機材整備事業　●消防団蔵置所整備事業
●消防団員装備品整備事業　●消防通信指令システム等保守点検事業
●消火栓ホース格納箱設置事業　●消防自動車購入事業
●高規格救急車購入事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

備蓄食糧・備蓄飲料水 4,500 食
3,000�L

7,700 食
7,000�L

15,000 食
15,000�L

施策２ 消防・救急体制の充実

①�　消防団の活性化対策の推進、地域住民の防災拠点となっている消防団蔵置所などの消防施設の
計画的更新を図るとともに、大規模災害に備えた資機材の整備を行い、消防体制の充実、強化に
努めます。また、地域住民に対し広報活動を行い、消防団員の確保に努めます。
②�　救命講習などの救急講習を継続して行い、高齢者・小児救急医療など、幅広く対応できるよう
に医療機関との連携を図り、救命処置の向上に努めます。

Toon City 
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関連する個別計画

■�東温市国民保護計画（平成 19年３月）
■�東温市地域防災計画（平成 27年９月）

施策３ 防火・防災意識の高揚と自主防災組織等の育成

①�　近い将来に発生が予想される南海トラフ地震のような大災害は、本市の消防力をはるかに上回
る被害が想定されており、防火・防災に関する図上訓練や総合訓練を重ね、「自助」「共助」が円
滑に機能する体制づくりに努めます。また、各組織の活動を継続するとともに防災リーダーを育
成し、活動内容の充実を図ります。

施策４ 治山・治水対策、市街地浸水対策の推進

①�　水害や山地災害を未然に防止するため、関係機関と連携し、河川の改修や急傾斜地の崩壊防止
など、治山・治水対策を促進します。
②�　市街地の浸水被害の防止・緩和に向け、排水路の整備など、浸水対策を推進します。

具体的な事業

具体的な事業

●自主防災組織育成事業　●防災士資格取得支援事業

●浸水対策事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

自主防災組織内の防災士配置率 79.4％ 94.3％ 100.0％

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

浸水箇所数 18箇所 14箇所 10箇所
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防犯・消費生活・交通安全対策の充実政策６

現状と課題

防犯対策については、全国的に犯罪の多様化や少年犯罪の増加が大きな社会間題となっている上、
少子高齢化やコミュニティ意識の希薄化等に伴う地域の防犯力の低下が懸念されます。犯罪からの安
全性の確保が重視される中、本市では、関係機関等と連携し、パトロールなどによる啓発活動や防犯
灯の整備などに努めていますが、今後一層、防犯意識の高揚や防犯体制の強化を図る必要があります。
消費者行政について、本市では、消費生活相談窓口を設置し、関係機関等と連携を取りながら複雑・
多様化している消費者トラブルに対応しています。また、高齢者を中心に啓発活動を行っていますが、
それに加え若年層に対する消費者教育を推進する必要があります。
交通安全対策については、「東温市交通安全計画」を策定し、交通安全に取り組んだ結果、交通事
故件数は減少傾向にありますが、現状に甘んじることなく更なる減少に努めなければなりません。
また、近年は、子どもや高齢者等の交通弱者や自転車利用者の事故の増加が懸念されています。引
き続き子どもから高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教育の推進や啓発活動を実施し、交通安全意
識の高揚や交通安全施設の整備など、一層の強化を進めていく必要があります。
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取組の方向性

事故や犯罪のない、誰もが安心して生活できるまちを目指します。
防犯対策については、関係機関等や地域との連携を密にしながら、市民の防犯意識を高めることで
地域の防犯力を向上させ、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。
消費者行政については、専門的知識を有する消費生活相談員の配置により、高度な相談にも対応で
きています。また、出前講座を含めた啓発事業の効果で被害を未然に防いでいるケースが多くなって
います。
今後も引き続き、啓発活動や相談に対する適切な対応を行うとともに、若年層に対する消費者教育
にも努めます。
市内の交通事故は、発生件数、負傷者数及び死者数ともに減少傾向にありますが、さらなる減少を
目指して、「東温市交通安全計画」に基づき、関係機関等と連携し、広報・啓発活動や交通安全施設
整備など、交通安全に関する施策に取り組みます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

交通事故死亡者数 3人 ０人 0人

①�防犯意識の高揚と地域安全活動の促進

②�防犯灯の設置促進

③�消費者行政の推進

④�交通安全対策の総合的推進

⑤�交通安全施設等の整備

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標３では、「３－６道路交通事故死傷者を半減させる」を設定して
います。本市は、これを踏まえ、交通事故に注目した取組を進めます。

目標 12では、「12－８持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに
関する情報と意識を持つようにする」を設定しています。本市は、これを踏まえ、
環境にやさしい消費に注目した取組を進めます。

目標 16では、「16－４組織犯罪をなくす」を設定しています。本市は、これ
を踏まえ、防犯対策に注目した取組を進めます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

通学路安全対策実施率 38.0%
（平成 27年度） 49.0% 60.0%

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市内の防犯灯の LED化率 2.5％ 55.3％ 100.0％

施策別の取組

施策１ 防犯意識の高揚と地域安全活動の促進

①�　関係機関・団体等との連携のもと、広報・啓発活動や安全・安心パトロールの推進などを通じ
て市民の防犯意識の高揚を図るとともに、情報通信機器による情報連絡体制の強化や地域ぐるみ
の各種地域安全活動の促進に努めます。特に、各学校やＰＴＡ、地域との連携のもと、児童生徒
の登下校時における安全対策の一層の強化を進めます。
②�　通学路安全点検の継続実施や不審者情報提供システムの有効活用を図り、学校、家庭、地域が
連携して児童生徒の安全確保に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

●防犯対策事業　●通学路安全対策推進事業

●消費生活相談事業

●防犯灯設置事業�

施策２ 防犯灯の設置促進

①�　夜間の犯罪防止と通行の安全性確保のため、各地区における防犯灯の設置（LED化）を促進
します。

施策３ 消費者行政の推進

①�　トラブルの未然防止と発生後の適切な対応のため、愛媛県消費生活センターや松山南警察署と
の連携強化のもと、消費生活相談体制の充実に努めます。
②�　若年者層を狙った詐欺の増加が予想されるため、インターネット、プリペイドカード（各種店
舗などの支払いで使用できる事前入金型カード）の詐欺及び、ターゲティング広告（特定顧客層
に絞って配信する広告）による消費者トラブルの防止に向け、小中学生や高校生を対象にした消
費者教育を推進していきます。
③�　食品ロス（売れ残りや食べ残しなどにより破棄される食品）の削減や地産地消の推進によるフー
ドマイレージ（食料の輸送距離）の抑制など、環境分野と連携した消費者教育を進めます。

Toon City 
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関連する個別計画

■�東温市交通安全計画（平成 28年 12月）

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

出前講座参加人数（消費者関係） 307 人 402 人 450 人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

セーフティアドバイザーによる�
高齢者世帯訪問件数 1,400 件 1,250 件 1,400 件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

カーブミラー・ガードレール設置
要望の達成率 100.0% 100.0% 100.0%

施策４ 交通安全対策の総合的推進

①�　交通事故のないまちを目指し、「東温市交通安全計画」を定期的に見直し、関係機関・団体等
との連携のもと、幼児から高齢者まで、各年齢層に応じた効果的な交通安全教育、広報・啓発活
動を積極的に推進し、総合的、計画的な施策の展開を図ります。
②�　65 歳以上の高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境を整備するため、返納者に公共交通
機関利用券を交付し、高齢者による交通事故の抑制及び公共交通機関の利用促進を図ります。

施策５ 交通安全施設等の整備

①�　国・県道の交通安全施設の整備充実やバリアフリー化、危険箇所の改善等を要請していくとと
もに、市道についても、通学路や交通量の多い路線を中心に、カーブミラーやガードレールなど
の交通安全施設の整備やバリアフリー化、危険箇所の改善を図ります。

具体的な事業
●交通安全対策事業　●運転免許自主返納サポート事業
●高齢者世帯交通安全指導事業

具体的な事業 ●交通安全施設整備事業　
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農林業の振興政策１

政策目標３　創造性と活力に満ちた元気産業のまち

現状と課題

農林業は、市場価格の低迷や国際的な競争の激化等に加え、農林業従事者の減少や生産力の低下等
により、長期にわたり低迷しています。
本市においては、主力である米麦に加え、野菜・花き・果樹・薬用植物・畜産等の多様な農業が行
われており、機械・設備の導入に対する補助や各種交付金等による経営支援に加え、農業基盤の整備
等により、農業の持続的な発展を図るべく様々な支援を行ってきました。
また、林業においては、本市の面積の８割近くを占める森林における、育林施業に対する支援や、
作業機械等の導入に対する補助を行い、木材の生産だけでなく、水源のかん養や自然環境の保全等の
森林の持つ様々な機能の維持を図ってきました。
しかし、農林業を取り巻く環境は厳しく、農林業従事者の減少、耕作放棄地や放置森林の増加等に
加え、生産基盤の老朽化や野生鳥獣による被害の拡大など、多様な問題が深刻化しています。
このような中、農林業の活性化を図るため、経営的な足腰の強い農林業従事者の育成・確保や農林
業経営の合理化及び収益性の向上、農地・山林の集約化等の課題に対し、生産者、関係機関・団体、
行政が連携を強化し、積極的に取り組む必要があります。

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 

115 116 115 119 122 125 128 123 
110 112 

9 9 9 9 10 11 13 14 

13 14 2 2 2
5 6 6 6 6

6 6 126 127 126 
133 

138 142 
147 143

129 132

0

20

40

60

80

100

120

140

160
（人）

個人 法人 共同 

認定農業者数の推移



8989

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

取組の方向性

地域の特性を生かした、多様な担い手を育成し、農林業に活力のあるまちを目指
します。
　農業においては、大規模農家や集落営農組織及び新規就農者に対する支援を充実させるとともに、
農業生産基盤の整備を図り、農地集積・集約化による大規模経営化を推進します。
林業においては、中予４市町により中予森林管理推進センターを設立し、森林環境譲与税を活用し
た新たな森林経営管理制度による森林整備を推進します。
また、二毛作助成や産地交付金対象品目の絞り込みにより産地化を推進、営農指導の充実による経
営合理化、６次産業化等の促進や市場の開拓等を推進し、農林業従事者の収益向上を図ります。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

農業産出額 25.2 億円
（平成 26年）

27.4 億円
（平成 30年） 30.0 億円

※基準値・現状値は、市町村別農業産出額（推計）より

①�農業振興施策の総合的推進

②�農産物の計画的な生産と生産性の向上促進

③�担い手の育成・確保

④�農産物の消費拡大の促進

⑤�農業生産基盤の充実

⑥�森林の保全・育成と総合的利活用

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標２では、「２－３小規模食料生産者の農業生産性と所得を倍増さ
せる」、「２－４持続可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践する」
を設定しています。本市は、これを踏まえ、持続可能な農業経営に注目した取組
を進めます。

目標９では、「９－２雇用とGDPに占める産業セクターの割合を増やす」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、農産物の計画的な生産と
生産性の向上促進に注目した取組を進めます。

目標 15 では、「15 －２森林の持続可能な経営を実施し、森林の減少を阻止・
回復と植林を増やす」、「15－ b持続可能な森林経営のための資金の調達と資源
を動員する」を設定しています。本市は、これを踏まえ、持続可能な森林経営に
注目した取組を進めます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

鳥獣被害額 2,930 千円 2,271 千円 2,000 千円

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

認定農業者数 138 人 132 人 143 人

施策別の取組

施策１ 農業振興施策の総合的推進

①�　「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」、「人・農地プラン」等の各種指針の充実
を図るとともに、将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定する「東温市農業振興地域
整備計画」を作成し、「東温市都市計画マスタープラン」などの土地利用関連計画との整合性の
とれた土地利用を推進します。
②�　農業経営の多様化を図るため、グリーンツーリズム（農山村における滞在型の余暇活動）や農業・
農村体験、市民農園等の取組を推進します。
③�　食の安全・安心と環境に配慮した農業の推進を図るため、減農薬・減化学肥料栽培、農業関連
廃棄物の適正処理、バイオマス（植物などの生物から生まれた再生可能な資源）の利活用など、
環境保全型農業を推進します。
④�　有害鳥獣による農林作物の被害を防止するため、関係機関・団体との連携のもと、駆除・防除
対策を推進します。

施策２ 農産物の計画的な生産と生産性の向上促進

①�　関係機関・団体との連携のもと、基幹作物である米麦の計画的な生産に加え、収益性を高める
ため、二毛作助成、産地交付金対象品目の絞り込みにより産地化を推進します。
②�　営農指導の徹底、機械・施設整備による効率化、先進的な生産技術の導入、集出荷体系の整備
等を図り、低コスト化、生産性向上、高品質化を推進します。

具体的な事業

具体的な事業

●人・農地プラン推進事業　●有害鳥獣捕獲事業�
●農業振興地域整備計画策定事業

●経営所得安定対策推進事業　●経営体育成支援事業　
●担い手農業者機械等導入支援事業　●次世代ファーマーサポート事業

Toon City 
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具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

●次世代人材投資事業　●農地中間管理事業

●ひめの凛生産拡大支援事業

●国営造成施設管理体制整備促進事業　●中山間地域総合整備事業
●ため池等整備事業　●土地改良施設維持管理適正化事業
●公共下水道処理場周辺整備事業　●中山間地域等直接支払事業　　
●農地耕作条件改善事業　●かんがい排水事業　●市単独土地改良事業
●多面的機能支払交付金　●県単独土地改良事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

認定新規就農者数 5人 13人 5人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ひめの凛栽培面積 ― 0.38ha 3.0ha

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ほ場整備率 37.6％ 40.1％ 41.2％

施策４  農産物の消費拡大の促進

①　収益性の向上を図るため、加工特産品の開発や特色ある農産物の産地化を支援します。
②�　消費拡大を図るため、新たな販売ルートの開拓や直売体制の充実に対する支援を図るとともに、
学校給食や地元商店・飲食店への農産物などの供給体制の整備を推進します。

施策５  農業生産基盤の充実

①�　優良農地の保全及び有効活用を図るため、ため池・用排水路・農道等の整備や、ほ場整備事業
等による農業生産基盤の充実を推進します。
②�　農村集落の機能維持を図るため、多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度の活用を支
援します。

施策３ 担い手の育成・確保

①　農業経営の大規模化を図るため、農地利用集積を推進します。
②�　集落など一定地域の農家が、共同で効率的な営農を行う集落営農の組織化を促進するとともに、
農業経営の法人化を推進します。
③　青年就農給付金等により、農業後継者や新規就農者の確保・育成対策を推進します。



9292

造林事業

具体的な事業
●市単独林道整備事業　●自伐型林業の広報、研修事業　
●森林経営管理事業　●造林事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

森林の間伐整備面積（累積） 666ha 977ha 1,000ha

施策 6  森林の保全・育成と総合的利活用

①　森林施業の効率化を図るため、関係機関との連携のもと、林道網の整備を推進します。
②�　中予４市町により中予森林管理推進センターを設立し、森林環境譲与税を活用した新たな森林
経営管理制度による森林整備を推進します。
③�　林業事業体の中核となる森林組合の経営体質強化を支援するとともに、林業後継者や林業技術
者、自伐林家の確保・育成を推進します。
④�　森林の持つ多面的機能の持続的発揮を図るため、環境教育やレクリエーション活用、未利用材
や木くずなどのバイオマスの利活用など、森林の総合的利活用に努めます。

関連する個別計画

■�東温市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（平成 23年９月）
■�東温市鳥獣被害防止計画（平成 31年 12月）
■�東温市森林整備計画（平成 28年３月）
■�農業振興地域整備計画（随時改訂）

Toon City 
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商工業の振興政策2

現状と課題

商業は、豊かな消費生活を提供するだけでなく、まちのにぎわいや活力を生み出すものとして、ま
ちづくりの上で重要な位置を占めています。また、工業は、地域における経済面での貢献はもとより、
雇用機会の拡大や研究・開発機能の強化など、重要な役割を担っています。
これまで、本市では、商工業振興の核となる商工会の育成・連携強化のもと、経営の近代化や企業
支援となる各種施策を展開してきました。
本市の商業は、古くから小売業を中心に、市内の購買ニーズに応えてきましたが、SNSの進展や消
費者ニーズの多様化等を背景に、ネットショップ、大型店舗、ドラッグストア、コンビニエンススト
アでの購入が増え、店舗の老朽化や後継者不足などとも相まって、既存の商店街や商店を取り巻く環
境は一層厳しさを増しています。また、工業では、これまで市民所得の向上と雇用機会の確保に寄与
してきましたが、長期にわたる景気の低迷や国際間競争の激化、さらに、新型コロナウイルス感染症
の影響などにより体力を落としつつある企業もみられ、こうした課題への対応が急務となっています。
このため、既存企業の活性化や新たな産業の創出、さらには、起業などへの支援による新たな雇用
の場の確保等に向けた総合的な施策を積極的に展開していく必要があります。
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取組の方向性

地域を挙げて市内企業を応援し、にぎわいと活気のあるまちを目指します。
「東温市中小零細企業振興基本条例」に基づき、中小零細企業のニーズに即した各種補助制度や融
資制度などの支援策を展開し、一層の中小零細企業の発展及び地域経済の活性化を図ります。
また、経営発達支援計画及び事業継続力強化支援計画に基づき、中小零細企業者に寄り添った伴走
型支援や BCPの作成支援などを行う産業振興の拠点である市商工会に対し、確実に会員の増強及び
組織力の向上が図られるよう、積極的な支援を行います。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

卸売業・小売業の年間販売額 808 億円 1,103 億円 1,150 億円

製造品出荷額等 670 億円 777 億円 800 億円

①�商業機能等の強化

②�産業振興体制の確立・中小零細企業の経営基盤の強化

③�産業支援・研究開発体制の整備

④�起業への支援

⑤�愛媛大学医学部を核とした全学部と市内企業との連携

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標８では、「８－１一人当たりの経済成長率を持続させる」、「８－
２高いレベルの経済生産性を達成する」、「８－３開発重視型の政策を促進し、中
小零細企業の設立や成長を奨励する」、「８－４�10YFP（持続可能な消費と生産
に関する計画枠組）�に従い、経済成長と環境悪化を分断する」を設定しています。
本市は、これを踏まえ、中小零細企業等の生産性向上に注目した取組を進めます。

目標９では、「９－５産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向
上させる」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、産学連
携、研究開発に注目した取組を進めます。
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施策別の取組

施策１ 商業機能等の強化

①�　市商工会と連携のもと、各種融資制度の周知と活用を促し、経営体質・基盤の強化を促進して
いくほか、市商工会の指導・支援体制の強化を図ることで、中小零細企業における持続的発展や
後継者の育成、新規創業・経営革新、地域密着型サービスの展開、独自の商品開発・販売等を促
進します。
②�　人々が集うにぎわいの場の再生と創造を目指し、産官学連動のもと、既存商店街の活性化を進
めます。

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

●中小企業振興資金融資事業　●商工会補助金交付事業�
●中小企業金融制度資金利子補給事業

●中小零細企業振興事業　●中小零細企業現状把握調査事業

●中小零細企業まるごと応援事業　●中小零細企業販路拡大マッチング事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

中小企業振興資金新規融資件数 20件 32件 35 件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

行動指針掲載施策数 ― 14施策�
（平成 29年度） 15施策

施策 2  産業振興体制の確立・中小零細企業の経営基盤の強化
� � �

①�　「東温市中小零細企業振興基本条例」に基づき、東温市中小零細企業振興円卓会議を開催し、
現状把握調査の結果から中小零細企業等の役割を示した「行動指針」を策定・提言するとともに、
様々な支援策を展開することで、中小零細企業の振興・経営基盤の強化を図ります。

施策 3 産業支援・研究開発体制の整備
� � �

①�　庁内の関係部門、庁外の経済団体及び関係機関等との連携強化のもと、中小零細企業等が活用
できる情報ネットワークの構築など産業支援・研究開発体制の整備を図るとともに、中小零細企
業における商品開発、自社ＰＲ活動、新技術の導入、販路拡大及び事業承継などに対して支援し
ます。

Toon City 
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具体的な事業

具体的な事業

●起業支援事業　

●とうおん健康医療創生事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

中小零細企業まるごと�
応援補助件数 ― ― 30件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市の支援による起業者数 ― ３人 3人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

愛媛大学との共同事業数 ― １件 ３件

施策 4 起業への支援
� � �

①�　他市町との連携による創業支援事業計画を策定し、起業者に対して地域を超えて幅広く特定創
業支援が行える体制を整えるとともに、起業者が着実に起業・創業に向けたステップアップでき
る場の提供を行うことにより、新たな地域経済の担い手の創出を目指します。

施策５ 愛媛大学医学部を核とした全学部と市内企業との連携
� � �

①�　愛媛大学医学部を中心とした愛媛大学と市内企業との連携により、地場産業の技術力と大学の
持つノウハウなどを融合し、特殊かつ専門性の高い新たな製品、サービスの開発や高付加価値の
ものづくり分野への進出を目指すものづくり産業の創生、自然環境や地域資源を活用し持続可能
な健康長寿のまちづくりを目指すヘルスケア（健康維持・増進）産業の創生に取り組みます。

松山圏域中小企業販路開拓市 とうおん健康医療創生事業
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観光・物産の振興政策３

現状と課題

観光産業においては、近隣での魅力を再発見する「マイクロツーリズム」や自然、文化、地元の人々
との交流を楽しむ「グリーンツーリズム」など、多様化する旅行者へのニーズに対応した魅力づくり
により、誘客を図っていく必要があります。
本市では、皿ヶ嶺連峰県立自然公園に代表される豊かな森林をはじめ、棚田や渓谷などの地域資源
のほか、リピート客も多い温浴施設や地域拠点型劇場、地元産品販売の拠点である観光物産センター
などの観光施設を活用して県内外に広く PRしています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、観光客数の減少が危惧される現状から、新しい
生活様式に対応した観光のあり方を検討し、実現していくことが求められます。
このため、今後は地域資源の一層の充実・活用を図り、コロナ禍における新しい滞在型の観光を浸
透させるべく、他の産業や広域的な連携、デジタル技術等を活用した PR活動の強化を進めていく必
要があります。
　

取組の方向性

地域の魅力ある資源を活用し、誰もが訪れたいまちを目指します。
観光を核とした産業の振興と交流人口拡大に向け、市観光物産協会の支援充実を図ります。
市内の地域資源や温泉、観光物産センター、坊っちゃん劇場、アートヴィレッジセンターなど集客
につながる観光施設等を活用した観光ルートの開発・PR、イベント等の充実に取り組み、「東温版ま
ちづくり型観光」を確立し、産業振興と交流人口の拡大による地域活性化につなげます。
また、近隣市町との広域観光の充実を図るとともに、県内外の交流のある市町と連携し、観光・物
産の PR活動の強化を図ります。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

観光施設入込客数 823 千人 827 千人 830 千人

①�市内観光ルートの開発

②�イベント等の充実

③�広域観光体制の充実と PR活動等の強化

④�物産の振興

施策体系

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標８では、「８－９持続可能な観光業を促進する」を設定しています。
本市は、これを踏まえ、持続可能な観光業に注目した取組を進めます。

東温市さくらの湯観光物産センター

とうおん　旅あそび（一般社団法人　観光物産協会）
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

イベント参加者数 56,800 人 42,700 人 55,000 人

具体的な事業 ●市内イベント支援事業　●とうおんファミリーフェスティバル開催事業

施策２ イベント等の充実

①�　毎年多くの観光客でにぎわう産業まつり、観月祭、どてかぼちゃカーニバル、白猪の滝まつり、
とうおんファミリーフェスティバル、源太桜まつりなど各種イベントの充実に努めます。
②�　レンタサイクルを運営する市観光物産協会と連携し、愛媛サイクリングの日等において、市内
ルートを活用したサイクリングイベントを開催します。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

観光バスツアー参加者数 ― 663 人 800 人

 施策別の取組

施策１ 市内観光ルートの開発

①�　市観光物産協会及び市内事業者と連携しつつ、観光物産センターを中心とした多様な観光ルー
トの開発を図り、観光客が市内を周遊できるコンテンツの確立を目指します。
②�　愛媛大学医学部等と連携し、市の自然や地域健康資源などを活用した「ヘルスツーリズム」も
加えた、「とうおんツーリズム」による誘客を推進します。
③�　重信川サイクリングロード及び SAKURA�select 推奨サイクリングコース（６コース）の認知
度を向上し、自転車を活用した市内周遊ルートの確立を目指します。

具体的な事業 ●とうおんツーリズム促進事業　●サイクリングコース普及促進事業　

東温市イメージキャラクター　いのとん

Toon City 
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施策３  広域観光体制の充実と PR 活動等の強化

①�　広域的な連携を強化し、近隣市町と連携した広域周遊観光ルートの開発や県外での PR活動の
強化により、地域一体となった観光振興施策を推進します。
②�　ホームページの充実をはじめ、SNSを活用した観光情報の発信や PR活動を推進するとともに、　
地域住民及び観光関連事業者と一体となって受入環境の整備に努めます。
③　県内外の交流のある市町との連携により、観光 PR活動の強化及び物産販売の推進を図ります。
④��　観光を核とした産業の振興と交流人口拡大による地域活性化を図るため、市観光物産協会の育
成・支援を行います。

具体的な事業
●魅力発信事業　●観光物産協会育成・支援事業　
●いのとんを活用した PR事業　●観光大使を活用した PR事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

観光 PR・物産販売回数 141 回 141 回 160 回

広域連携事業数 １件 １件 ４件

具体的な事業 ● SAKURA�select�創出事業　

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

SAKURA�select�選定商品数（累計） ― 38件 50件

施策 4  物産の振興

①�　市さくらの湯観光物産センターを拠点に、市内の事業所と連携しながら、“東温らしさ ”をコ
ンセプトとした「SAKURA�select（さくらセレクト）」の商品開発から試験販売、情報発信、販
路拡大まで一貫した取組を行い、地域に根ざした強い産業構造の構築と交流人口の増加を図りま
す。

SAKURA select（さくらセレクト）
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政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

誘致企業数（累計） １社 １社 ３社

雇用・勤労者福祉の充実政策4

現状と課題

少子高齢化や人口減少が進行するとともに、産業を取り巻く環境が急速に変化する中で、地方にお
ける雇用環境は依然として厳しい状況にあります。
これまで本市では、「東温市企業立地促進条例」に基づき、積極的な企業誘致施策を展開し、雇用
拡大に努めてきたほか、既存事業所における勤労者の福祉の充実を図るため、各種施策を推進してき
ました。
しかしながら、本市においては、今もなお、雇用機会の不足が問題となっており、魅力ある雇用の
場の拡充をはじめ、若年労働者の地元就職の促進のほか、女性、高齢者、障がい者等の雇用促進に努
めながら、企業誘致・留置対策を推進する必要があります。
また、すべての勤労者が健康で快適な勤労生活を送ることができるよう、国や県の施策に沿った労
働時間の短縮や労働環境の充実などを促すとともに、勤労者の福利厚生機能の充実を図っていく必要
があります。

取組の方向性

企業誘致・留置による安定した雇用の創出と、働きやすい環境の充実したまちを
目指します。
市内における雇用の場を確保するため、新たな工業団地の整備に取り組みます。
また、県との連携により、企業が立地できる公有地や民有地等の情報収集に努めるほか、事業所の
新設・増設等への優遇制度の充実に努め、企業誘致を推進します。
既存企業に対する各種支援施策を展開し、東温版エコノミックガーデニング（地元の中小零細企業
を大切に育てることにより地域経済を活性化させる政策）を確立しながら企業留置を推進します。
その他、働きやすい環境整備や労働条件の向上等、勤労者が健康でより快適に就業できる環境づく
りのため、事業所への啓発等を積極的に推進します。また、四国労働金庫との提携による住宅資金・
教育資金の融資を推進し、勤労者の福祉の向上に努めます。

①�企業誘致・留置の推進

②�雇用機会の確保と雇用の促進

③�勤労者福祉の充実

施策体系

Toon City 



103103

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

SDGs の目標との対応

SDGs の目標８では、「８－５雇用と働きがいのある仕事、同一労働同一賃金
を達成する」、「８－８労働者の権利を保護し、安全・安心に働けるようにする」
を設定しています。本市は、これを踏まえ、労働環境の充実に注目した取組を進
めます。

目標９では、「９－２雇用とGDPに占める産業セクターの割合を増やす」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、雇用機会の確保と雇用の
促進に注目した取組を進めます。

工業団地（イメージ）
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施策別の取組

施策 1  企業誘致・留置の推進

①�　工業団地の造成等により、企業立地の各種優遇措置の充実を図りながら、誘致活動を積極的に
展開し、優良企業や試験研究機関などの立地促進に努めるほか、既存企業の留置対策のための各
種施策を展開します。

具体的な事業

具体的な事業

●商工業振興事業　●企業誘致推進事業　●工業団地整備事業

●雇用対策支援事業（交流シンポジウム開催）　●雇用創出奨励金支給事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

新規立地等の従業員数（累計） 13人 13人 200 人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

交流シンポジウム開催数 ― ２回 ３回

施策 2  雇用機会の確保と雇用の促進

①�　中小零細企業が県内の就職希望者に対して自社のＰＲができる場としての「交流シンポジウム」
の開催、立地企業を対象とした雇用促進に直結する奨励制度の創設、ハローワークなどの関係機
関との連携による啓発等を行うことで、中小零細企業における雇用機会の確保と促進に努めます。

Toon City 
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

健康づくり推進宣言事業所数 ― ７事業所 10事業所

具体的な事業 ●労働者福祉啓発事業　●勤労者福利厚生資金貸付事業

施策 3  勤労者福祉の充実

①�　中小零細企業に対して、働き方改革や健康経営など様々な労働者福祉に関する情報を周知・啓
発することにより、中小零細企業における健康経営や労働条件の向上などを促進し、働きやすい
職場環境づくりを目指します。
②�　四国労働金庫との提携による住宅資金・教育資金の融資を推進し、勤労者福祉の向上に努めま
す。

交流シンポジウム（オンライン交流会）
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学校教育の充実政策１

政策目標４　心豊かに学びあう文化創造のまち

現状と課題

近年、少子化や核家族化、地域コミュニティの低下など、子どもたちを取り巻く社会の環境は大き
く変わり、教育課題やニーズの多様化に適応した教育活動が求められ、学校教育が果たすべき役割は
ますます大きなものとなっています。
本市ではこれまで、学校施設の耐震化を最重要課題として取り組んできました。その結果、平成
27年度中に耐震補強工事が完了し、耐震化率 100％を達成しました。引き続き、経年による施設等
の老朽化に伴う改修を行う必要があり、各学校施設・設備の計画的な整備充実を図り、安全で快適な
教育環境づくりに努める必要があります。
また、未来を担う子どもたち一人ひとりが、生きる力を育み健やかに成長できるように、基本的生
活習慣を身に付けさせ、規範意識や他者を思いやる人権感覚の育成など、心豊かな人間性とたくまし
く生きるための食育、健康・体力づくり、学力の向上に向けた取組を行うとともに、いじめ・不登校
対策など、学校、家庭、地域がそれぞれの役割のもと連携を図りながら地域に開かれ、地域から信頼
される特色ある学校づくりに努めています。
このほか、今後、次世代を担う子どもたちが様々な問題解決に ICTを効果的に利用する考え方や技

術を身につけるために、学校における ICT環境の整備及び ICT機器の活用の推進に努めます。
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学校給食における地場産物（県内産食材）活用状況の推移

Toon City 
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取組の方向性

子どもたちの生きる力を育み、人間性豊かな大人へ成長できる教育環境が充実し

たまちを目指します。

学校施設の耐震化率は 100％を達成しており、老朽化した施設については、「東温市学校等施設長
寿命化個別計画」に基づき、長寿命化改修等を行います。
児童生徒１人１台端末など ICT機器を活用し、質の高い教育に取り組むとともに、テレワーク（情
報通信技術を活用して時間や場所において柔軟に働く形態）システム等の導入に向けて検討を行い、
ICT環境の整備に取り組みます。
保育所、幼稚園、小・中学校及び関係機関が密接な連携を図りながらきめ細かな支援を行い、教職
員のさらなる資質向上に努め、確かな学力が身につき、豊かな心が育まれる教育を推進するとともに、
特別支援教育の一層の充実に努めます。
長期欠席者のほとんどは不登校児童生徒であるため、引き続きいじめ問題も含め、不登校の未然防
止・解消に向けて、学校と家庭、地域が連携を図り、対応します。
学校給食を通して食育を実践することにより、心身ともに健全な子どもたちの育成に努めるととも
に、地産地消を積極的に取り入れ、地域産業の活性化にも寄与します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「学校教育の充実」に�
満足している割合 44.8％ 31.6％ 50.0％

※市民アンケートでの「学校教育の充実」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�社会総がかりで取り組む教育の推進

②�安全・安心な教育環境の整備

③�確かな学力を育てる教育の推進

④�豊かな心、健やかな体を育てる教育の推進

⑤�特別支援教育の充実

⑥�教職員の資質・能力の向上

⑦�学校給食の充実と食育の推進

施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標４では、「４－１無償・公正・質の高い初等・中等教育を
修了できるようにする」、「４－３高等教育に平等にアクセスできるように
する」、「４－４働く技能を備えた若者と成人の割合を増やす」、「４－５教
育における男女格差をなくし、脆弱層が教育や職業訓練に平等にアクセス
できるようにする」、「４－６基本的な読み書き計算ができるようにする」、�
「４－ a 安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供する」、�
「４－ｃ質の高い教員の数を増やす」を設定しています。本市は、これを踏まえ、
公正な教育環境に注目した取組を進めます。
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施策別の取組

施策 1  社会総がかりで取り組む教育の推進

①�　学校、家庭、地域が一体となった開かれた学校づくりに努めるとともに、全小・中学校に、学
校運営協議会を設置し、保護者や地域住民の意見や学校評価を、学校運営に反映し、地域ととも
にある学校づくりを実現します。

具体的な事業

具体的な事業

具体的な事業

●学校評価事業　●学校運営協議会事業

●学校等施設長寿命化改修等事業　●学校施設非構造部材耐震化事業

●学校 ICT整備事業　●国際理解教育推進事業　　

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

学校運営協議会を設置する学校数 ― ― 9校

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

学校等施設長寿命化個別計画に基
づく学校等施設長寿命化改修等事
業実施棟数（累計）

― １棟 16棟

施策２ 安全・安心な教育環境の整備

①　「東温市学校等施設長寿命化個別計画」に基づき、長寿命化改修等を行います。
②　学校施設の非構造部材について、耐震化整備を行います。
③�　地震や豪雨などの自然災害のほか、様々な場面を想定した避難訓練を実施するなど、実効的な
防災教育を行い、防災意識の向上を図ります。

施策３ 確かな学力を育てる教育の推進

①�　全国学力・学習状況調査などの結果分析・検証を行い、効果的な活用方法を検討し、学力向上
につながるよう努めます。
②�　ALT（外国語指導助手）や外国語活動支援員を活用し、外国語教育の充実を図り、グローバル
社会に対応できるコミュニケーション能力の育成に努めます。
③�　児童生徒１人１台端末の整備を行い、授業や家庭学習で ICTを積極的に最大限活用することで、
多様な子どもたちの能力・適性等に応じた学びの場を提供し、質の高い教育の推進に努めます。

Toon City 
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具体的な事業

具体的な事業

●特色ある学校づくり事業　●演劇指導等アウトリーチ事業　
●小学校社会科副読本製作事業

●特別支援教育相談事業　●学校生活支援員配置事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

児童生徒 1人 1台端末の整備率 ０.0％ ０.0％ 100.0％

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

特色ある授業を�
年間 10回以上実施する学校数 1校 0校 9校

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

通級指導教室を設置する学校数 ３校 ４校 ５校

施策４ 豊かな心、健やかな体を育てる教育の推進

①�　児童生徒が生命の大切さや他人を思いやる心を育み、豊かな人間性を身につけるよう効果的な
道徳教育を推進します。
②　本市の特性や地域の自然、人材を活用した特色ある教育・特色ある学校づくりに努めます。
③�　企業からの出前授業や職場体験学習などを実施するなど、将来を担う子どもたちのキャリア教
育を推進します。
④　学校、家庭、地域が連携し、児童生徒の健康管理や体力向上の取組を推進します。

施策５ 特別支援教育の充実

①�　関係各機関がスムーズな連携を図り、きめ細かな支援に取り組めるよう、相談体制の充実を図
ります。
②�　特別な配慮を要する児童生徒に必要な支援を行えるよう、学校生活支援員の効果的な配置に努
めます。
③�　差別のない共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育（障がいの有無によらず、誰もが地域
の学校で学べる教育）を推進します。
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関連する個別計画

■�第３次東温市食育推進計画（平成 31年３月）
■�東温市学校等施設長寿命化個別計画（平成 31年３月）
■�東温市教育大綱（令和３年２月）
■�東温市教育基本方針（毎年）

施策６ 教職員の資質・能力の向上

①�　校内研修や事例研究を通じ、児童生徒に対する分析力や応用力の向上を図り、QU調査（楽し
い学校生活を送るためのアンケート）を効果的に活用することによる、いじめの早期発見・防止
や不登校傾向にある児童生徒の早期発見に努めます。
②�　校務支援システム及び学校グループウェア（職員間の情報共有を図るための庁内ネットワーク）
を活用することで、教職員の負担軽減、事務の効率化、学校内・学校間での情報共有を図るとと
もに、校務支援システムなどの活用により生じた余剰労力を児童生徒との共有時間につなげるこ
とにより、さらなる教育の質の向上に努めます。
③�　学校事務の情報交換、相互支援、集中処理など学校事務の共同実施を充実し、正確で質の高い
学校事務の提供に努めます。
④�　教職員への ICT研修を実施するとともに、小中学校に ICT支援員を配置し、機器操作の習熟や、
教材作成の支援を行うことにより、教職員の ICTに関する能力向上に努めます。

施策７ 学校給食の充実と食育の推進

①　給食センターの良好な運営により衛生的かつ効率的な調理に努めます。
②　「食育」の視点に立った給食センター活用に努めます。
③　地元産食材の使用を促進し、地産地消に努めます。
④　栄養教諭が各学校と連携し、年間計画に基づく食育指導の充実に努めます。
⑤　アレルギー対応食を推進します。

具体的な事業
●よりよい学校生活と友達づくり事業　●校務支援システム整備事業　
●指導主事配置事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ICT 支援員の配置人数 １人 ９人 ９人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

学校給食における�
地元産食材の使用率 59.9％ 98.0％ 99.0％

具体的な事業 ●学校給食事業　　

※地元産食材 =県内産食材

Toon City 
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青少年の健全育成政策２

現状と課題

少子化や核家族化の進行、情報化の進展など社会・経済情勢の急速な変化に伴い、青少年を取り巻
く環境は大きく変化し、規範意識の低下や非行・犯罪の増加、低年齢化、凶悪化等が全国的に深刻な
問題となっています。
すべての児童生徒を、対人関係が構築でき、心が通いあう、社会性のある大人に育成するため、小
中学校におけるいじめ・不登校問題に、関係者が一体となって組織的に対応する必要があります。
このため本市では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、「東温市いじめ防止等のための基本方針」
を策定し、いじめに関する情報交換や対応を協議するために青少年問題等協議会を設置するなど体制
の整備に努めてきました。
また、青少年補導センターを拠点に青少年補導委員会、青少年健全育成推進協議会、PTA等の関係
機関・団体と連携しながら、補導活動や環境浄化活動、相談活動、体験・交流機会の提供など、青少
年の健全育成に積極的に取り組んでいます。
今後も、青少年が学校、家庭、地域社会などあらゆる生活の場において、人権を尊重され、多様な
人間関係や活動を通して豊かな人間性を育み、未来へ向かって羽ばたけるよう、行政をはじめ、学校、
家庭、地域社会がそれぞれの立場を自覚して、より一層連携を密にし、積極的な取組を進めていく必
要があります。

巡回補導回数・活動人数の推移

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 
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Toon City 
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取組の方向性

地域ぐるみで健全な社会環境づくりに取り組み、すべての子どもが豊かな心を育

むまちを目指します。

学校、家庭、地域、関係機関等が連携し、一体となって、いじめ・不登校等を生まない環境づくり
に努めるとともに、いじめ等の早期発見・対処等について迅速に対応します。
青少年の健全育成については、従来通りの街頭補導を継続して実施し、青少年の非行を未然に防止
するよう努めます。また、今後も教育委員会を中心に PTA、警察、学校、行政等が連携し、青少年の
健全育成を推進します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「青少年の健全育成」に�
満足している割合 26.3％ 31.6％ 50.0％

※市民アンケートでの「青少年の健全育成」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�いじめ・不登校等への組織的対応

②�地域ぐるみで取り組む青少年健全育成活動の推進
施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標４では、「４－ a安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を
提供する」を設定しています。本市は、これを踏まえ、公正な教育環境に注目し
た取組を進めます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

不登校児童生徒の人数 20人 32人 ０人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

青少年補導件数 20件 ６件 ０件

具体的な事業 ●補導活動及び青少年健全育成事業

※不登校児童生徒数については、年間 30日以上の欠席者

施策２ 地域ぐるみで取り組む青少年健全育成活動の推進

①�　青少年問題等協議会の充実・活用を図るとともに、学校、家庭、地域、関係機関・国体、行政
の連携を一層強化し、総合的に健全育成活動を推進します。
②�　関係機関・団体を中心とした有害環境の浄化や非行の発見・予防・対応などに関わる各種の活
動を支援・促進するとともに、広報・啓発活動の推進などを通じて地域における声かけ運動やあ
いさつ運動などを促進し、健全な社会環境づくりを進めます。
③�　いじめ・不登校、非行、学習方法等の教育問題全般について、児童生徒、保護者からいつでも
安心して相談できるよう教育相談活動の充実に努めます。

※松山南警察署による件数

施策別の取組

施策１ いじめ・不登校等への組織的対応

①�　いじめ・不登校問題の重要性について、市民全体に認識を広めるため、学校、家庭、地域、関
係機関が一体となって取り組みます。
②�　「東温市いじめ防止等のための基本方針」を定期的に見直し、いじめの未然防止、早期発見、
対処等への取組について、組織として実効的に対応できるよう努めます。
③�　スクールソーシャルワーカーやハートなんでも相談員を市内の学校に配置し、不登校傾向にあ
る児童生徒の対応に取り組みます。
④�　適応指導教室では、学校に行きたくても行くことができない児童生徒に対して基本的な生活習慣
の改善や自立心・協調性を育て、社会的に自立できるよう教育相談や学習支援等に取り組みます。

具体的な事業 ●いじめ STOP子ども会議事業　●適応指導教室運営事業

Toon City 
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■�東温市いじめ防止等のための基本方針（平成 27年４月）
■�東温市教育大綱（令和３年２月）

不良図書回収数の推移

教育相談件数の推移
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生涯学習社会の推進政策３

現状と課題

国では、少子高齢化やグローバル化など、社会全体が急速に変化する中、一人ひとりが生涯にわたっ
てそれぞれのニーズに応じた学習を能動的・自発的に行い、その成果を社会に生かしていくことので
きる生涯学習社会の構築を推進しています。
本市では、市民の学習ニーズに応えるため、中央公民館や川内公民館、図書館等の社会教育施設を
拠点に、講座や教室などの事業を開催しているほか、学習情報の提供や広報・啓発活動の推進、社会
教育団体の育成等に努めています。
しかし、市民の生涯学習に対するニーズは、教育や文化の範囲にとどまらず、生活や地域社会の課
題などへ広がりをみせるなど、ますます多様化、高度化しており、市民ニーズと社会の要請に適切に
応える学習機会の提供が求められています。
このため、趣味教養から社会の課題やまちづくりのための講座まで幅広く充実強化し、大学や民間
と連携するとともに、各種教養講座・教室の内容をより充実させ、より市民のニーズに沿った生涯学
習の場を提供していくことが必要となっています。

公民館利用者数の推移

※H23年度は、「中央公民館耐震補強工事」の実施により利用者数が減少
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Toon City 



117117

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

取組の方向性

個性、能力を伸ばし、充実した人生を送ることができるまちを目指します。

公民館が地域の人と人をつなぎ、地域のコミュニティを活性化する拠点となるよう、各種団体との
連携により、各世代のニーズに添った講座を機動的に実施します。
図書館においては、利用しやすい環境整備や、学校図書館との連携・協力体制を充実し、親しみの
ある図書館づくりを推進します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

公民館の利用者数 76,566 人 73,409 人 76,500 人

※公民館の利用者数（中央公民館と川内公民館の利用者数合計）

①�学びあい高めあう生涯学習の推進

②�読書活動の推進と図書館利用の促進
施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標４では、「４－７教育を通して持続可能な開発に必要な知識・技
能を得られるようにする」を設定しています。
本市は、これを踏まえ、持続可能な開発に必要な知識・技能を得られる生涯学
習に注目した取組を進めます。
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施策２ 読書活動の推進と図書館利用の促進

①�　市民ニーズの的確な把握と対応により、施設・設備の整備や図書館資料の充実を図り、利用者
が快適に利用できる新鮮で魅力ある図書館づくりに努めます。
②�　「第３次とうおん子ども読書活動推進計画」に基づき、各種イベントなどの実施により、親し
みのある図書館を目指して、学校図書館と連携・協力して子どもたちの読書活動の助長に努めま
す。

具体的な事業
●子ども読書活動推進事業　●図書館管理システム更新事業　
●第４次とうおん子ども読書活動推進計画策定事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

図書貸し出し者数 63,295 人 59,943 人 65,000 人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

公民館利用団体数 282 団体 305 団体 335 団体

施策別の取組

施策１ 学びあい高めあう生涯学習の推進

①�　学びあい高めあうことができるまちを実現するために、様々な変化に応じた学習機会の提供、
学習内容の向上に努めます。
②�　公民館を拠点に活動している団体が、その成果を発表し、地域での活動に生かすことのできる
体制の整備に努めます。
③　社会教育関係団体などとの連携を強化し、活動の支援制度の充実に努めます。

具体的な事業

●家庭教育学級事業　●社会教育団体連携事業　●公民館改修事業
●文化活動推進事業　●各種講座開催事業
●わんぱく広場・Jr.�リーダー育成講座開催事業
●各種自主活動事業　●放課後こども教室事業

Toon City 
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関連する個別計画

■�第３次とうおん子ども読書活動推進計画（平成 29年３月）
■�東温市教育大綱（令和 3年 2月）
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政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「文化・スポーツの推進」
に満足している割合

文化 25.6％
スポーツ 30.7％ 31.9％ 36.0％

文化・スポーツの推進政策４

現状と課題

超高齢社会を迎える中で、文化・スポーツは、次代を担う青少年の健全育成、世代間の交流、地域
コミュニティの醸成などに資するもので、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に不可欠なものです。
本市では、文化協会加盟の芸術・文化団体が中央公民館や川内公民館などの施設を利用して様々な
芸術・文化活動を行っています。
また、スポーツの振興は、各種スポーツ大会等の開催のほか、スポーツ協会やスポーツ少年団等と
連携を図りながら、市民の健康づくりや地域交流の促進に努めています。
今後、創造的なまちづくりを進めるためには、文化活動の推進や、各種スポーツ大会をさらに充実
させるとともに、社会環境の変化等も見据え、誰もが文化・芸術やスポーツに親しむことができる機
会の創出や活動を積極的に進めていく必要があります。
また、各種活動を行う施設の多くが建設から 20年以上経過していることから、中長期的な視点に
立った維持管理に努めていく必要があります。

取組の方向性

誰もが、文化・芸術やスポーツに親しむことができるまちを目指します。

市民力を生かした個性豊かな文化の創出と「ふるさと東温づくり」に向け、市民のニーズに応じた
多様な文化活動の支援、文化財などの伝統文化の継承を図ります。
また、市民が生涯健康で活力ある生活が送れるよう、スポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ大
会やスポーツ・レクリエーション活動の振興と効果的な PRによる参加促進を図ります。
なお、施設においては個別施設管理計画に基づいた、適正な維持管理を行います。

※市民アンケートでの「文化・スポーツの推進」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�地域文化の継承・発展と文化財の保存・活用

②�スポーツ活動の充実・促進
施策体系

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標 11 では、「11 －４世界文化遺産・自然遺産を保護・保全する」
を設定しています。本市は、これを踏まえ、文化財保護に注目した取組を進めます。

東温カレッジ

市民ソフトボール大会
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施策別の取組

施策１ 地域文化の継承・発展と文化財の保存・活用

①�　文化祭や市民大学、各種講演会、コンサートなど、魅力ある文化行事の企画・開催を市民との
協働のもとに進めるとともに、民間の劇場との連携により、多様な芸術・文化を鑑賞する機会や
活動成果を発表する機会の拡充に努めます。
②�　先人が築き永く継承・保存してきた文化財・歴史資料を次世代へ継承するため、保護に取り組
みます。
③�　地域に残された伝統文化を継承していくため、後継者の育成などを支援し、体制の強化を図り
ます。
④�　歴史民俗資料館収蔵庫の活用やホームページに情報公開するなど、市民の歴史・文化に対する
意識高揚を図ります。

施策２ スポーツ活動の充実・促進

①�　市民が生涯にわたって、身近にスポーツ・レクリエーションに親しみ、健康で生きがいのある
生活を送ることができるよう、誰もが利用しやすいスポーツに親しむ場として、体育施設などの
充実と利活用の促進を図ります。
②�　「東温市スポーツ推進計画」に基づき、市民のニーズやライフステージに応じた、誰もが参加
しやすいスポーツ機会の提供に努めます。
③�　各種事業の展開にあたっては、スポーツ協会などとの連携を強化し、市民のスポーツ活動の推
進に努めます。
④�　市民とスポーツ・レクリエーション関係者、行政の協働により、さらなるスポーツ環境の整備
に努めます。
⑤　個別施設管理計画に基づき、定期的に修繕・改修を行うことにより、施設の長寿命化に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●公民館活動事業　●埋蔵文化財事業　●歴史民俗資料館事業

●各種スポーツ大会開催事業　●プロスポーツ応援事業　
●体育施設管理運営事業　●オリンピック・パラリンピック開催事業
●愛・野球博事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

文化協会加入者数 996 人 820 人 850 人

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

体育施設利用者数 354,095 人 345,330 人 360,000 人

Toon City 
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関連する個別計画

■�東温市スポーツ推進計画（平成 31年２月）
■�東温市教育大綱（令和３年２月）

歴史民俗資料館収蔵庫
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人権尊重のまちづくりの推進政策1

政策目標５　みんなでつくる協働・自立のまち

現状と課題

「人権の世紀」と言われる 21世紀において、人権の尊重が平和の基礎であるという世界的な共通認
識のもと、我が国においても、真に心豊かな社会の実現のため、平成 28年４月には「障害者差別解消法」
が施行されるなど、人権尊重社会の確立に向けた様々な取組が進められています。
本市では、人権尊重の意識の高揚を目指して、人権に関する正しい理解と認識を深めるとともに日
常での態度や行動につながる人権感覚が身に付くよう、講演会・研修会の開催、啓発リーフレットの
配布、企業訪問等、様々な方法で人権問題解決に取り組んでいます。
しかし、依然として、同和問題をはじめ、子どもや女性、高齢者、外国人、障がいのある人、犯罪
や非行をした人などの従来からの人権問題が存在しており、また、情報化の進展によるインターネッ
トを悪用した名誉毀損、プライバシーの侵害等の新たな人権課題も生じています。
このため、市民一人ひとりが人権問題を身近なこととして受け止め、同和問題をはじめとする様々
な人権問題に対する正しい理解や認識を持ち、問題解決に取り組めるよう、人権教育協議会など関係
機関・団体と連携しながら、講座や講演会の開催、広報・啓発活動を継続的かつ効果的に推進してい
く必要があります。

人権講座

Toon City 
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取組の方向性

市民一人ひとりが人権を尊重する、差別のないまちを目指します。
市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を認識し、人権に関する知識・理解を深め、人権意
識を高めていくために、今後も引き続き講演会や研修会を積極的に開催し、関係機関等とも連携を図
りながら、人権教育や啓発活動を推進するとともに、人権侵害に対する適切な対応に努めます。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「人権尊重のまちづくりの
推進」に満足している割合 22.6％ 19.0％ 24.0％

※市民アンケートでの「人権尊重のまちづくりの推進」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�市民のすべてが実践する人権教育の推進

②�あらゆる場を通じた人権啓発活動の推進
施策体系

SDGs の目標との対応

SDGs の目標 4では、「４－７教育を通して持続可能な開発に必要な知識・技
能を得られるようにする」をターゲットとして設定しています。本市は、これを
踏まえ、人権教育に注目した取組を進めます。

目標 10では、「10－ 2すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治へのか
かわりを促進する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
人権意識の普及・高揚、差別のない社会の実現を目指した活動に注目した取組を
進めます。

目標 16では、「16－ｂ差別のない法律、規則、政策を推進し、実施する」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、人権を守る活動に注目し
た取組を進めます。
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関連する個別計画

■�東温市障がい者基本計画（令和３年３月）
■�東温市教育大綱（令和３年２月）
■�第２次東温市男女共同参画計画（平成 28年３月）
■�東温市地域福祉計画（平成 30年 3月）
■�東温市再犯防止推進計画（令和 3年３月）

施策別の取組

施策１  市民のすべてが実践する人権教育の推進

①�　市民一人ひとりが人権について正しく理解し、人権への配慮が態度や行動に現れるような豊か
な人権感覚を培い、人権尊重の精神を日常生活に生かすことができるよう、人権教育を継続的か
つ効果的に推進します。また、人権教育協議会の活動支援や庁内関連部門と関係機関・団体相互
の連携強化を図りながら、指導者の育成に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●研修会等開催事業　●企業訪問活動事業

●人権対策協議会支援事業　●人権啓発事業　●福祉館管理運営事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

人権講演会や研修会の開催回数 ７回 ７回 ８回

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

人権啓発事業の実施回数 19回 20回 22 回

施策 2 あらゆる場を通じた人権啓発活動の推進

①�　学校、地域、家庭、職域その他の日常生活におけるあらゆる場を通じた人権教育・啓発活動を
継続的かつ効果的に推進し、人権意識の普及・高揚、差別のない社会の実現を目指します。また、
人権擁護機関など関係機関との連携のもと、人権相談の充実を図るとともに、人権侵害などに対
する適切な対応に努めます。

Toon City 



127127

第 2 編　後期基本計画　第３章　施策別の展開

資
料
編

第
1
編

総
論

第
2
編

後
期
基
本
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
な
る 

健
康
福
祉
の
ま
ち

創
造
性
と
活
力
に

満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち

心
豊
か
に
学
び
あ
う

文
化
創
造
の
ま
ち

み
ん
な
で
つ
く
る

協
働
・
自
立
の
ま
ち

安
全
で
快
適
な

社
会
基
盤
の
ま
ち

人権の花運動
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政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「男女共同参画社会の形成」
に満足している割合 16.6％ 14.9％ 20.0％

男女共同参画社会の形成政策2

現状と課題

あらゆる場において、男女が人権を尊重しつつ責任を分かちあい、性別にとらわれることなくその
個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。
国では、平成 11年に「男女共同参画社会基本法」が制定されました。また、令和 2年 12月には「第
５次男女共同参画基本計画」が策定されました。
さらに、平成 27年８月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定され、女
性が希望に応じて職業生活で活躍できる環境の整備が進められています。
県においても、平成 22年度に「第２次愛媛県男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の
実現を目指しています。
本市では、広報・啓発活動や講演会・研修会の開催、審議会等への女性の登用促進、女性団体への
活動支援等、男女共同参画についての市民の理解浸透や女性の社会参画に努めていますが、依然とし
て女性の能力・適性への偏見や固定的な性別役割分担意識は根強く残っているため、「第２次東温市
男女共同参画計画（平成 28 年度～令和 7年度）」に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた施策
をより一層推進していく必要があります。

取組の方向性

あらゆる場において共に生き共に築く協働のまちを目指します。
少子高齢化の急速な進展や家族状況・地域環境の変化などにより、社会情勢が大きく変化していま
す。配偶者等からの暴力防止や職業生活における女性の活躍推進なども含め、さらなる男女共同参画
社会の実現に向けて、市民や事業所等と連携しながら、総合的・計画的に施策を推進します。

※市民アンケートでの「男女共同参画社会の形成」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�男女共同参画の推進

②�男女が共に働きやすい環境の整備
施策体系

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標５では、「５－１女性に対する差別をなくす」、「５－５政治、経済、
公共分野での意思決定において、女性の参画と平等なリーダーシップの機会を確
保する」、「５－ｃ女性の能力強化のための政策・法規を導入・強化する」をター
ゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、男女共同参画のための意
識、制度、女性が活躍するための環境整備に注目した取組を進めます。

目標10では、「10－３機会均等を確保し、成果の不平等を是正する」をターゲッ
トとして設定しています。本市は、これを踏まえ、男女の雇用の均等な機会と待
遇の確保やセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する啓発に注目した取組を
進めます。

男女共同参画研修会
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

家族経営協定締結数 44件 45件 54 件

関連する個別計画

■�第２次東温市男女共同参画計画（平成 28年３月）

施策 2 男女が共に働きやすい環境の整備

①�　「男女の雇用の均等な機会と待遇の確保」や「セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）
等の防止」に関する啓発を行います。
②�　子育て支援や介護施策の充実を図るほか、仕事と家庭の両立のため、育児・介護休業制度など
の周知・活用を促進します。
③�　職業生活における女性の活躍推進を図るため、女性管理職の登用などの推進や女性の人材育成・
能力開発に努めます。

施策別の取組

施策１ 男女共同参画の推進

①�　男女共同参画についての理解を深めるための啓発や情報提供を行うとともに、男女共同参画に
関する学習機会を提供します。
②　男女間のあらゆる暴力の根絶に向けて、啓発活動の推進や相談体制の周知充実に努めます。
③　審議会等への女性委員の積極的な登用や、各種団体等における女性の参画を促進します。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

審議会などにおける�
女性委員の割合 25.5％ 36.1％ 40.0％

具体的な事業

具体的な事業

●女性委員登用促進事業

●家族経営協定締結

Toon City 
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男女共同参画講演会
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地域コミュニティの育成政策3

現状と課題

コミュニティ意識は、地域の連携や助けあいの基本となるもので、市民生活には欠かせない重要な
要素です。近年、核家族化、情報化の進展などによる価値観や生活様式の変化により、地域課題も複
雑かつ多岐にわたっており、市民相互の連帯意識の希薄化、地域活動の担い手不足などが課題となっ
ています。
本市では自治会が中心となって、伝統文化やスポーツ、美化・清掃、防犯・防災などの地域に根ざ
した様々なコミュニティ活動が行われてきました。
今後は少子高齢化への対応を見据え、地域における福祉、子育て分野の課題への対応や地域ビジネ
スの創出など、これまで以上に活発な活動が期待されており、その過程では目的に応じた事業推進組
織の形成や外部人材の積極的な活用が有効となります。
また、各地域の集会施設は、老朽化や耐震不足により活動拠点としての機能に支障を来しており、
さらなる自治機能の向上やコミュニティ活動の活性化につなげるため、また、災害時などの避難施設
としての役割を十分発揮できるよう、コミュニティ施設の整備を支援していく必要があります。
さらに、子どもに関する課題も複雑化、多様化しており、地域と学校がパートナーとして連携・協
働し、社会総がかりによる取組を推進することが重要になっています。

H22年度 H23年度 H24年度  H25年度 H26年度 H28年度 H30年度 H27年度 H29年度 R1年度 

10,266  10,335 10,296 10,240 10,086 10,005 9,940 10,035 9,872 9,933 

73.5%

 

73.5% 72.9% 
71.5% 

69.6% 68.9% 68.1% 68.4%  
66.6%  66.2% 
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組加入世帯数  組加入率

組加入世帯数の推移

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標 17では、「17－ 17 効果的な公的・官民・市民社会のパートナー
シップを推進する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、
市民協働に注目した取組を進めます。

見奈良集会所 集落支援活動

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「地域コミュニティの育成」
に満足している割合 21.4％ 17.3％ 22.0％

※市民アンケートでの「地域コミュニティの育成」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�コミュニティ意識の高揚

②�コミュニティ施設の整備充実

③�コミュニティ活動の活性化支援

④�コミュニティビジネスの支援

⑤�学校を核とした地域づくり

施策体系

取組の方向性

活発なコミュニティ活動が展開される、地域主体の活力あるまちを目指します。
地域コミュニティの活性化を図っていくため、地域課題の解決に向けた新たな活動などを支援・推
進するとともに、主体的なコミュニティ活動の促進に向け、各地の特色あるコミュニティ活動の情報
発信を強化します。
また、地域コミュニティ活動の拠点となる地区集会所等の整備（耐震改修を含む）についても引き
続き積極的に取り組んでいきます。
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

集落支援員数 ５人
（平成 28年度） ５人 ５人

施策 3 コミュニティ活動の活性化支援

①�　地域住民相互の連絡、環境の整備、地域環境美化、地域交流など、コミュニティ活動を支援す
る自治活動推進事業の促進に努めます。
②　�デジタル技術を活用したコミュニティ活動の促進ツールの整備に取り組みます。

具体的な事業 ●自治活動推進委託事業　●デジタル地域通貨事業　●集落支援事業�

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

地区集会所の耐震化率 2.0％ 24.0％ 35.0％

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

組加入率 69.6％ 66.2％ 65.0％

施策 2  コミュニティ施設の整備充実

①�　活動拠点となる地区集会所やレクリエーション施設などの整備や耐震改修等を支援していくと
ともに、これらの施設の地域住民による自主管理・運営体制の充実を促進します。
②　老朽化、遊休化しているコミュニティ施設は、今後のあり方を検討します。

施策別の取組

施策１  コミュニティ意識の高揚

①�　コミュニティ活動の目的や必要性等を周知し、市民のコミュニティ意識の高揚及び自治会への
加入促進に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●区長会運営事業

●コミュニティ施設整備事業補助金　●コミュニティ施設耐震改修事業

Toon City 
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

地域の維持・活性化に
取り組む地区数

５地区
（平成 28年度） ５地区 ５地区

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

地域学校協働活動を
実施する学校数 ― ― ９校

施策 5 学校を核とした地域づくり

①�　一人ひとりが大切にされる地域コミュニティづくりに向け、学校・家庭・地域それぞれが役割
を担いつつ、お互いに連携・協働した取組の推進に努めます。

具体的な事業

具体的な事業

●頑張る中山間地域等支援事業　●地域おこし協力隊導入事業

●地域学校協働活動

地域おこし協力隊募集説明会

施策 4 コミュニティビジネスの支援

①�　外部人材の積極的な活用など、地域課題に対応する多様なコミュニティビジネス（地域課題解
決型ビジネス）の創出を支援し、地域の維持・活性化につなげます。
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市民と行政との協働のまちづくりの推進政策4

現状と課題

少子高齢化の進展や人口減少傾向が続く中で、地域の抱える課題や住民ニーズは複雑・多様化して
いますが、財政状況が厳しさを増す中で、行政だけでは対応が困難なケースも生じています。
そのため、行政情報の公開・提供を積極的に行い、市民と行政との情報・意識の共有化を図りながら、
多様な住民参画・協働の仕組みを確立していくことが必要です。
本市では、広報誌やホームページを中心として情報を発信するとともに、市民との対話や意見交換
をはじめ、意見箱の設置、各種アンケート調査の実施などにより、地域の抱える課題や市民ニーズの
把握を行っています。
また、「東温市情報公開条例」及び「東温市個人情報保護条例」を制定のもと、情報公開を推進し
ているほか、審議会や委員会などを通じた市民参画による各種行政計画の策定・推進、協議会や市民
団体の多様な分野における自主的な活動の育成・支援などに努めています。
今後は、こうした取組をさらに充実させ、すべての分野で市民と行政が一体となった協働のまちづ
くりが一層活発に行われるよう、新たな時代の市民参画・協働に関する施策を総合的、計画的に進め
ていく必要があります。

取組の方向性

多様な市民参加による協働のまちを目指します。
市民と行政との協働のまちづくりの推進のためには、市民への積極的な情報公開や市民との意見交
換により、情報、意識の共有化が重要です。
今後、広報・広聴活動の充実を図るため、ホームページの充実や SNSの活用、オンライン化の推

進など、時代に即した広報活動に取り組むとともに、市民と行政の対話の機会を充実させ、市民の市
政に対する関心や理解を深め、市民参画の促進を図ります。
また、市民主体のまちづくりを推進するため、地域の課題解決や市民と共につくるまちづくりに向
けて取り組む市民活動を支援します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「市民と行政との協働のま
ちづくりの推進」に満足している
割合

24.1％ 21.8％ 25.0％

※市民アンケートでの「市民と行政との協働のまちづくりの推進」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

①�協働のまちづくりの総合的推進

②�広報・広聴活動の充実

③�情報公開の推進

④�市政参画機会の充実

施策体系

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標 16では、「16－６透明性の高い公共機関を発展させる」、「16－
10 情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する」をターゲットとし
て設定しています。本市は、これを踏まえ、情報公開に注目した取組を進めます。

目標 17 では、「17 － 17 効果的な公的・官民・市民社会のパートナーシップ
を推進する」をターゲットとして設定しています。本市は、これを踏まえ、市民
協働に注目した取組を進めます。

タウンミーティング

アートヴィレッジ構想
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市公式ホームページの�
ページビュー数 138 万件 137 万件 150 万件

施策 2 広報・広聴活動の充実

①�　広報とうおんなど各種刊行物の充実に努め、協働のまちづくりに向けた市民意識の向上につな
がる広報活動を推進します。また、意見箱の設置や各種アンケートの実施など、多様な方法で広
聴活動を推進します。
②　ホームページや SNSを効果的に活用し、双方向の広報・広聴活動を推進します。

具体的な事業
●地方創生総合サイト運用管理事業　●広報事業
●デジタル総合窓口運用管理事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民提案事業件数 ― 5件 5件

具体的な事業
●多世代交流拠点運営管理事業　●アートヴィレッジとうおん創生事業
●市民提案活動支援事業　●東温アートヴィレッジセンター運営管理事業

施策別の取組

施策 1 協働のまちづくりの総合的推進

①�　市民が主体となった地域づくりを推進するため、市民や市民団体が自ら企画立案し、発表でき
る機会や多世代が気軽に交流できる場を設けるなど、協働のまちづくりを目指し総合的、計画的
な施策の展開を図ります。
②�　市民の積極的な参画による地域づくりを推進するため、まちづくりに関する学習や交流の機会
の提供に努めます。
③�　独自性の高い事業を展開する坊っちゃん劇場と連携した「アートヴィレッジとうおん構想」の
推進や、事業者との災害時応援協定など、官民協働のまちづくりを積極的に進めます。

Toon City 
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

公文書開示請求処理件数 13件 35件 10 件

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

タウンミーティング
参加人数（累計） ― 1,063 人 2,000 人

施策 3 情報公開の推進

①�　市民参画による公正で開かれた市政を推進するため、文書管理体制の充実のもと、「東温市情
報公開条例」及び「東温市個人情報保護条例」に基づき、個人情報の保護に留意しながら、ICT
を効果的に活用した情報公開を推進します。

具体的な事業

具体的な事業

●情報公開・個人情報保護事務

●タウンミーティング開催事業　●各種計画等策定業務

施策 4 市政参画機会の充実

①�　市長や市職員が各地域等へ積極的に出向き、市政に関する説明や意見交換等の実施による市民
との対話を通して、各地域や世代の抱える課題を把握し市政運営へ反映するなど、市民の市政へ
の参画機会の充実を図ります。
②�　審議会や委員会などの委員の一般公募、ワークショップ（体験型講座）、パブリックコメント（意
見公募手続）の活用を一層推進し、各種行政計画の策定・実施・評価・見直し、行政評価等への
市民の参画・協働を促進します。

広報とうおん多世代交流拠点施設
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自立した自治体経営の推進政策5

現状と課題

景気の低迷や少子高齢化など社会・経済情勢の急速な変化により、市民税をはじめとした自主財源
や地方交付税の増加が見込めない一方で、社会保障関係費は増加傾向にあるなど、財政状況は極めて
厳しさを増しています。
これまで本市では、「東温市行政改革大綱・実施プラン」に基づき、組織・機構の再編、市税徴収
体制の強化、債券による基金の運用などの行財政改革への取組や ICTを活用した行政コストの縮減、
業務の効率化など、よりスリムで市民満足度の高い行政運営を目指し取り組んできました。
しかしながら、本市を取り巻く環境の変化や市民ニーズの複雑・多様化などにより、従来の価値観
や手法では対応できない課題も多くなっています。
今後、健全で持続可能な自治体経営を進めていくためには、さらなる行財政改革への積極的な取組
を推進し、基礎自治体としての自主性・自立性の向上や長期的な視点に立った行財政基盤を確立して
いく必要があります。
また、本市だけでは解決困難な共通課題などについては、広域的な視野に立ち、県や周辺自治体と
の連携による施策の展開や共同実施などを積極的に進めていく必要があります。

取組の方向性

行政サービスの効率化に努め、市民ニーズへの適切な対応と健全な行政運営のま
ちを目指します。
行政サービスの水準を低下させることなく、個性的で自立したまちづくりを進めるため、「東温市
行政改革大綱・実施プラン」に基づく、さらなる行財政改革を積極的に推進し、県や周辺自治体との
連携を図りながら、市民サービスの一層の向上、職員の意識改革・資質向上に努めます。
また、市民・事業者との役割分担の適正化を図り、事務事業の簡素化・効率化やデジタル技術を活
用した行政手続等の利便性の向上を推進し、多様なニーズに素早く対応します。

政策の目標値政策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

早期健全化基準以内の
健全化判断比率の財政指標 ４／ 4 ４／ 4 ４／ 4

※財政指標：①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の各指標

Toon City 
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SDGs の目標との対応

SDGs の目標 16 では、「16 －６� 透明性の高い公共機関を発展させる」�
「16 － 10 情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する」をターゲッ
トとして設定しています。本市は、これを踏まえ、デジタル化に注目した取組を
進めます。

①�自主性・自立性の高い自治体運営の推進

②�組織・機構の改革

③�行政評価の見直しと活用

④�デジタル化の推進

⑤�広域行政の推進

施策体系
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施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市税収納率（一般会計） 96.2% 98.8% 99.0%

施策 2 組織・機構の改革

①�　事務事業の見直しを不断に行い、新たな行政需要に対応した組織の再編を目指すとともに、市
民ニーズへの迅速かつ柔軟な対応を図るため、責任と役割が明確化され、意思形成過程が簡素化
された組織・機構の編制を行います。
②�　限られた人材で多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、関係部署間の横断的な連携の
強化を図り、効率的・効果的な行政運営に努めます。

施策別の取組

施策 1 自主性・自立性の高い自治体運営の推進

①�　事務事業を見直し、優先度や実施効果などに配慮した財源の配分に努め、民間活力やノウハウ
を活用するなど、さらなる行政サービスの向上と行政経費の節減、合理化を進めます。
②�　市税や使用料の徴収強化の取組を推進し、さらなる収納率の向上を図るとともに、長期保有基
金の効果的な運用、企業誘致による新たな市税収入の確保など、適正かつ安定的な財源確保に努
めます。
③�　財政指標の分析や、地方公会計制度の活用により財政状況を的確に把握し、将来を見据えた健
全かつ効率的な行財政運営を推進します。
④�　歳入に見合った歳出を基本に予算編成を行い、最小の経費で最大の効果が挙げられるよう、職
員一人ひとりが常にコスト意識を持ち、事務改善、経費削減に取り組みます。

具体的な事業 ●市税滞納整理事業

具体的な事業 ●人事管理業務

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

職員の「自立した自治体経営の�
推進」に満足している割合 15.3％ 22.2％ 33.0％

※職員アンケートでの「自立した自治体経営の推進」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

Toon City 
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具体的な事業

具体的な事業

●行政評価事務　

●情報管理業務　●基幹系システム運用管理業務
●地域イントラネット運用管理業務　●情報系システム運用管理業務
●統合型GIS�運用管理業務　●�eLTAX�管理運営事業

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

市民の「自立した自治体経営の�
推進」に満足している割合 15.3％ 13.7％ 16.0％

施策 3 行政評価の見直しと活用

①�　事務事業評価や施策評価の実施効果を検証し、より効果的かつ効率的な評価手法への改革・改
善を図るとともに、評価結果を的確に反映しながら、事務事業の分析・改善・見直しを行い、よ
り一層質の高い効率的で効果的な行政運営を図ります。

※市民アンケートでの「自立した自治体経営の推進」について、「満足」「ある程度満足」と回答した割合

施策 4  デジタル化の推進

①�　市民サービス向上のため、住民記録、税務、福祉、財務会計等総合行政システム及び統合型
GIS（地図情報システム）の安定的かつ継続的な稼動に努めます。
②�　職員の行政事務の効率化を図るため、インターネット、グループウェア（職員間の情報共有を
図るための庁内ネットワーク）等、情報系システムの安定的かつ継続的な稼動に努めます。
③�　市民が必要とする情報をホームページや行政情報配信メールを通して提供するとともに、誰も
が簡単に利用できるシステム環境の維持・向上に努めます。
④�　施設予約、図書館蔵書検索及び各種申請手続等のデジタル化やオンライン化の拡充に努め、利
便性の向上を図ります。
⑤�　マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）に対応した、総合行政システムの改修やネットワー
クセキュリティ（コンピューターネットワークの安全運用のための防衛策）を確保し、制度の適
切な運用に努めます。
⑥�　「東温市デジタル化マスタープラン」に基づき、デジタル技術を積極的に活用し、行政手続等
の簡素化や利便性の向上、業務の効率化を図ります。

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

マイナンバーカード普及率 ― 30.0％ 50.0％
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具体的な事業 ●松山圏域連携中枢都市圏推進事業　

施策の目標値施策の目標値

指標 基準値（平成 26 年度） 現状値（令和元年度） 目標値（令和７年度）

ビジョンに掲げる数値目標等を達
成した松山圏域連携取組数（事業） ― 39件 80件

関連する個別計画

■�第４次東温市行政改革大綱・実施プラン（平成 29年４月）
■�東温市公共施設等総合管理計画（平成 29年 3月）
■�東温市税徴収計画（毎年）
■�普通会計中長期財政計画（毎年）
■�第２期まつやま圏域未来共創ビジョン（令和 3年 3月）
■�東温市デジタル化マスタープラン（令和 3年 3月）

施策 5  広域行政の推進
� � �

①�　県と県内 20市町の連携により、共通課題の解決や新たな連携施策の創出など、広域的な施策
の展開を推進し、二重行政の解消や事業の効率化、行政コストの縮減などを推進します。
②�　松山圏域３市３町の一体的かつ持続的な発展を図るため、圏域の強みや特色を生かした連携施
策を推進し、松山圏域ビジョンに基づく魅力ある都市圏の形成に努めます。

Toon City 
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総合計画では、それぞれの政策と SDGs の 17 の目標との対応を整理しています。
それぞれの対応は下表のようになります。

政策目標 政策 � � � � � � � � � � � � � � � � �

1
みんなが元気にな
る健康福祉のまち

1　生涯健康づくりの推進 ●

2　地域福祉体制づくりの推進 ●

3　高齢者施策の充実 ● ●

4　障がい者施策の充実 ● ● ●

5　子育て支援の充実 ● ● ● ● ●

6　社会保障の充実 ● ●

2　
安全で快適な社会

基盤のまち

1　安全・安心な都市基盤の整備 ● ●

2　良好な住環境づくりの推進 ●

3　環境施策の総合的推進 ● ● ● ● ● ●

4　上下水道等の整備 ● ● ●

5　消防体制と防災・減災対策の充実 ●

6　防犯・消費生活・交通安全対策の充実 ● ● ●

3　
創造性と活力に満
ちた元気産業の 

まち

1　農林業の振興 ● ● ●

2　商工業の振興 ● ●

3　観光・物産の振興 ●

4　雇用・勤労者福祉の充実 ● ●

4
心豊かに学びあう
文化創造のまち

1　学校教育の充実 ●

2　青少年の健全育成 ●

3　生涯学習社会の推進 ●

4　文化・スポーツの推進 ●

5　
みんなでつくる協
働・自立のまち

1　人権尊重のまちづくりの推進 ● ● ●

2　男女共同参画社会の形成 ● ●

3　地域コミュニティの育成 ●

4　市民と行政との協働のまちづくりの推進 ● ●

5　自立した自治体経営の推進 ●

Toon City 
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総合計画では、それぞれの政策と SDGs の 17 の目標との対応を整理しています。
それぞれの対応は下表のようになります。

政策目標 政策 � � � � � � � � � � � � � � � � �

1
みんなが元気にな
る健康福祉のまち

1　生涯健康づくりの推進 ●

2　地域福祉体制づくりの推進 ●

3　高齢者施策の充実 ● ●

4　障がい者施策の充実 ● ● ●

5　子育て支援の充実 ● ● ● ● ●

6　社会保障の充実 ● ●

2　
安全で快適な社会

基盤のまち

1　安全・安心な都市基盤の整備 ● ●

2　良好な住環境づくりの推進 ●

3　環境施策の総合的推進 ● ● ● ● ● ●

4　上下水道等の整備 ● ● ●

5　消防体制と防災・減災対策の充実 ●

6　防犯・消費生活・交通安全対策の充実 ● ● ●

3　
創造性と活力に満
ちた元気産業の 

まち

1　農林業の振興 ● ● ●

2　商工業の振興 ● ●

3　観光・物産の振興 ●

4　雇用・勤労者福祉の充実 ● ●

4
心豊かに学びあう
文化創造のまち

1　学校教育の充実 ●

2　青少年の健全育成 ●

3　生涯学習社会の推進 ●

4　文化・スポーツの推進 ●

5　
みんなでつくる協
働・自立のまち

1　人権尊重のまちづくりの推進 ● ● ●

2　男女共同参画社会の形成 ● ●

3　地域コミュニティの育成 ●

4　市民と行政との協働のまちづくりの推進 ● ●

5　自立した自治体経営の推進 ●
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東温市の将来像

	1	 10 年後の将来像

これからの 10年間、市民が力を合わせ、将来を担う子どもたちが東温市に誇りを持ち続けること
ができるまちづくりを進めるため、本市の平成 37年度の将来像を以下のように設定し、活力あるま
ちづくりを推進します。

将来像「小さくてもキラリと光る�住んでみたい�住んでよかった�東温市」とは、本格的な人口減少
社会が到来する中、人口３万５千人弱の小さなまちである本市が、10年後も十分な存在感を示して
“住んでみたい ”“ 住んでよかった ”と言われるまちの実現を目指して、東温市に誇りを持ち、よりよ
い環境で住み続けられるまちづくりを今まで以上に推進していく意気込みを将来像に込めました。

基本構想　（平成 28 年度～平成 37 年度）　平成 28 年 3 月策定

TO the future ON the town
~未来へ歩もう　このまちで〜

小さくてもキラリと光る
住んでみたい　住んでよかった　東温市

将 来 像

Toon City 
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２	 10 年後の人口規模

本市における平成 22年国勢調査の総人口は 35,253 人となっています。
将来推計では、今後も人口減少傾向が続き、平成 32年に 34,035 人、平成 37年に 33,108 人とな
ることが見込まれます※。
本計画では、快適で安全・安心な生活環境や社会基盤の整備をはじめ、福祉や子育て、教育の充実、
また、活力ある産業の振興などに取り組み、住みやすさを向上させることにより出生数や転入者の増
加を図り、平成 37年の目標人口（国勢調査）を 34,000 人とします。

将来人口の推計と目標人口（国勢調査）

※国立社会保障・人口問題研究所が行ったコーホート要因法による推計結果

H22年

35,000

34,500

35,500
（人）

35,253

34,790 34,794
34,639

34,488
34,337

34,186
34,035

33,850
33,664

33,479

33,293
33,108

33,943

33,500

32,500

34,000

33,000

32,000
H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 H36年 H37年

国勢調査人口 国立社会保障・人口問題研究所推計 東温市独自推計

目標人口
34,000人34,389



152152

施策の大綱

将来像「小さくてもキラリと光る　住んでみたい　住んでよかった　東温市」の実現に向け、施策
の大綱を次のとおり定めます。

政策目標政策目標 政策項目政策項目

みんなが元気になる	みんなが元気になる	
健康福祉のまち健康福祉のまち

● 生涯健康づくりの推進
● 地域福祉体制づくりの推進
● 高齢者施策の充実
● 障がい者施策の充実
● 子育て支援の充実
● 社会保障の充実

安全で快適な	安全で快適な	
社会基盤のまち社会基盤のまち

● 安全・安心な都市基盤の整備
● 良好な住環境づくりの推進
● 環境施策の総合的推進
● 上下水道等の整備
● 消防体制と防災・減災対策の充実
● 防犯・消費生活・交通安全対策の充実

創造性と活力に満ちた創造性と活力に満ちた
元気産業のまち元気産業のまち

● 農林業の振興
● 商工業の振興
● 観光・物産の振興
● 雇用・勤労者福祉の充実

心豊かに学びあう	心豊かに学びあう	
文化創造のまち文化創造のまち

● 学校教育の充実
● 青少年の健全育成
● 生涯学習社会の推進
● 文化・スポーツの推進

みんなでつくる	みんなでつくる	
協働・自立のまち協働・自立のまち

● 人権尊重のまちづくりの推進
● 男女共同参画社会の形成
● 地域コミュニティの育成
● 市民と行政との協働のまちづくりの推進
● 自立した自治体経営の推進

Toon City 
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政策目標１　みんなが元気になる健康福祉のまち

生涯健康づくりの推進政策1

健康寿命を延伸し、健康格差が縮小できるよう、生活習慣病の発症予防と重症化予防を徹底し、健
康を支え守るための社会環境整備や地域医療体制の整備に努め、生涯健康づくりを推進します。
基幹型の総合保健福祉センター建設を推進するほか、健康づくりの基本計画である「健康増進計画」
及び「食育推進計画」に基づき、市民と行政の協働による計画推進に努めます。

地域福祉体制づくりの推進政策2

少子高齢化などの社会環境の変化が進み、核家族や独居高齢者が多くなっていくことが懸念される
中、多種・多様化、また複雑化する市民の福祉サービスのニーズに対応できるよう、各種関係団体と
連携・協力のもと、地域による支えあいの体制づくりを推進します。

高齢者施策の充実政策3

可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包
括ケアシステムの構築を推進します。
新しい介護予防・日常生活支援事業や介護給付費適正化事業の推進により、地域の実情に応じた持
続可能な介護保険事業運営に努めます。
要介護者も安心して生き生きと暮らせるよう、認知症対策や在宅医療・介護連携を推進します。

障がい者施策の充実政策4

障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人の権利が尊重され、住み慣れた地
域で安心して輝きながら自立した生活ができるよう、「障害者基本計画」及び「障害福祉計画」に基づき、
障害福祉サービス及び地域生活支援事業を提供するための体制を確保し、各種事業の充実を図ります。

子育て支援の充実政策5

核家族化やひとり親家庭の増加による子どもを育てる環境の変化により、子育てへの個人の負担が
増大し、子育て支援の重要性が増していることから、安心して子育てができるよう、三世代同居・近
居を支援するとともに、地域と関係機関が連携した総合的な子育て支援施策を推進します。

社会保障の充実政策6

市民生活における医療、年金などの社会保障制度に対する期待と不安が交錯する中、市民が健康で
安心した生活を送れるよう、社会保障制度の適正な運営に努めます。
生活困窮者の社会的・経済的な自立と生活向上のため、生活保護制度と生活困窮者支援制度の一体
的実施による重層的なセーフティネットの構築を進めます。
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政策目標２　安全で快適な社会基盤のまち

安全・安心な都市基盤の整備政策1

道路の計画的な整備促進や橋梁などの適切な維持管理に努め、施設の長寿命化を図ります。
松山自動車道の有効活用と、並行する一般道路の渋滞緩和や地域経済の活性化を図るため、スマー
トインターチェンジ設置を推進します。
公共交通は、まちづくりとの関係性を重視した取組を新たに計画し、本市の地域資源である「鉄道」
を最大限活用した施策を推進します。また、地域のおでかけ手段の確保に向け、既存の鉄道やバス路
線を維持しつつ、地域で考え、地域に合った、地域で動かす生活交通の実現化に取り組みます。

良好な住環境づくりの推進政策2

市営住宅の住戸改善を計画的に実施し、適切な市営住宅ストックの管理・運営に努めます。
良好な住環境の形成に向け、地域の実情や市民ニーズを把握し、総合的かつ計画的な景観形成を推
進します。
地域の実情や要望を把握し、みんなに親しまれる公園づくりに努めます。
市内に点在する空き家の適正な管理を推進するとともに、移住・定住の促進を図ります。

	環境施策の総合的推進政策3

新エネルギー・省エネルギーの重要性が増していることから、情勢を注視し積極的な対応に努めま
す。
市内の豊かな自然環境を守ることが地球温暖化対策や生物多様性の保全などの国際的な環境問題の
解決にもつながることから、市民と協働のもと、森林、河川の保全に努めます。
ごみ処理のさらなる分別収集の徹底と、ごみの減量化に取り組み、老朽化した焼却施設の長寿命化
を実施し維持管理に努めます。

Toon City 
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消防体制と防災・減災対策の充実政策5

地域防災力の向上を図り、近い将来に発生が予想される南海トラフ巨大地震などに備えるため、各
地区自主防災組織の育成強化や消防団、自主防災組織連絡協議会、防災士会、ボランティア団体など
と連携した組織体制の構築に努めます。
防災の基本方針に「減災」を位置づけ、市民は自らの安全は自らが守る「自助」を実践し、地域に
おいては互いに助けあう「共助」に努め、市が「公助」により補完することを基本とした防災活動を
推進します。

防犯・消費生活・交通安全対策の充実政策6

松山南防犯協会などの関係機関と連携し地域住民が安全に安心して暮らせるまちづくりを各自治会
とともに推進します。
消費生活相談員による消費生活相談への適切な対応や啓発活動を推進するとともに、新しい手口に
迅速に対応できるよう、情報収集に努めます。
「交通安全計画」に基づき、関係機関と協力しつつ、交通の状況や地域の実態に即して、交通の安
全に関する施策を展開します。

上下水道等の整備政策4

災害に強い施設整備に努めるとともに、安全・安心な水質管理体制の強化と安定供給を図りつつ、
上水道事業の健全運営に努めます。
下水道の整備計画区域や整備手法を再検討するとともに、使用料の定期的な見直しや、「地方公営
企業法」の適用による効果的かつ効率的な事業の推進に努め、公共用水域の水質の保全を図ります。
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政策目標３　創造性と活力に満ちた元気産業のまち

農林業の振興政策1

高齢化などによる後継者不足や農林産物の価格低迷による減収が深刻な問題となっており、国・県
の農林業政策の活用や農地集積を推進し、農林業の担い手を積極的にサポートします。
農林産物の高付加価値化、市場の掘り起しなどについて関係機関と連携して取り組み、農林業所得
の向上を図ります。
新たな 1次産品や加工品の研究開発及び販路拡大への支援を通じて、農商工連携、６次産業化を推
進し “とうおんブランド ”の確立に努めます。

商工業の振興政策2

本市の恵まれた立地特性を生かし、さらなる商工業の活性化を図るとともに、消費者ニーズに即し
た地域密着型のサービスの展開など、既存企業の支援策の充実を図ります。
横河原商店街のにぎわいづくりを進めるとともに、商工会と連携を密にし、企業経営の安定化に向
けた各種融資制度の活用や新たな支援に努めます。
「中小零細企業振興基本条例」に基づき、産学官金及び市民が連携し、より一層の中小零細企業の
振興施策を推進します。

観光・物産の振興政策3

市内の温泉施設や産直市場の支援に努めるとともに、自然や歴史・文化などの地域資源、サイクリ
ング、東温アルプス登山などを組み入れた観光ルートの開発・PR�を推進します。
観光物産協会と連携を密にし、イメージキャラクターいのとん、観光大使を活用した観光 PR�や物

産展を積極的に開催し、魅力発信に努めるとともに、集客力が期待されるイベントの充実に向けた支
援を行います。

雇用・勤労者福祉の充実政策4

市内における雇用の場を確保するため、新たな工業団地の建設に取り組むとともに、事業所の新設・
増設などを支援し、企業誘致・留置を推進します。
大都市への若者の流出や、非正規雇用者、低所得者などの増加による労働環境などの改善が求めら
れている中、働きやすい環境整備や労働条件の向上など、勤労者が健康でより快適に就業できるよう、
事業所への啓発などを積極的に推進します。

Toon City 
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政策目標４　心豊かに学びあう文化創造のまち

学校教育の充実政策1

未来を担う子どもたちが生きる力を育み健やかに成長できるよう、学校、家庭、地域がそれぞれの
役割のもと連携を図り、社会総がかりで教育活動を行い、地域に開かれた特色のある学校づくりを推
進します。
学校施設を順次改修し、より安全で安心な教育環境の整備に努めるとともに、関係機関が連携を図
りながら巡回相談、教育相談など特別支援教育の充実を図ります。
学校給食の施設設備と食材の衛生管理を徹底し、安全な給食の提供を行うとともに、食育を通して
食に関する正しい知識を持った心身ともに健全な児童生徒の育成に努めます。

青少年の健全育成政策2

青少年の非行防止や犯罪の抑止、地域社会の安全確保に向け、補導センターを軸として、学校、地域、
関係機関などと連携し、補導活動の充実と有害環境対策を推進します。
いじめ・不登校をはじめ、教育問題全般に適切に対応できる教育相談活動を推進します。

生涯学習社会の推進政策3

市民の学習ニーズに対応するため、教え学ぶという相互学習の機能を活用するとともに、図書館の
さらなる充実を図り、より多くの人が利用できる環境整備に努めます。
各種団体との連携により、各世代のニーズにあった講座を実施し、生涯学習活動の充実を図ります。

文化・スポーツの推進政策4

市民大学や文化祭など文化芸術活動を促進するとともに、本市に残る貴重な文化財の保存に努め、
市民の自主的な活動へと発展するよう支援を行います。
「スポーツ振興基本計画」に基づき、総合的かつ計画的にスポーツ・レクリエーション活動を推進
するとともに、えひめ国体の開催を契機に、さらなるスポーツ活動の充実・強化を図ります。
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政策目標５　みんなでつくる協働・自立のまち

人権尊重のまちづくりの推進政策1

市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を認識し、人権に関する知識・理解を深め人権意識
を高めていくため、講演会や研修会を積極的に開催し、関係機関と連携を図りながら、人権教育や啓
発活動を推進します。

男女共同参画社会の形成政策2

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によってあらゆる分野に参画することができるよう、
男女共同参画の視点に立った意識改革を推進するとともに、意思決定の場への女性の参画拡大を促進
するほか、仕事と家庭生活などが両立する環境の整備に努めます。

地域コミュニティの育成政策3

市民の地域コミュニティへの関心を高め、また、地域コミュニティ活動の活性化を図るため、魅力
ある地域の創造に向けた自主的な取組や活動拠点となる集会所などの整備に対して支援を行い、地域
コミュニティの育成に努めます。

市民と行政との協働のまちづくりの推進政策4

広報・広聴活動を通して市民のニーズを把握するとともに、自治会や市民団体、企業、NPO�など
と連携し、それぞれの果たすべき役割を自覚しながら、相互理解と協働による市民参画型のまちづく
りを推進します。

自立した自治体経営の推進政策5

増大し多様化する市民ニーズや行政需要に対して、質の高い行政サービスが提供できるよう、職員
の育成と適正な規模による弾力的で機動的な組織運営に努めます。
限りある財源のもと、職員一人ひとりが問題意識を持って事務事業の効率化・適正化に努めるとと
もに、めまぐるしく変化する情勢に迅速・的確かつ柔軟に対応できる行政運営に努めます。

Toon City 
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東温市議会 市長
説明・報告 東温市総合

計画審議会
諮問

答申

後期基本計画(案)

東温市総合計画策定委員会

総合計画策定委員会

策定部会
課長補佐・係長・主査等

教育文化部会

○子育て支援
○学校教育
○生涯学習
○青少年健全育成
○芸術・文化、文化財
○スポーツ
○学校給食

産業建設部会

○公園・緑地
○上下水道
○農業
○林業
○商工業
○観光・物産
○企業誘致・留置
○雇用・勤労者福祉
○土地利用
○市街地整備
○景観
○住宅・宅地
○道路

市民福祉部会

○環境施策
○ごみ処理等環境衛生
○保健・医療
○地域福祉・人権
○高齢者施策
○障がい者施策
○児童福祉
○生活保護
○国保・年金
○介護保険

総務部会

職員の派遣
資料等の提供

ヒアリング等
資料等の依頼

庁　　内　　各　　課

○消防・防災
○交通安全・防犯
○広報・広聴
○消費者対策
○コミュニティ
○男女共同参画
○住民参画・協働
○移住・定住
○地域振興
○情報通信網
○行財政・広域行政

コンサルタント
事務局（企画政策課）

参画

市民

アンケート・
ワークショップ等　情報提供

考察・提案
支援

　提言・回答

後期基本計画（素案）

副市長・教育長・部長・各課等の長

策定指示

庁内組織

市民参画

総合計画策定体系図
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第２次東温市総合計画後期基本計画　策定経過

年月日 項　目 内　容　等

【令和元年】6 月 28 日 職員ワークショップ 職員 42名

7 月 28 日 市民ワークショップ 公募市民 22名

8 月 25 日 市民ワークショップ 公募市民 15名

9 月 29 日 市民ワークショップ 公募市民 9名

【令和 2 年】8 月 12 日 第 1回総合計画策定委員会
後期基本計画策定のスケジュール、�
前期基本計画の施策評価結果について
協議

8 月 24 日 第 1回総合計画審議会（諮問） 策定方針、アンケート結果、�
前期基本計画の施策評価結果報告等

9 月 30 日 議会への経過説明 後期基本計画策定スケジュール等

10 月 12 日 第 2回総合計画策定委員会 後期基本計画（素案）の検討

11 月 26 日 第 2回総合計画審議会 後期基本計画（素案）の検討

12 月 18 日 第 3回総合計画策定委員会 後期基本計画（案）の検討

【令和 3 年】1 月 7 日 第 3回総合計画審議会 後期基本計画（案）の検討

1 月 8 日 第 4回総合計画策定委員会 後期基本計画（案）の検討

1 月 14 日 議会への経過説明 後期基本計画（案）の説明

1 月 14 日 市民意見公募（1/14 ～ 2/12）
後期基本計画（案）の�
パブリックコメント実施

2 月 15 日 第 5回総合計画策定委員会 後期基本計画（案）の検討

2 月 24 日 第 4回総合計画審議会
後期基本計画（案）の最終審議
答申（案）の検討

2 月 24 日 後期基本計画（答申） 総合計画審議会長から市長へ答申

3 月 後期基本計画の策定・公表

◆ 中学生アンケート（市内中学校 3 年生）�
��　令和元年　７月　　回答数 281 件

◆ 市民アンケート（16 歳以上の市民 3,000 人） 
��　令和元年　７月　　回答数 1,097 件・回収率 36.6％

◆ ＷＥＢ調査（近畿・中国・四国地方在住の 20 歳以上のモニター） 
　��令和元年　７月　　回収 515 件

◆ 職員アンケート（東温市職員）�

Toon City 
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諮問文書

東温企第２５１号
令和２年８月２４日

東温市総合計画審議会会長　　様

東温市長　加　藤　　章

第２次東温市総合計画後期基本計画について（諮問）

　東温市総合計画審議会規則（平成２４年東温市規則第３号）第
２条の規定に基づき、第２次東温市総合計画後期基本計画につい
て、貴審議会の意見を求めます。
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答申文書

令和３年２月２４日

東温市長　加　藤　　章　　様

東温市総合計画審議会
会長　　岡　本　　隆

第２次東温市総合計画後期基本計画について（答申）

　令和２年８月 24 日付け東温企第 251 号で諮問のあった「第２次東温市総合
計画後期基本計画」について、当審議会で慎重に審議した結果、その内容を妥当
なものとして認め、以下の意見を付して答申します。

記

１　当審議会での意見や審議経過を十分尊重し、基本計画を策定すること。

２　加速度的に変化する社会経済情勢を踏まえ、それらの動向には十分に留意し
ながら、適切な対応を図ること。

３　基本計画の趣旨や内容はできるだけわかりやすい形で市民への周知に努める
こと。

４　基本計画に掲げる施策の展開においては、市民や市議会等関係機関の理解と
協力を得ながら、総合的・計画的にまちづくりを推進するよう努めること。

Toon City 
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東温市総合計画審議会委員名簿
氏　名 役　職　名 備　考

相原眞知子 東温市議会議長 任期R2.8.24 ～ R2.11.16

安 部　　 毅 東温市老人クラブ連合会会長

大 野　 英 子 松山市農業協同組合女性部長

岡 本　　 隆 愛媛大学社会共創学部教授
東温市中小零細企業円卓会議委員長 会長

越 智　 俊 充 東温市商工会会長
まち・ひと・しごと創生総合戦略会議副会長

近藤千枝美 東温市議会総務産業建設委員長（～R2.11.16）
東温市議会文教市民福祉委員長（R2.11.17 ～）

重 松　　 愛 公募委員

髙須賀惠美子 東温市婦人会会長

田 房　 克 寿 東温市ＰＴＡ連合会会長

冨 永　 俊 樹 東温市小中学校長会会長

中 島　 幸 一 東温市消防団団長

中 野　　 敬 東温市医師会会長

藤 𠩤　　 弘 東温市社会福祉協議会会長 副会長

松 末　 博 年 東温市議会文教市民福祉委員長（～R2.11.16）
東温市議会総務産業建設委員長（R2.11.17 ～）

三 棟　 義 博 東温市区長会会長

村 越　 由 佳 公募委員

山 内　 和 美 きらり東温代表

渡 部　 繁 夫 東温市議会議長 任期R2.11.17 ～

渡部光右衞 東温市農業委員会会長

渡 部　 元 衞 東温市民生児童委員協議会会長

和 田　 裕 介 公募委員�

【50 音順】
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東温市総合計画策定条例	 ( 平成 27年 3月 20日条例第 3号 )

( 趣旨 )

第 1条　この条例は、東温市総合計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義 )

第 2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)�　総合計画　本市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からな
るものをいう。

(2)�　基本構想　本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想を
いう。

(3)　基本計画　基本構想を実現するための施策の内容を体系的に示す計画をいう。

(4)　実施計画　基本計画で定めた施策を推進する事業を示す計画をいう。

(総合計画策定の方針 )

第 3条　市は、広く市民の意見を聴いて総合計画を策定するものとする。

(議会の議決 )

第 4条　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定 )

第 5条　市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表 )

第 6条　市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画審議会への諮問 )

第 7条�　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、東温市附属機関
設置条例（平成 24年東温市条例第 2号）第 2条に規定する東温市総合計画審議会に諮問す
るものとする。

(委任 )

第 8条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

Toon City 
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東温市総合計画審議会規則	 ( 平成 24年 3月 23日規則第 3号 )

改正：平成 30年 3月 31日規則第 6号� 令和 2年 4月 15日規則第 33号

(趣旨 )
第 1条�　この規則は、東温市附属機関設置条例 (平成 24年東温市条例第 2号 )第 3条の規定に基

づき、東温市総合計画審議会 (以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項
を定めるものとする。

(所掌事務 )
第 2条�　審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための新たな基本構

想及び基本計画の策定について調査及び審議する。
(組織 )
第 3条　審議会は、委員 20人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)　学識経験者
(2)　行政委員会の委員
(3)　公共的団体等の役員及び職員
(4)　前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期 )
第 4条�　委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長 )
第 5条　審議会に会長及び副会長を各１名置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議 )
第 6条�　審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に招集される審議会は、

市長が招集する。
2　会長は会議の議長となる。
3　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会 )
第 7条　会長が必要があると認めるときは、審議会に委員会を置くことができる。
2　委員会の委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3　委員会に委員長を置き、委員会に属する委員の互選によって定める。
4　委員長は、委員会の会務を掌理し、経過及び結果を審議会に報告する。
(意見の聴取等 )
第 8条�　会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。
(庶務 )
第 9条　審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任 )
第 10条　この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
　　　附　則
　この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。
　　　附　則 (平成 30年 3月 31日規則第 6号 )
　この規則は、平成 30年 4月 1日から施行する。
　　　附　則 (令和 2年 4月 15日規則第 33号 )
　この規則は、公布の日から施行する。
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アルファベット・数字�

AI【P11】　
Artificial�Intelligence の略で人工知能。人工知能学会では「知的な機械、特に、知的なコンピュー
タプログラムを作る科学と技術」と説明されている。

ALT（外国語指導助手）【P108】
Assistant�Language�Teacher の略。日本人教師を補佐し、生きた英語を子どもたちに伝える英語を
母語とする外国人。

BCP【P95】
Business�Continuity�Plan の略で、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した
場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可
能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決
めておく計画。

BOD（生物化学的酸素要求量）【P79】
Biochemical�Oxygen�Demand の略で、河川の水質汚濁を測る代表的な指標。水中の有機物が微生
物の働きによって分解される酸素の量のこと。

GIS【P62】
Geographic�Information�Systemの略。地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデー
タを総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。

ICT【P33】
Information�and�Communication�Technologyの略。情報処理および情報通信、つまり、コンピュー
ターやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称。

IoT【P11】 
Internet�of�Things の略。従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ（センサー機器、
駆動装置、建物、車、電子機器など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続
され、相互に情報交換をする仕組み。これにより、これまでに無いより高い価値やサービスを生み出
すことが可能になる。

【参考】用語集
※各用語が最初に出てくるページを記載しています。

Toon City 
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KDB システム【P33】
国保データベースシステム。国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特
定健診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や「個
人の健康に関する情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすること
を目的として構築されたシステム。保健師等が手作業で行ってきた健康づくりに関するデータ作成が
効率化され、地域の現状把握や健康課題を明確にすることが容易となる。

RPA【P11】
Robotic�Process�Automation の略。これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェ
アのロボットにより自動化するもの。

SNS【P94】
Social�Networking�Service の略。人と人との社会的なつながりを維持・促進する様々な機能を提供
する、会員制のオンラインサービス。

Society5.0【P11】
Society とは社会のことで、サイバー空間の積極的な利活用を中心とした取組を通して、新しい価値
やサービスが次々と創出され、人々に豊かさをもたらす、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会
に続く人類史上 5番目の社会。

4R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）【P73】
「Refuse（リフューズ）ごみになるものは断る」、「Reduce（リデュース）ごみを減らす」、「Reuse（リユー
ス）繰り返し使う」、「Recycle（リサイクル）資源物として再利用する」の頭文字の 4つの Rからとっ
たごみ減量のキーワード。その行動によりごみ問題への対応・資源循環型社会の形成を図るもの。

あ行

アセットマネジメント【P78】
持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわ
たって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動のこと。

インバウンド【P11】
外国人が日本に訪問する旅行のこと。

エンパワーメント【P24】
Empowerment であり、「権限付与」「自信を与えること」「能力開花」などの意味。特に、福祉分野では、
社会的弱者が自分の置かれている立場や問題の要因に気付き、状況改善に必要な方法や自信、決定力
などを強化するための援助や理念を指す場合がある。
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か行

家族経営協定締結【P130】
家族経営中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもって取り組めるようにす
るため、農業経営に携わる各世帯員が、経営方針、家族の役割分担、就業条件・就業環境などについて、
家族みんなで話しあいながら取り決めるもの。

合併処理浄化槽【P76】
トイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のこと。

ガバナンス【P24】
組織などをまとめあげるために方針やルールなどを決めて、それらを組織内にあまねく行き渡らせて
実行させること。統治・支配・管理。

関係人口【P28】
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉。
地方圏は人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面しており、「関係人口」
と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されている。

グリーンツーリズム【P90】
農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

グループウェア【P110】
グループによる共同作業や情報共有を支援するためのソフトウェア。

ゲートキーパー【P35】
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必
要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこと。自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、
関わりを通して「孤立・孤独」を防ぎ、支援することが重要であり、多くの人がゲートキーパーとし
ての意識を持つことが自殺対策につながると言われている。

コンポスト【P70】
生ごみや落ち葉、雑草などを処理して堆肥として使うこと。

さ行

ジェネリック医薬品【P58】
「新薬（先発医薬品）」の特許の満了期間（独占販売期間）が終了した後に販売される、新薬と同じ有
効成分・品質・効き目・安全性が同等であると国から認められた薬。

ジェンダー【P24】
歴史的・文化的・社会的に形成される性差のこと。

Toon City 
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スクールソーシャルワーカー【P114】
児童生徒、保護者、教員等に対して、暴力行為、児童虐待などによる問題行動等に対応するため、市
相談機関や児童福祉機関などの関係機関との連携により、問題解決につなげる支援活動業務を行う人。

自主防災組織【P80】
地域の方々による自発的な防災活動に取り組む組織。

シティプロモーション【P28】
地域再生、観光振興、住民協働など様々な概念が含まれており、そこに住む地域住民の愛着度の形成、
地域の売り込み、自治体名の知名度（認知度）の向上など、捉え方は多義にわたる。

食育【P32】
さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す
ることができる人間を育てること。

スマートインターチェンジ【P27】
高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設
置されるインターチェンジ。通行可能な車両（料金の支払い方法）を、ETCを搭載した車両に限定し
ている。

ゼロ・エネルギー・ハウス【P28】
外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質
を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間
の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。

ソーシャルキャピタル【P33】
社会関係資本のこと。人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのでき
る、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴。

成年後見制度【P48】
認知症、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や
同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組み。

た行

ターゲティング広告【P86】
対象を指定して表示する広告のこと。

第 4 次産業革命【P11】
18 世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第 1次産業革命、20世紀初頭の分業に基
づく電力を用いた大量生産である第 2次産業革命、1970 年代初頭からの電子工学や情報技術を用い
た一層のオートメーション化である第 3次産業革命に続く、IoT 及びビッグデータ、AI のようなコ
アとなる技術革新を指す。
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タウンミーティング【P30】
市民と行政当局や市長等が、地域課題や市政などについて、直接意見交換をする対話集会。

多文化共生【P11】
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め、�対等な関係を築こうとしながら、共に
生きていくこと。

男女共同参画【P5】
男性も女性も、互いに人権を尊重し、責任を分かちあい、性別にかかわりなく自らの意思によって社
会のあらゆる分野において個性や能力を十分に発揮できること。

地域おこし協力隊【P135】
人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動
を行ってもらい、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の
維持・強化を図っていくことを目的とした制度。

地域コミュニティ【P5】
地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により、住みよい地域社会の構築を共通の目的として構
成された集まり。

テレワーク【P107】
インターネットなどの ICT（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。

都市計画マスタープラン【P30】
都市づくりの将来の望ましい姿（将来像）を示し、その将来像を実現するための基本的な方針を定め
るもの。

な行

ナッジ理論【P33】
行動経済学で「人々に選択する余地を残しながらも、よりよい方向に行動を誘導しようとする手法」
を指す。国は健康づくり施策にナッジ理論を活用し、人々が健康に留意した行動をとるよう、行動変
容につなげる取組を推進している。

認知症ケアパス【P45】
認知症の人とその家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認知症の人と家族及び地域・医療・
介護の人々が目標を共有し、それを達成するための連携の仕組み。

認定こども園【P54】
就学前の児童に教育 ･保育を一体的に行う施設で､ いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持って
いる施設。

Toon City 
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農業振興地域整備計画【P30】
おおむね 10年先を見据えて、�市町村が定める公的な計画であり、この計画の中では、都道府県知事
が定めた農業の振興を図るべき地域を、今後農業用に活用する区域と非農業用の区域に区分し指定す
る。農用地区域では農業生産基盤の整備など、農村集落などの非農業用の区域では生活環境の整備な
どの農業の振興に関する各種施策の実施を定める。

ノーマライゼーション【P11】
障がい者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現を目指す考え方。

は行

ハートなんでも相談員【P114】
児童生徒、保護者、教員等に対して、いじめ、不登校等の未然防止、早期発見、解決することを目的
とした相談活動を行う人。

バイオマス【P90】
生物資源（bio）の量（mass) を表す概念で、エネルギーや物質に再生が可能な、動植物から生まれ
た有機性の資源（石油や石炭などの化石資源は除く。）のこと。具体的には、農林水産物、食品廃棄物、
家畜排せつ物、木くずなどを指す。

パブリックコメント【P139】
市の重要な施策、たとえば計画などを策定していく中で、その計画などの素案等を公表し、広く市民
に意見や情報を求め、提出された意見などを考慮して決定していく制度。パブリックとは、「広く公に」
という意味。

バリアフリー【P47】
「バリア（障壁）」を「フリー（のぞく）」、つまり障壁となるものを取り除くことで生活しやすくしよ
うという考え方。物理的な障壁以外に、社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味で用いら
れている。

パリ協定【P10】
2015 年 12 月にフランス・パリで開催されたCOP21（国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議）で、
世界約 200 か国が合意して成立した、2020 年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組み。世界の平均
気温上昇を産業革命前と比較して、2℃より充分低く抑え、1.5℃に抑える努力を追求することを目的
としている。

ビッグデータ【P11】
インターネットの普及やコンピューターの処理速度の向上などに伴い生成される大容量のデジタル
データ。
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人・農地プラン【P27】
農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り方などを明
確化し、市町村により公表するもの。

病診連携【P34】
複数の診療科の専門医を擁する総合病院などの病院とかかりつけ医などの診療所・クリニックが、そ
れぞれの役割・機能を分担し、お互いに連携しながら、より効率的・効果的な医療を提供すること。

ファミリー・サポート・センター【P54】
育児の援助を受けたい依頼会員と、育児の援助を行う提供会員という会員同士で育児の援助を行う地
域の子育て支援のシステムを推進するセンター。

フレイル【P32】
健常から要介護へ移行する中間段階。加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり家に閉じこもりがちに
なるなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般を指す。英語では「frail」と表記し「弱い」とい
う意味。

放課後児童クラブ【P54】
保護者の就労等による放課後の留守家庭児童を対象に、各小学校区の児童館等の専用教室において、
保護者の代わりに遊びや指導を行うもの。

ま行

マイクロツーリズム【P98】
自宅から 1時間から 2時間圏内の地元または近隣への宿泊観光や日帰り観光のこと。

マイナンバーカード【P30】
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき発行される
身分証明書の一つ。国民一人ひとりに 12桁の番号が振られ、税や年金、雇用保険などの行政手続き
に必要となるもの。

まち・ひと・しごと創生法【P26】
人口減少社会に歯止めをかけるため、国は平成 26年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」を施行した。
また、同年 12月に日本の人口の将来を示す「長期ビジョン」とこれを踏まえた 5カ年の政策目標や
施策をまとめた「総合戦略」を策定している。

ら行

ライフサイクルコスト【P64】
製品や構造物の調達・製造から、その役割を終えるまでにかかる費用をトータルでとらえたもの。

Toon City 
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レセプト【P58】
診療報酬明細書のことで、患者が受けた診療行為の費用を保険者（健康保険組合）に請求するために
作成される明細書。

ローカル指標【P24】
国連による指標は、グローバルな視点から提示されているため、自治体レベルの指標を、「地方創生
SDGs ローカル指標」と呼び、「ローカル指標」と略記。

わ行

ワーク・ライフ・バランス【P11】
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域
生活などにおいても、子育て期、中高年期といったライフ・ステージ（人生の各段階）に応じて多様
な生き方が選択・実現できる社会を目指す概念や取組。
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